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平成２８年度一般会計予算特別委員会会議録 

平成２８年３月１５日（火） 

（開 会）１０：００ 

（閉 会）１８：２５ 

○委員長 

 ただいまから平成２８年度一般会計予算特別委員会を開会いたします。 

「議案第１１号 平成２８年度飯塚市一般会計予算」を議題といたします。 

第１０款教育費から第１２款予備費まで、１９４ページから２３９ページまでの質疑を許し

ます。はじめに質疑通告をされております１９５ページ、スクールサポーター配置事業費につ

いて、田中裕二委員に質疑を許します。 

○田中裕二委員 

 スクールサポーター配置事業について質問をさせていただきますが、委員長にお願いがござ

います。この１９５ページのスクールサポーター配置事業について、そして次のページの

１９７ページ、スクールカウンセラー等配置事業費について、関連して一括で質問したいと思

いますがよろしいでしょうか。 

○委員長 

 よろしいです。 

○田中裕二議員 

では、お願いします。１９５ページ、教育費、スクールサポーター配置事業について、

１９７ページ同じく教育費、スクールカウンセラー等配置事業費について、一括して質問をさ

せていただきます。まず基本的なことでございますけれども、このスクールサポーターとス

クールカウンセラー、役割はそれぞれどのようなものなのか、役割についてお尋ねをいたしま

す。 

○学校教育課長 

 スクールサポーターの業務につきましては、子どものいじめや非行、あるいは犯罪から守る

ため警察あるいは学校、地域の情報等の連携のパイプ役として、あるいは問題行動等の未然防

止のために問題行動への指導助言、あるいは支援を行っております。また、校内や学校周辺に

おける子どもの安全確保に関する活動などにも参加をいたしております。その資格や職につき

ましては、まず職は市の嘱託職員でございます。そして採用の要件といたしましては、少年の

健全育成の経験を有する者ということでございます。 

続きまして、スクールカウンセラーにつきましては、その役割は心理的な側面から本人が抱

える悩み、不安、ストレス等を和らげ、教師や保護者等の対応能力を高めたり、あるいは直接

的に問題行動の未然防止やいじめ、不登校の早期発見、早期解決を図るということでございま

す。 

このスクールカウンセラーの資格は、心の専門家としては大変高い専門性の臨床心理士を有

することとなっております。 

○田中裕二委員 

 今のご答弁によりますと、大まかに言うと、スクールサポーターは児童生徒のいじめや非行

防止や安全確保対策や安全情報の提供等と児童生徒や学校を取り巻く環境整備がその役割とい

うことだろうと思います。また、スクールカウンセラーは児童生徒や保護者、また、教職員へ

の助言や相談など、言ってみれば心のケアが主な役割ということのようでございますが、その

ような理解でよろしいでしょうか。 

○学校教育課長 

 そのとおりでございます。 

○田中裕二委員 
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 それではスクールサポーター、スクールカウンセラー、それぞれの配置状況はどのようにな

っているのか、お尋ねいたします。 

○学校教育課長 

 スクールサポーター、スクールカウンセラーの配置状況でございますが、スクールサポー

ターは２名、嘱託職員として雇用をいたし、各学校で巡回いたしております。そしてスクール

カウンセラーは市費で５名ということでございます。 

○田中裕二委員 

 スクールサポーターは２名で各学校巡回と。スクールカウンセラーは市費で５名ということ

でございますが、このスクールカウンセラーの５名の方はそれぞれの学校に配置されているん

でしょうか、どうなんでしょうか。 

○学校教育課長 

 スクールカウンセラーにつきましては、市の教育研究所を拠点に、そこでさまざまな来所相

談、電話相談、あるいは学校に出向いて行くということもございます。 

○田中裕二委員 

 提出されておりますスクールカウンセラーの活動状況の資料を見ますと、対応されている件

数は年々増加して、一昨年と比較しますとトータル件数がおよそ１５０件もふえているようで

ございますけれども、このスクールサポーター、スクールカウンセラーの人数、先ほど言われ

ましたスクールサポーター２名、スクールカウンセラー５名でございますけれども、この人数

は現状で十分なのかどうか、この辺はどのようにお考えなのか、お尋ねをいたします。 

○学校教育課長 

 質問委員ご指摘のように資料でもご提出をさせていただいておりますが、スクールカウンセ

ラーが対応する件数は年々増加いたしております。そういった中で本年度、平成２７年度は平

成２６年度まで４名体制であったのを１名増員をお願いいたしまして、５名体制と充実をした

ところでございます。しかし現状、件数の増加傾向ということもありまして、まだまだ相談の

ニーズはあるというふうにとらえているというところでございます。 

○田中裕二委員 

 さきの代表質問でも述べさせていただきましたけれども、いじめや不登校は減少傾向ならよ

いということではなく、１件もあってはならないと、このように思っております。ゼロにする

べきだと思っております。このいじめや不登校の対応にスクールサポーターやスクールカウン

セラーが大きな役割を果たしている、効果が発揮されているのであれば、またただいまご答弁

ありましたように、ニーズがあるということであれば、私はもっと増員すべきだと、このよう

に思いますが、いかがでしょうか。 

○学校教育課長 

 質問委員が言われますように、本当にいじめというのは、１件、２件もあってはならないと

いうふうに認識いたしております。先ほどもご答弁申し上げましたけども、本年度はスクール

カウンセラーを１名増員させていただきました。スクールサポーター、スクールカウンセラー

それぞれに、特にスクールカウンセラー、心の問題は大変デリケートで、そして重篤な問題が

多くですね、その専門的な資質はもとより、そういった経験を持たれた人材というものを私ど

も求めているところでございます。ご質問いただきましたように予算も関係することでござい

ますので、今後、関係課とも十分協議は進めてまいりたいと思っているところでございます。 

○田中裕二委員 

 確かにいじめや不登校といった問題は大変デリケートな問題でございますので、適切な人材

の確保が大前提となるわけでございますが、提出されている資料にもありますように、対応す

る件数は年々増加をしており、喫緊な対応が必要だと、このように思っております。先の代表

質問でも述べましたように、また先ほど言いましたように、いじめの件数を減らすのが目的で
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はなく、ゼロにしなければならない。なくさなければならないと思っておりますし、皆様もそ

う思っていらっしゃるのではないかと思います。これ私の考え方でございます。これをゼロに

するということを強く推進すると、学校側が少なめに報告するのではないかという危惧もある

かもしれません。そうであるならば、学校からの報告だけに頼るのではなく、他の対策も考え

る必要があると思っております。私は必ずしも学校からの報告イコール実態ではないと思って

おります。いろんな事件、テレビ、新聞等で、起こっておりますいじめを苦にして自殺をされ

たというニュースが、たびたびあります。そのときに学校側は、いじめの実態は掌握していな

かったというのがたびたびあります。そういった意味で考えますと、先ほど言いましたように、

学校からの報告イコール実態ではないと、私はそう思っております。先ほどご答弁ありました

ように、スクールカウンセラーが現状の５名で十分なのかというと、まだまだニーズがあると

とらえているということでございますので、予算も含めて、ぜひ増員につきましても検討して

いただき、いじめをゼロにする取り組みをしていただきますよう要望をいたしまして、質問を

終わります。 

○委員長 

 続きまして、育英事業費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 おはようございます。予算書１９５ページ、教育費、事務局費、育英事業費についてお尋ね

をします。追加資料いただいています。６１ページにあります。今年度の予算計上額は

３８９万円、最初にですね、制度の概要をお尋ねします。 

○学校教育課長 

 飯塚市の奨学資金制度の概要をご説明させていただきます。飯塚市では貸与型の奨学金とし

て、毎年４月に高等学校及び高等専門学校を対象に１８人、専修学校、短期大学、大学を対象

に１８人を募集人員として奨学生を募集いたしております。貸与月額の例を申し上げますと、

公立の高等学校では１万５千円、私立の高等学校では２万５千円、公立大学では３万円、私立

の大学では４万５千円となっており、市内にございます短期大学または大学の場合には、５千

円を加算することができるようになっております。 

○川上委員 

 貸与ということですね。資料を見ますと、この間、３３、３２、３０、２５、１５と人数が

減っております。どういう事情だとお考えですか。 

○学校教育課長 

 件数につきましては、募集人員に十分満たない状況が推移をいたしております。募集の時期

が入学された新年度４月に入りまして行うということもありまして、予約の申請ではないとい

うことで、どちらかと言いますと、さまざまな奨学金を補完するような位置づけで進めてまい

りましたので、そういったことも関係しておりますし、返済等を考えてですね、申請を待って

いらっしゃるような部分もあるのかなというふうに思っているところです。 

○川上委員 

 私は、この人数が減っている原因は何だろうと聞いたんですよ。この間に、先ほどおっしゃ

った制度に何か変化があったわけですか。以前は、３月に募集をしておったけども、最近にな

って４月からの募集になったとか、そういう変化があったわけですか。 

○学校教育課長 

 いえ、新市になりましての制度発足からは、先ほど申しましたように本市の形として、４月

以降に申請いただいているという制度で運用してまいりました。 

○川上委員 

 ですから、同じ制度が続いているのに、こういうふうに半分ぐらいになっているでしょう。

それはなぜだろうかと、教育委員会は考えたことがあるかということを聞いたわけです。 
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○学校教育課長 

 先ほどの繰り返しになるかもしれませんけども、４月以降に予約でなく、４月以降に申請い

ただくというようなこととして、大きな背景としては、やっぱり返済をなさるわけでございま

すので、そういう部分で応募が少ないというような認識を持っているところでございます。 

○教育長 

 いま学校教育課長が答えましたとおりの制度で移行しておりますが、特に高等学校への担当

窓口となります中学校の進路担当の教員の声からすると、他の奨学金は入学予定者に対して交

付されますので、入学金そして授業料というように、入学時点で揃いますが、先ほど課長が説

明した通り本市の分は、入学が確定後の支給にしておりますので、今の経済状況を考えると、

保護者の方に入学準備するお金そのものがない世帯が増加している。よって、本市の貸付けの

人数が減少しているというように分析をしているところです。 

○川上委員 

 よくわからないですね。制度は同じ制度なんでしょう。ところが、その貸付件数は半分にな

っていると。制度が同じなのに、なぜ半分になっているのかということを考えたことがあるか

と聞いてるわけですよ。考えたことがないという答弁をさっきからずっとされよるんですよ。 

○教育長 

 申し訳ありません。わかっていただくように、もうちょっと丁寧に説明いたします。これま

では、入学当初のお金は家庭で準備できても、高校でしたら３年間、大学でしたら４年とか

６年間払う授業料のほうが不安だったので、飯塚の奨学資金でも借りるという家庭がありまし

たが、今はその入学当初からのお金も準備できないぐらい経済的に厳しい世帯が多いので、現

状の飯塚市の育英事業の確定後の貸し付けということでは対応ができにくい状況になっている

ものと分析をしております。 

○川上委員 

 そこで、そういう分析をしているんだったら、その制度を改めるところまで踏み込んで考え

ておられますか。 

○学校教育課長 

 今、課のほうでは先ほど申しました申請の時期につきましても、４月以降ではなくて、予約

という形もとれないかということも視野に入れて検討いたしておりますし、私共のできる努力

といたしましては、周知の問題というのもありますので、今一層にその辺も努力をしていかな

ければいけないと思ってるところでございます。 

○川上委員 

 この基金は出発当初幾らありましたか。 

○学校教育課長 

 今現在ちょっと手元に資料はない状態です。 

○川上委員 

 いいです。で、２７年度末が３億３７８１万円ということなんですよ。年間で、４１万ぐら

い利息含めて繰り入れがあってますね、基金に。それで、一方で貸し付けは、無利子と。そう

考えれば、当たり前だと思うんですよね。無利子貸付というのは、それで、これもともと飯塚

寮を処分された時の益金を基金に充てたと聞いておりますけど、そのとおりですか。 

○教育長 

 すみません。私がちょうど課長時代から担当していたので、答えさせてください。 

合併当初、旧飯塚市の場合は、今川上委員がおっしゃったとおりのような形で基金を作り、

運用がなされていたようです。それ以外の、今間違えてはいけませんので、町の名前は申し上

げることできませんが、４町のうち２町でも、同様な育英事業があっておりましたので、それ

らを合算した形で現在運用をさせていただいている次第でございます。 
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○川上委員 

 それで、例えば、もともと飯塚寮についても、その向学の精神ではないけれども、やっぱり、

ふるさとを大事にしてもらえるような、人士をたくさん輩出したいという想いから出発しての

ことだろうと思います。それが今日まで引き継がれていて無利子というのは、利息を取ってい

る国の制度がありますから、それと比べればね、はるかにいいわけですけれども、先ほどから

言ったような趣旨から言えば、この際、その国がなかなか踏み切らない給付制について一度検

討したことがあるかお尋ねをしたいと思います。 

○教育部長 

 この奨学金制度につきましては、先の代表質問等でもご質問をいただいてるところでござい

ます。給付制度の導入について検討したことはあるか、ということでございますが、当然給付

制も視野に入れて、新たな奨学金のあり方については、教育委員会としても検討はしておると

ころでございますが、教育委員会単独でこれを決めて、実行というわけにはまいりませんので、

今後とも市長部局も交えて慎重に検討していこう、という状況でございます。 

○川上委員 

 教育委員会内部で検討しているけども、市長部局には相談したことがないという答弁ですか。 

○教育部長 

 教育委員会内のまだ方向性というのが定かに定まっておりませんので、市長部局への相談は

正式にはしたことはございません。 

○教育部長 

 正式にはしたことはないということで、内々の相談したという答弁ですね。それで、３億

４千万円弱のお金は、私は、元々そのふるさとに人を育てたいと思う人たちからのお金を飯塚

市が預かっているだけだと思うんですよ。減らさないように扱ってるというところは評価しな

ければならないけども、この、そういう思いのある人たちのお金を預かっている。これに飯塚

市が自前のお金を加えれば、その給付制というのは、財源が確保できるじゃないかと思うんで

すよ。そうなればさまざまな人士あるいは企業からも、このための基金に使ってくれというよ

うなことで、募金とかも集まるんではないかと思います。それで給付制はな、ということでも

ないと思いますので、ぜひ、知恵を出してやっていただいたらどうかなというふうに思います。

質問終わります。 

○委員長 

 次に１９６ページ、適応指導教室事業費について勝田委員に質疑を許します。 

○勝田委員 

 １９６ページ、事務局費適応指導教室事業費について、お尋ねをいたします。まず確認です

が、適応指導教室の主たる業務は、いじめ、不登校児童生徒への指導、助言及び家庭への働き

かけや支援等組織的継続的に行い、社会生活に適応できるために開設されていると理解してい

るのですが、それでよろしいでしょうか。 

○学校教育課長 

 主なものは、委員がおっしゃった通りでございます。 

○勝田委員 

 では、現在の適応指導教室の運営の概要について、そして現在何名の児童生徒が通所してい

るか、お尋ねいたします。 

○学校教育課長 

 飯塚市の適用教室の運営の概要についてご説明をさせていただきます。先ほどご説明いただ

いた部分等も重なるかもしれませんけれども、ご了承いただきたいと思います。 

まず目的といたしましては、不登校の児童、生徒の自立を促し、学校生活及び社会生活への

適応指導を行うというものでございます。 
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基本方針としましては、先ほども出てまいりましたが、個々の児童生徒に対しての教育相談、

学習指導、集団生活への適応指導このようなことについて柔軟な対応をすることにより、児童

生徒がみずから自立できるように支援、指導するというものでございます。対象は飯塚市内の

小中学校に在籍する不登校、あるいは不登校傾向の児童、生徒でございます。 

具体的な指導相談の内容につきましては、１人１人のニーズに応じた学習活動を行います。

それから近隣の体育、文化施設あるいは自然を生かしたゲーム、スポーツ、自然散策活動、そ

れからボランティアさんとも連携をした栽培、耕作活動、そしてスクールカウンセラー等も活

用いたしまして相談活動、このようなものが運用の概要でございます。 

通所の人数でございますが、平成２７年度、本年度現在で９名でございます。それから昨年

度、平成２６年度は１１名、そして、平成２５年度は７名という状況でございます。 

○勝田委員 

 次に適応指導教室で勤務しておられるお二方の職員の方がいらっしゃると思いますが、業務

内容についてはどうなっていますか。 

○学校教育課長 

 職員につきましては、まず、適応指導教室の所長として、嘱託職員を１名、そして、主事、

指導員でございますけども、臨時職員として１名配置しまして、お二方で共に児童、生徒の指

導支援にあたっているというところでございます。 

○勝田委員 

 では、その適応指導教室で勤務されているお二方の勤務体系についてどうなっているでしょ

うか。 

○学校教育課長 

 勤務体系につきましては、嘱託職員、それから臨時職員ということで市の規定に沿ったもの

で行っておりますけど、適応指導教室が夏季休業期間を迎えますので、学校同様その８月につ

きましては、勤務がないということです。 

○勝田委員 

基本的なことをお尋ねいたしますが、まず不登校の定義はどのようになっていますか。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：２７ 

再 開 １０：２７ 

再開いたします。 

○教育長 

 国の定める不登校の定義は、病気、怪我などの理由を除き、年間３０日以上学校を欠席をす

るものとなっております。 

○勝田委員 

 それでは、飯塚市内の不登校児童生徒の実態はどうなっているか、また、県や国の実態と比

べて飯塚市ではどのような傾向にあると分析されておりますか。 

○学校教育課長 

 飯塚市の不登校の概要でございますけれども、全国、県に比べますと不登校の出現率は多い

というところでございます。 

○勝田委員 

 先ほどの答弁でもありましたように、この適応指導教室が夏季休業期間中、８月には閉所と

いいますか、閉鎖ということになっているようですが、ちょっとその件は、後でもうちょっと

聞きたいと思うんですが、元々不登校児童生徒の発生の時期というのが大体決まっているよう

に思うんですね。一般的に、長期休業期間中、つまり夏休みだとか、それから、学年が昇級い
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たします春季、要するに春休みですね。その後に、かなりの数が発生しているというふうに分

析されているようですね。そこで、本市の適応指導教室が、どうしてその夏季休業期間中の大

切な指導にあたる時期に閉鎖といいますか、閉所しているのかをお尋ねいたします。 

○学校教育課長 

 本市教育委員会が設置する適応指導教室の夏季休業期間中のその件でございますけども、子

どもたちが通ってきております、原籍校も当然、夏季休業期間ということで、家庭にお返しし

たり、また様々な活動に取り組ませる夏季休業の意味や価値にに沿った取り組みが行われます。 

本市の適応指導教室におきましても、適応指導教室として、学期の終業式等を行いまして、

そういった意味で、また同様に家庭にお返しをする、また適応指導教室でできなかった活動に、

チャレンジをさせるというような趣旨から、夏季休業期間を設けているところでございます。 

○勝田委員 

 それは若干、私は考え方は違うんじゃないかなと思うんですね。 

不登校の児童生徒に対する基本的な考え方の一つに、不登校を解決するにあたり、社会的自

立に向けてみずからの進路を主体的に形成していくための生き方、そういったものを支援して

いくことが大切だと思うわけですよね。つまり、それとあわせて、不登校児童生徒の特徴的な

こととして、心の問題があると思います。つまり、人間的な関係づくりができなく、対人恐怖

症的な、人との関わりが持てなく、人の輪に入っていけない、そういう実態も見受けられます。

不登校は、単に増加傾向であるというだけでなく、質的にも多様化が進み、複雑化している状

況は委員会が分析しているとおりだと思います。だから、適応指導教室が果たす役割も、責務

も重大だと思うわけですね。 

そこで、普段は不登校児童生徒の一人一人のニーズに応じた適切な支援や教科指導等を行い、

実施されていると思いますが、この夏季休業期間中には普段できない、学校ときめ細かな打ち

合わせとかですね、保護者と一緒に、教育関係諸機関への訪問だとか、相談業務だとか、色ん

な事が生徒と一緒にできるんじゃないかなと思うわけです。そういったものが学校復帰を目指

す不登校児童生徒にとっては、とっても大切な働きかけや関わりを持つ大切な時期が、この夏

休みの夏季休業期間中ではないかなと、そういうふうに思うわけですね。 

もちろん、不登校児童生徒だけでなく、保護者も含め、子どもが夏休み期間中に仮に適応指

導教室のスタッフに相談しようとしても、閉鎖しているわけですよね。つまり、二学期の始業

式までは、相談相手もいなく、関わりを持ってくれる対象となる大人も存在しない。そういっ

た結果があるわけです。端的に申しまして、今後、適応指導教室の８月閉鎖を考え直して、今

年度からでも構いませんが、開設という形はとっていただけないでしょうか。教育長、どんな

ものでしょう。 

○教育長 

 今のご指摘、正直ドキッとしました。これまでは、ご承知のとおり、適応指導教室に来てい

る子どもも在籍校がありまして、本市の学校の子どもでございますので、市で設定しておりま

す学校管理規則によりまして、休業期間中、その日にちというのは設定をしておりますので、

それに準じて学校ともどもに適応指導教室の同じような休業期間の設け方をしておりましたが、

子どもたちの特性を考えますと、今ご指摘がありましたようなことこそ、対応できることが子

どもたちにとって、より必要で効果的だということも私、感じさせられましたので、これを開

設をするとなると、職員の勤務や賃金にも関わってきますので、前向きに検討をするというこ

とで、この場でのお約束は差し控えさせていただきたいと思っております。 

学校も、現在、夏季休業期間中では、登校日を設けましたり、補充学習期間を設けてますの

で、適用指導教室もそれと同様な考え方ができるものと基本的には思っております。 

○勝田委員 

 確かに財政的に２名分の、それと雇用保険とか、一旦は入ってくると思いますが、でもそれ
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金額にすると３０万円そこらだと思うんですよ。そこはもうぜひ、財政と交渉していただいて、

子どもたちのために頑張っていただくことをお願いして、この質問を終わりたいと思います。 

○委員長 

 同じく、適応指導教室事業費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 私は場所のことについて気にしています。現在、場所どこですか。 

○学校教育課長 

 現在、穂波支所に隣接をしております西館の２階にございます。 

○川上委員 

 そこからは、竜王山が見える広い窓があると、噂を聞いておりますけど、そこまでは少し薄

暗い通路を登っていくという感じでしょう。違いますか。 

○学校教育課長 

 薄暗いというような認識はしておりませんけれども、階段を上って参りますと、まず、適応

指導教室という看板や少し絵が入ったようなものがあって、中に入りますと、子どもたちのス

クールデスクが学校と同じようにございまして、中には、子どもたちがそれぞれ工夫をしてつ

くった掲示物、学級文庫、そして委員のお話の中にありましたけども、大変大きな窓がありま

して、そこから竜王山がこう見えるというようなかたちで、そういう中で、さまざまな学習活

動等やっているものでございます。 

○川上委員 

 そういう環境、そういう状況に陥っている子が、それぞれの事情があって、画一的な事情で

はないと思うんだけども、できれば、地面や足がつくような空間が用意できないかなというふ

うに思いました。 

それから、図書費が１万円しかないんですよね。これは、割り当てが１万円なのか、その活

動の中からのニーズがその程度なのか、お尋ねします。 

○学校教育課長 

 図書費につきまして、あの先ほど言いましたように、少ない額でございますけど、子どもた

ちが学級文庫で希望するようなものをそこに買って置いているというものでございます。 

○川上委員 

 図書室も、図書館もあるわけですから、ということもあるかもしれませんけど、もう少し考

えていっていいんじゃないかなというふうに思います。以上です。 

○委員長 

 次に、１９７ページ、スクールカウンセラー等配置事業費について、勝田委員に質疑を許し

ます。 

○勝田委員 

 １９７ページ、教育費、事務局費、スクールカウンセラー等配置事業費についてお尋ねいた

します。 

先ほど、同僚議員が質問されましたけども、若干ダブるようなところがあるかもしれません

が、敢えて質問をさせていただきます。 

現在、スクールカウンセラーの果たす役割は重大で、子育て支援や特別支援教育充実のため、

教育相談、いじめ、不登校の支援事業等、学校や保護者等からの要求も日々増加しているので

はと推測いたします。また、実際に利用された保護者等の話によりますと、相談までに何日待

たされただとか、何週間後にやっと相談できたといった話を聞きます。そこで、現在スクール

カウンセラーの活用状況についてお尋ねをいたします。 

○学校教育課長 

 資料のほうでもご提出をさせていただいておりますが、スクールカウンセラーの活用状況に
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つきましては、平成２５年度におきましては、小学校６８５件、中学校１０２件、合計

７８７件でございます。平成２６年度におきましては、小学校７０９件、中学校１７７件、合

計８８６件でございます。平成２７年度、これは本年度の１月までの集計でございますが、小

学校８２０件、中学校１１２件、合計９３２件ということで、過去３年間を見ますと、年々増

加傾向でございます。 

○勝田委員 

 これは、カウンセラーが、一人のカウンセラーの方が対応できる保護者の数も、それから時

間も恐らく限られてくると思うんですね。そこで、先ほどの質問とダブりますが、再確認の意

味でお尋ねいたします。現在のままで、今後、学校現場のニーズに対応できるとお考えですか。 

○学校教育課長 

 本年度から、１名増員いたしまして、５名体制ということで、拡充をいただいたわけでござ

います。ただ、先ほど活用状況についてご説明申し上げましたとおり、増加傾向でございます。

そういう中で、新規に、この相談の中には、もう１回ご相談いただきますと、ずっと継続的に

相談をするというものもございますので、新規にご相談を頂いて、予約をしてもらって、しば

らく対応まで待っていただくというようなケースもございます。 

○勝田委員 

 これ、もともと、あのスクールカウンセラー配置事業というのは、いじめ、不登校、特にい

じめから発進したんですよね。しかし、このスクールカウンセラーの活用状況から見てみます

と、例年５００件近い特別支援教育の相談業務が一番ふえてるわけですよね。私は、３月議会

の一般質問でも言わせてもらったんですが、４月からの障害者差別解消法この施行によって、

今以上に、この特別支援教育に対する相談件数は莫大な数が、増加を懸念するわけです。 

本来ならば、先ほど同僚議員が言われましたように、スクールカウンセラーの数を増やすべ

きではないか、要求すべきではないかって、僕も言いたいんですよ。しかし、学校現場も分か

りますし、それからスクールカウンセラー等の数も分かります。つまり、スクールカウンセ

ラーの需要と供給のバランスが保ててないっていう、要するに数が足りないんですよね。です

から、そこは理解しておるんですが、今後、スクールカウンセラー以外の教育相談可能な教員、

そういったものの育成をぜひ考えるべきじゃないかなと。もしくは、そういう教育相談可能な

教員に加えて、多様な専門性を持つスタッフを配置することも考えていかなければいけないん

じゃないかなと、そういう時期に来てると思うわけです。ニーズがふえたから、すぐに教職員

定数を改善するといったことは非常に難しいと思います。ですけど、計画的に教員を含めて、

専門的なスタッフを市教委や各学校に配置していくこともぜひ考慮し、前向きに計画的に考え

ていくべきだと思うんですが、何か対応策を考えておられるでしょうか。 

○学校教育課長 

 議員ご説明いただきました、教員のそういった教育相談能力の向上ということは、もう大変

重要な部分だろうと思いますので、学校の中で教育相談機能を高めるという意味では、市のほ

うでも生徒指導の担当者等の研修会も行っております。そういった部分でその他ニーズの高か

った特別支援教育につきましては、各種関係職員の研修も行っておりますので、そういう中で

ぜひそういった相談能力の向上を図るような内容も含めてまいらなければと思っているところ

でございます。いずれにいたしましても、予算との兼ね合いもございますので、十分にご指摘

いただきました部分を、内部でも検討は進めてまいりたいと思っているところでございます。 

○勝田委員 

 これも３月の一般質問で行ったんですが、近年、学校教育現場においては、先ほど言ったよ

うに、教育課題が複雑化し、困難化して、その結果、教職員の超勤がふえている現状がありま

すよね。だから、スクールカウンセラーの相談業務もかなり広範囲にわたって遂行していかな

ければいけない状況に来ていると思います。そこで今後現実にできること、これは県の教育セ



１０ 

ンター等において、養護教諭や教員等を対象にした短期研修、断続研修等で教育相談業務を学

ぶ講座があるはずなんですよね。特に断続研修は年に今は２０回ぐらいですかね、昔は３０回

程度あっていたんですが、そこで研修を受けると、臨床心理士の初歩の資格が取れて、あと通

信教育等を取れば、立派なスクールカウンセラーの業務をこなせる、そういう資質能力が身に

つくんですよね。そういったことが私たちの周りにあるのですから、活用する手はないと思う

んですね。しっかりそういうものを活用すれば、スクールカウンセラーの配置ができなくても、

できると思います。 

そのときに、ただ単に各学校長に教職員に積極的にそういう研修に参加するようにといった

ことを奨励しますというような教育委員会の回答ではなくて、教育委員会も一緒になって、例

えば、教育委員会が主催する研修会だとか、それから講習会、校長のヒアリング等そういった

ところから、各学校の人材育成にこの方は適任だと思われる方の情報収集をぜひやっていただ

いて、ファイリングするだとか、教育委員会からもぜひお声をかけていただいて、そういう人

材育成に努められると、この教育相談業務がかなり改善していくのではないかなと。やはり教

育現場に関しては、現場の先生方がやはり一番詳しいと思うんですね。必ず１人、２人そうい

う資質能力に長けた先生がいらっしゃいますので、ぜひそういったことで、検討じゃなくて、

ぜひやっていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○学校教育課長 

 委員おっしゃいましたように、県の教育委員会主催、県の教育センターのそういった研修も

ございます。研修員の枠もございますけども、私どももそういった学校の先生方は、それぞれ

専門の精通した領域をお持ちであることが大変先生にとっても優位であろうと思いますので、

そういったことを見据えながら、積極的に奨励をしてまいりたいと思っているところでござい

ます。 

○勝田委員 

 ぜひよろしくお願いして、この質問を終わりたいと思います。 

○委員長 

 続いて、学力向上推進事業費について、勝田委員に質疑を許します。 

○勝田委員 

 １９７ページ、教育費、事務局費の学力向上推進事業についてお尋ねをいたします。 

平成２７年度末までまだ来ていませんが、実施されていた飯塚市が目指す教育ナンバー５、

飯塚市学校教育プランで示されていた学力向上施策はどういった事業内容で推進されてきたで

しょうか。 

○学校教育課長 

 飯塚市では、３つの教育事業を主な学力向上施策として、ここ数年取り組んでまいりました。

１つは、学力向上の基盤となる読みの力を育成する。そして特殊音節の習得を中心に図ってま

いりますが、その多層指導モデルＭＩＭでございます。２つ目は、基礎基本の定着を図る陰山

メソッドによります徹底反復学習でございます。３つ目は、思考力や創造力の育成を図る協調

学習。これをこれまで推進してまいったところでございます。 

○勝田委員 

 しかし、この予算資料の２５ページの学力向上推進事業費の中を見てみますと、反復練習に

よる基礎学力向上と協調学習の研究推進の２本柱で計画がなされているようなんですが、多層

指導モデルＭＩＭについては全く触れられていないようなんですが、次年度から多層指導モデ

ルＭＩＭの取り組みは一切なしということでいいんでしょうか。 

○学校教育課長 

 いいえ、これまでどおり、全市的に小学校１年生を対象にやってまいりますので、東京から

のこれまでご指導いただきました国立特別支援教育総合研究所の主任研究員の海津亜希子先生
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による研修会、あるいは学校でいろんな学習で必要となる消耗品、こういったものを確保して

まいっているところでございます。 

○勝田委員 

 では、その予算の裏づけとなるのはどこにありますか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：５０ 

再 開 １１：００ 

委員会を再開いたします。 

○学校教育課長 

 失礼いたします。先ほどの多層指導モデルＭＩＭの平成２８年度予算の内容について、ご説

明いたします。 

予算書の２０７ページにその他の教育振興費というものがございます。その中に、下のほう

を見てまいりますと、多層指導モデル推進事業研修等講師謝礼金９万円。それから、先ほどの

用紙代等は消耗品費の中に含ませておりますし、１枚めくっていただきまして、若干の通信運

搬費というのも計上させていただいているところでございます。 

○勝田委員 

 そして、昨年こういった平成２６年度の飯塚市決算にかかる主要な施策の成果説明書という

ものの７６ページの中で、成果と課題でこの多層指導モデルＭＩＭのことを書いているわけで

すね。成果として、飯塚市発達障がい支援アドバイザーの活用や研修会により指導方法を身に

つけた教師の取り組みにより、第１学年の読みの力を定着させることができたという成果が掲

げられています。そして課題として、現在、国立特別支援教育総合研究所の支援をいただきな

がら、本事業を実施している。今後は、ブロック協議会の活動の充実等により、飯塚市独自の

ＭＩＭ指導を推進できるようにしなければならないと、こういうふうに書いてあるわけですね。 

ですから、恐らく僕は今後、これを推進していていくんだろうというふうに思っているんで

すが、ここに書いてあるということであるんであれば、今後もこれは実施していくということ

で理解してよろしいんでしょうか。 

○学校教育課長 

 そのとおりでございます。 

○勝田委員 

 ぜひ、これは続けていってほしいと思います。というのも、私たち市民文教委員会も、実は

昨年に行政視察の１つで、国立特別支援教育総合研究所を訪れまして、海津准教授にわかりや

すくお話を伺ってきました。その際に、海津准教授がこんなことを言われていたんです。『飯

塚市が実施している多層指導の指導方法等においては、飯塚市内で参加された各先生方の力が

確実に育っていると思います。むしろ、飯塚から全国に発信してもいいくらいの力をつけてき

ているんではないでしょうか』ということをしっかり耳にしてきたんですよね。ということは、

これはすごい評価もいただいているということになります。ぜひ、これは２年間、平成２６年

度、平成２７年度は国の文科省の予算で約８７０万円ですか、２年近くいただいてしてきてい

ますので、これが切れたら、はい終わりという形はやっぱり避けてほしいなというふうに考え

ておりました。そして、先ほど言った海津先生が言われたように、飯塚市の教育のやり方が、

日本全国に発信してもいいぐらいの推進をしていますよというのは、これは大きな評価ではな

いかと、僕はすごくうれしく思ったんですね。だから、これだけ課題多き教育現場において、

確実にそういう先生方が各学校で育っている。そして、その中でもまたスペシャリストも１人、

この飯塚市には存在していると思うんですね。そういった方々をどしどし使って、この多層指

導モデルＭＩＭの授業に関しては前向きに推進してほしいと思います。これは本当に１年生の
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読みの力を定着させるというのは、あと中学年、高学年に確実につながるんですよね。ぜひ、

よろしくお願いして、この質問を終わりたいと思います。 

○委員長 

 次に、２０４ページ、小学校スクールバス運営管理費について、田中裕二委員に質疑を許し

ます。 

○田中裕二委員 

 ２０４ページ、小学校スクールバス運営管理費についての質問をさせていただきますが、こ

れも委員長、お願いでございます。２１２ページ 中学校スクールバス運営管理費、これと関

連がありますので、あわせて一括でさせてください。 

○委員長 

 どうぞ、一括でしてください。 

○田中裕二委員 

 それでは初めに、２０４ページ 小学校スクールバス運営管理費について、いくつか質問を

させていただきます。この予算資料を見ますと、庄内地区スクールバス運営委託料が、前年度

に比べますと、４００万３千円増額をしております。平成２７年度は７０１万３千円。平成

２８年度は１１０１万６千円、４０３万円の増額ですが、この増額の理由をお尋ねいたします。 

○教育総務課長 

 平成２７年度当初予算７０１万３千円につきましては、本事業が平成２６年度からの３年間

の長期継続契約を入札により締結しております。平成２７年度については、その契約金額を計

上しております。また、平成２８年度当初予算については、実施業者が昨年８月の時点で廃業

となったことから、平成２７年７月に再度入札を実施した契約金額を提示をしているものでご

ざいます。あくまで入札の結果によるものでございます。 

○田中裕二委員 

 平成２７年７月に、再度入札を実施した契約金額を計上ということでございますが、この契

約は何年間の契約ですか。 

○教育総務課長 

 ３年間となっております。 

○田中裕二委員 

 ３年間の契約で、１１００万円で、もう１つは、平成２６年度からの３年契約で７０１万円、

４００万円の差ですね。これは代表質問のときにも触れさせていただきましたけれども、ス

クールバスは、国が定める運賃料金制度がございます。最低と最高の額が決められて、その範

囲内で価格を設定しなさいというふうになっております。これは、いずれもその範囲内であり

ますか。 

○教育総務課長 

 その範囲内で入札が実施されております。 

○田中裕二委員 

 その範囲内でということですね。この範囲はこんなに開きがあるのか、計算式が出ています

ので、私も計算をいたします。わかりました。 

それでは、頴田小学校スクールバス運転手数料について、お尋ねをいたします。これは、運

転委託料から組みかえへというふうにされております、１１１万５千円。追加資料の中にも頴

田地区運転業務のみ、マイクロバスは市の所有というふうに書かれておりますが、これは運転

だけを委託するということですか。お尋ねします。 

○教育総務課長 

 平成２６年度につきましては、運転業務を委託という形で実施しておりましたけども、シル

バー人材センターの中で受注形態の見直しがございまして、この委託というところがどうなの
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かということがありまして、派遣として契約することが正しいやり方ではないかということに

なりまして、いま現在は委託じゃなくて、ドライバーの派遣という形で、業務を実施しており

ます。 

○田中裕二委員 

 何かよく理解できませんでした。ドライバーの派遣ということですが、どこから派遣をされ

るんですか。 

○教育総務課長 

 シルバー人材センターからでございます。 

○田中裕二委員 

 シルバー人材センターの方がスクールバスを運転されるということですね。 

○教育総務課長 

 そのとおりでございます。 

○田中裕二委員 

 シルバー人材センターの方がどうのこうのということではございませんが、最近代表質問で

も話しましたように、全国でいろんなところで貸切バスの事故が起こっております。その中に

は、当然過重労働もありましたし、高齢者が運転してという事故も相次いでおります。ニュー

スを見ますと、アクセルとブレーキを踏み間違えて事故を起こした高齢者がほとんどです、こ

れは。また、逆走した。これも高齢者が非常に多い。そう考えたときに、この大事な子どもの

命を預けるスクールバスの運転を、いわゆる高齢者の方にお願いをするという感覚が私は信じ

られないんですけど、課長どうですか。どう思われます。 

○教育総務課長 

 現在までもシルバー人材センターにおきまして、事故については承知しておりません。その

中で、私たちもシルバー人材センターについては、日ごろからは安全運転についての指導は行

っておりますけれども、人材センターの中につきましても、十分な安全運転の遂行について、

ドライバーに十分そういった配慮をしていただいている結果で、事故が起こっていないという

ことで考えております。 

○田中裕二委員 

 安全運転をしないと思って運転している人はいません。事故は起こさないと思って運転をし

ていますし、だから大丈夫なんだという感覚がわかりません。今まで事故が起こっていないか

らと言われますけれども、今まで事故を起こしたニュースとかで、バス会社また運転手そうい

った事故を起こしているとは思いません、過去に。ですから、今まで事故が起こっていないか

ら、これから先も大丈夫だということはあり得ないということなんですよ。そう考えたときに、

高齢者が悪いというわけではないんですけれども、そういうリスクが高いと、そう思っており

ます。そう考えたらシルバー人材センターにお願いする仕事ではないと私は思います。そのあ

たり、考え直す必要があるんではないかと、これは考え直しますとは言えんでしょうから、教

育長、どうですか、これは。私は非常に、その発想、感覚がわからないんですけど、お答えい

ただけますか。 

○教育部長 

 今いろいろとご指摘をいただいております。私どもといたしましても、子どもの安全という

ことは、第一番に考えなければならないこととは認識しておりますけれども、今までのこのス

クールバスの運行につきましても、八木山を除きましては、合併前の制度をそのまま引き継い

で、現在まできているという状況もございます。また、現在委託をしている業者さんにつきま

しても、事故の発生等がなかったということもありまして、安全に運転をしていただけるもの

というふうに、私どもも信頼を置いてきたわけではございますけれども、昨今の情勢を見ます

と、マスコミ等の報道でも、バスの事故が相次いでおりますし、また、将来的には、海外から
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の福岡県への観光客が押し寄せ、バスの運転手が不足しているというような状況も聞き及んで

おりますので、改めて、このスクールバスの運行については、どのように運用していったらい

いかということを、見直す時期にはきているんではないかというふうに考えておりますので、

現在、こういうふうなことで、長期契約もやっておるような状況もございますので、手がけら

れるところから改善をしていきたいというふうに考えております。 

○田中裕二委員 

 国が、先ほど言いましたように、貸切バス、スクールバスに関して、料金、最低額最高額を

定めて、その範囲内で運賃決めなさいというふうに言っているというのは、代表質問でも言い

ましたように、いろんな貸切バスの事故が相次ぐ。ただ安ければいいというだけで業者を、安

ければいいというだけではやっぱり安全性が保てない、最低これを下回る価格であったら、ど

うしても、経費を節減するために運転手に対して過重労働があったり、高齢者の運転手を雇用

したり、また、運転経験のない、もちろん普通免許ありますから、運転はできるんですけど、

そういったマイクロバスとかそういったものの運転経験がない人を雇用せざるをえない、その

ようなことで事故が多発している。これを防ぐために、範囲を決めたわけです。ですから、た

だ安ければいいという話ではない。特に、子どもの命を預ける大事なスクールバスに関しては、

安全性をまず第一に考えるべきであって、危険性があるようなものに関しては、当然そういっ

たリスクを犯してはけないと私はそう思っております。ですから、この頴田地区のスクールバ

スに関しても、本当に考えていただきたいと思います。 

次に、中学校のスクールバスについてお尋ねをいたします。代表質問でも触れさせていただ

きました。八木山地区スクールバス運行委託料が計上されております。平成２８年度は、

１２２４万７千円、平成２７年度は２８５万３千円、９４１万２千円を増額をされております

が、これは、八木山地区のスクールバス形態が変わったのか、路線が変わったり、本数が変わ

ったり、そういったものがあったのかどうか、この差について、お尋ねをいたします。 

○教育総務課長 

 平成２７年度、当初予算２８３万５千円については、本事業が、平成２５年度から平成

２７年度までの長期継続契約を入札により締結したところによりまして、平成２７年度につい

ては、その契約金額を計上をしております。また、平成２８年度当初予算１２２４万７千円に

ついては、業者見積を参考に計上したものでございます。運行の内容が変わったとか、そうい

うことではございません。 

○田中裕二委員 

 運行の内容も変わらずに、９００万円も上がるという不思議な予算計上でございますが、こ

の平成２８年度の八木山地区スクールバス運行委託料に関しては、１月に入札があったと聞き

及んでおりますし、その結果、どのようになったのか、お尋ねをいたします。 

○教育総務課長 

 すみません。ちょっと税抜きになりますけども、５０８万円でございます。 

○田中裕二委員 

 ５０８万円という答弁でございますが、これは何年契約の金額ですか。 

○教育総務課長 

 ２年契約でございます。 

○田中裕二委員 

 ２年契約というと、これを半分に割りますから、２５４万円、平成２８年度は２５４万円と

いうことの理解でいいですか。 

○教育総務課長 

 そのとおりでございます。 

○田中裕二委員 
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 １２００数万円の予算で、実際に２５４万円ということでございますが、この時の見積もり

で１番高かった業者の見積、業者名言わなくていいですから、見積は幾らでした。 

○教育総務課長 

 今度はちょっと、税込みになっておりますけども、１２２４万７千円でございます。 

○田中裕二委員 

 そうですか。１２００万円、違うでしょ。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：１９ 

再 開 １１：２１ 

 委員会を再開いたします。 

○教育総務課長 

 見積金額、最高金額でございますけども、 

○委員長 

 課長、見積じゃないばい。入札やろ。それはあなたのところに資料あると。ある。すぐ言え

るとね。 

○教育総務課長 

 入札時における一番高いところということですね。失礼いたしました。入札におきまして、

一番高額な金額につきましては、１４３４万円でございます。 

○委員長 

 教育総務課長、先ほど、１２２４万７千円と言われた分は、訂正ですね。 

○教育総務課長 

 はい。 

○田中裕二委員 

 今答弁いただいた、私も資料持ってますので、１４３４万円ですね。この一番高いところが

高過ぎるのかというと、もう１社の見積もりは、１３００万円でございます。ですから、この

５０８万円というのがめちゃくちゃに低い金額であるんですね。これは、代表質問でもお聞き

しましたんで、スクールバスは、国の定める範囲内がありますけれども、八木山地区のスクー

ルバスは混乗ということで、この規定はないという話で、指名競争入札でこの金額を落札した

という、そういうご答弁があっております。今年度の予算１２００何万というのは、２年間の

契約金額を今年度だけに入れて計上しているということですか。分かります、言ってる意味。

２年間契約の金額を平成２８年度に計上しているということですか。それとも単年度というこ

と、どっちです。 

○教育総務課長 

 １２２４万７千円については、平成２８年度の単年度の金額となっております。 

○田中裕二委員 

 単年度の金額ということは、先ほどご答弁いただきました入札の一番高い業者であっても、

１４００万円の半分であれば７００万円で済むはずでございます。この、１２２４万７千円と

いう予算計上は、先ほどの答弁では、業者からの見積もりを取ったというご答弁でございます

が、先ほどの話にあります、平成２９年度の予算は分かりますか。幾らになりますか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：２５ 

再 開 １１：２７ 

 委員会を再開いたします。 
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○田中裕二委員 

 平成２７年度予算は、３年契約やったかな、の実績というか、２年契約で計上した金額です

というご答弁がございました。それから考えますと、さっきの話ですみません、平成２９年度

の予算は、今回落札をされた５０８万円の１年分ですから、２５４万円プラスの消費税が平成

２９年度の予算になるんではないかと思いますが、そのとおりでいいですか。 

○教育総務課長 

 そのとおりでございます。 

○田中裕二委員 

 ということは、平成２７年度の予算が２８０数万円、平成２７年度が２８３万５千円か。平

成２８年度の予算が９４０万円上がって１２２４万７千円、２９年度の予算が２６０万円ぐら

いかな。という、また９００万円ぐらい差がある。このでこぼこを見て、なんで、こうなるん

やろかという疑問はないですか。私は、ただ単純にこの予算の金額を比較をして、何でこんな

に違うんだろうという単純な疑問での今回の質問なんです。で、執行部のみなさんそれが何と

も思ってないのかと思うんですけど、どうですか。課長でも、教育長でもかまいません。どう

思われます。これ当たり前と思ってらっしゃいますか。 

○教育総務課長 

 予算計上におきましては、業者見積もりを参考に計上させて頂いてるわけでございますけど

も、入札という形で制度を運用しておりますので、その中で、スクールバス事業自体は４月か

らもう実施しなければならない事業でありまして、その空白といった形になっては困りますの

で、必ず契約できる金額ということですね。業者の見積もりを参考にしながら最高額と申しま

すか、高い金額を予算としては計上させていただいてる訳でございます。まあ、その中でまた

事業実施にあたっては、入札が行われて、その中の範囲の中で契約を実施してというところで

ございます。 

○田中裕二委員 

 あまり、しつこたらしく言うてもしょうがないんですけど、平成２８年度の予算が

１２２４万７千円、これは、２年契約ということは今回の見積もりの入札の予定価格というの

かな。これが２５００万円近くの予定価格で、見積もり、入札をされたんですかね。それで一

番高いとこは１４００万円だと。やっぱり適正価格というのがあると思うんです。高すぎるん

じゃないか、安すぎるんじゃないかというのがあると思います。先ほど言いましたように、八

木山地区は混乗ですから、スクールバスとか貸切バスの運賃の規定はございませんけれども、

適正な価格というものはあると思います。その適正な価格は国が計算式示しておりますので、

その範囲内が適正な価格だと私は思ってます。ですから、これだけ９００万円も違う、それは

何億円もあって、その中の９００万円という話別ですけども、２００万円台と１２００万円台、

これ同じ運行しながらこれだけの差があるということは、きちっとした適正価格というものが、

この価格だということを当然つかんだ上で、掌握した上で、決定すべきではないかと思います。

ですから、代表質問でも言いましたように、大切な子どもの命を預けるスクールバスでござい

ますので、どこが信用できる業者なのか、適正価格なのかということですね。ということをし

っかりとやっぱり最重要視していただいて、入札の業者選定の方法も含めて、考えていただき

たいと強く思います。これ以上言ってもしょうがないで、これで終わります。 

○委員長 

 同じく、２０４ページ スクールバス運行委託料について川上委員に質疑を許します。 

○川上委員 

 追加資料６３ページいただいております。そこで、まず、平成２８年運行計画についてお尋

ねしたいんですけれども、コースごとの利用人数を教えてください。 

○教育総務課長 
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 まず、筑穂地区でございます。桑曲方面でございますけども、これが、小学校、中学校合わ

せまして、２５名でございます。それから、内住方面、これが小学校中学校あわせまして、

１６名でございます。庄内地区につきましては、上区と下区に分かれておりますけど、上区に

つきましては３５名、それから下区につきましては、１４名でございます。それから、頴田地

区につきましては、２８名となっております。そして八木山地区につきましては、中学生が

９名、小学生が１７名となっております。以上でございます。 

○川上委員 

 １４４人ですかね、全部で。それで、このうち中学生はもちろん別ですけれども、小学生は

児童クラブに行っている子がありますか。わかりますか。 

○教育総務課長 

 ちょっと今正確は把握しておりません。 

○川上委員 

 登校に利用する子どもと下校に使わない子がいるのかなと。それから、乗り降りする場所は

どうなってますでしょうか。フリーで家の前で手を挙げるとかというところもあるのか。それ

とも１カ所集中で来てるのか。 

○教育総務課長 

 八木山地区につきましては、コミュニティバスの形態で運行しておりますので、バス停を設

けて、そこで乗降をされております。他のスクールバスにつきましては、フリーという形には

なりますけども、学校の方の時間的な配慮とか、そういったことも鑑みまして、運用上は一定

の地域、一定のバス停はございませんけども、そこで停めて乗降させております。 

○川上委員 

 ということは、安全なところで乗り降りさせているということですかね。それから、混乗と

いう言葉使われてるようですけど、地元の方々の利用を認めているというか、地元の方々が利

用しているコースがありますか。スクールバス、地元住民の方。 

○教育総務課長 

 先ほど、ちょっと話をしましたけども八木山地区だけはそういう形になっております。 

○川上委員 

 それから、地元の方から、このコース以外にその走らせて貰いたいという要望が出ていると

ころがありますか。 

○教育総務課長 

 筑穂地区の桑曲線の地区におきまして、そういう要望があっております。 

○川上委員 

 それは、まだ応えきれてないんですね。いつごろ、見通しがありますか。 

○教育総務課長 

 現在、関係各課と協議しながら、進めておるわけでございますけども、混乗になった時のバ

ス停の設置、そういったところもございまして、今、鋭意どこにしたらいいのかということも

含めまして、また、学校といたしましての説明も行っているものでございます。時期につきま

しては、はっきりとは今のところ申しあげることできませんけども、できるだけ早く実施して

いきたいと思っております。 

○川上委員 

 質問が悪かったんでしょうか、今のは地元の住民の方が桑曲のバス、そのスクールバスに乗

せてくれとその話のことなんですね。私が言ったのは別の話だったんです。別のところでス

クールバスの話。子どもたちを乗せるスクールバスをここにも走らせようというような要望が

あるかということだったんです。 

○教育総務課長 
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 私のほうではそういうことを承知はしておりません。 

○川上委員 

 ないですね。それからこの間、いろいろ努力はされていると思うんですけれども、子どもを

乗せずに帰ったとかね、乗りそこなった子がいるとか、あるいは、乗り降りで転んだとかね、

何かそういうトラブルというか、事故というか、発生の状況を把握していますか。 

○教育総務課長 

 そういう件につきましては、学校並びに事業者の方からも連絡がありますけども、今のとこ

ろそういった報告はあっておりません。 

○川上委員 

 運行形態はいろいろありますけども、委託しているところは委託業者から連絡があるように

はなってるんですか、システム的に。 

○教育総務課長 

 そういうことでございます。 

○川上委員 

 この間ですね、交通事故は発生してませんか。 

○教育総務課長 

 発生しておりません。 

○川上委員 

 阿恵で一度交通事故がありましたね。あれはスクールバスでなくてふれあいバスですかね。

筑穂の阿恵でぶつかったことがあったでしょう。 

○教育総務課長 

 すみません。スクールバスではありません。 

○川上委員 

 交通事故というのは誰も心配してるわけですよね。それで、交通事故が、その委託業者がき

ちんと努力するんでしょうけど、それでもいろいろの心配があるわけですよ。それで、教育委

員会としてどういう交通事故が起こらないように努力をしておるのかね、お尋ねしたいと思い

ます。 

○教育総務課長 

 スクールバスの安全運行については、契約当初におきまして、仕様書におきまして、そうい

うところ、道路運送法とか規則、そういったところの遵守とか、子どもたちの乗り降りの安全

の配慮とかそういったところをうたい込んで契約しとるわけでございます。また、日常的には

今回の大雪等ございましたけども、その時には、業者についてはもちろん自分のほうで現地を

確認していただいて、その運行の安全を確認していただいておると。そういったことをしてい

ただいて、安全な運行に努めているというところでございます。 

○川上委員 

 大雪の事を聞こうとしたんですけど、県教委が雪の翌日、休校措置をとってもよいと言って

きたんでしょ。で、休校したところもあります。県下で飯塚は休校しなかったでしょ。その時、

このスクールバスはどうしたんですか。子どもたちはどうしたんでしょう。学校に行くのかど

うか。 

○委員長 

 走ったか、走ってないかを聞きよる。 

○教育総務課長 

 スクールバスについては、全面走っておりません。 

○川上委員 

 まあ、もちろんのことだと思うんだけど、教育委員会はその委託業者とどういう連携をその
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時取ったんですか。 

○教育総務課長 

 先ほども申しますように、業者に連絡をとりまして現在の雪の状況、運行の可否、そのこと

について報告を求めております。その報告に基づきまして、スクールバスは運休にしたという

ことでございます。すみません。前日にそういうことをした。 

○川上委員 

 それは、その委託契約の中にそういうことをきちんとするということになっているんですか

ね。 

○教育総務課長 

 雪どうのこうのということではございませんけれども、そういったものを含めまして連絡体

制は十分にとることになっております。 

○川上委員 

 もう質問終わりますけど、指摘されるようなバス事故とか続発しているわけですね。それで

今重要なことは、それぞれ委託業者もう研究してるかもしれないけど、教育委員会が委託業者

とこういった事故が起きているけど、絶対許されないので、我々どういったところを気をつけ

ないといけないのかというような協議の場をきちんと持って、そして高齢の方でも運転じゃん

じゃんやる人はおるわけですよね。それで適切な状態で乗務できてるかどうかとか、そこまで

立ち入って相談するようにしたらどうかと思います。質問を終わります 

○委員長 

 次に、２０５ページ、２１３ページ、２１８ページ、特別支援教育支援員等配置事業費につ

いて、勝田委員の質疑を許します。 

○勝田委員 

 教育振興費、小学校中学校幼稚園の特別支援教育支援員配置事業についてお尋ねをいたしま

す。予算資料によりますと、次年度、小学校では５名増の４３名、中学校で２名増の２０名、

そして幼稚園においても２園で臨時職員として支援員３名、さらに支援員兼補助教諭３名の

６名が配置される予定になっています。そこで、この特別支援教育支援員の配置の状況と基準

等についてお尋ねをいたします。 

○学校教育課長 

 特別支援教育支援員の配置状況につきましては、先ほどもお話ありましたけど、平成２５年

度におきましては小学校３３人、中学校１５人、合計４８人。平成２６年度におきましては小

学校３４人、中学校１５人、合計４９人。そして本年度、平成２７年度におきましては小学校

３６人、中学校１７人、合計５６人でございます。配置の基準等につきましては、各学校から

特別に支援を要する子どもとして、市教育委員会に月例で報告を上げていただいております児

童生徒の中で、特に特別支援教育の配置を要望する場合に、学校長が要望書を提出していただ

いて、その中で決定をいたしておるものでございます。 

○勝田委員 

 それでは、この介護支援員の方々の職務内容についてお尋ねいたします。 

○学校教育課長 

 それぞれに配慮を要する子どもの配慮の内容というのは異なるかもしれませんけども、一般

に、その子どもに寄り添って個別に指導する。生活面、先生と学級の中で一緒になって行うと

いうことが中心でございます。 

○勝田委員 

 では、この支援員をこの学校に配置しようと決定する根拠はどういうふうになっていますか。 

○学校教育課長 

 先ほど申しましたように、学校長のほうから要望書の中で詳細に配慮を要する状況について
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ご報告をいただいております。小学校であれば、担任の先生が個別の指導にその子にかかるこ

とで、十分に全体の指導ができないような状況が生まれるとか、そういった場合、そのような

ものを十分に総合的に勘案いたしまして、決定をいたしているところでございます。 

○勝田委員 

 では、その介護支援員１人の方が担当する児童数は、平均して何人ぐらいが理想とお考えで

しょうか。 

○学校教育課長 

 基本的には配慮を要する児童生徒１人に対して１人でかかわっていただいているというとこ

ろでございますが、それ以外にも、その中で関連して業務いただいてることもあるのではない

かなと考えております。 

○勝田委員 

 では、ここでちょっと１件だけ確認させてください。この追加の資料の３年間分の中で、飯

塚市内には通級指導教室が３つありますね。飯塚小学校と、それから高田小学校、飯塚第一中

学校、ここには介護支援員は配置されていませんか。 

○学校教育課長 

 通級指導教室について、介護支援員というのを配置いたしております。 

○委員長 

 もう１回言ってください。 

○学校教育課長 

 通級指導教室に対しても配置をしておるというふうに認識しております。 

○勝田委員 

 それ３つともですか。１つだけでしょう。はい、わかりました。では、現在発達障がいの疑

いを持つ児童を含めると、全体で発達障がいの児童生徒は平成２４年度の文科省の報告により

ますと、大体６．５％くらいでないかと。実際はもっとふえるだろうということで、私自分な

りにちょっと試算してみますとね、飯塚市内の小学生の数は６６１１人ですので、これの６．

５％を掛けますと約４３０人、それから中学校の生徒が３１５８人ですので、これをざっと計

算しますと１８９人、そして幼稚園が９０人ですから、ざっと約５．８人ですから、６人ぐら

いの発達障がい者がいるだろうと推測されるんですね。でも実際はこれより多いと思うんです。

先ほど課長が言われたように、原則子ども１人に対して１人が適当ではないかと、それは私も

思いますが、ただここで１番私すごいなあと思ったのが、これ実はね、発達障がいの児童が

４３０人に対して約４３人配置です。中学校も約２０５人かな、に対して２０人、それから、

幼稚園でも６人に対して６人配置されているというのが、これみんな割ってみますとですね、

１人の介護支援員の方が大体１０人ずつ対応するのかなと。これはすばらしい計算だなと、僕

なりに感心したんですが、でも実際、幼稚園児は１人で１０人対応とかまず無理なんですよね。

しかも僕は今、保育士さんの給料がどうのこうのと言いますけども、僕自身の本来の考えは大

学よりも高校、高校よりも中学、中学よりも小学校、小学校よりも幼稚園に勤務されている職

員の方々のほうが給料が高くてもいいんじゃないかと。やはり一生のスタートを切る教育の基

礎を培う年齢なんですね。ここでやっぱりもう少し幼稚園等に配慮を、もう少し聞いてみたら、

かなり存在するんですよね。ちょっと幼稚園等に伺ってきますと大変な状況がありますので、

ぜひ１回、現状を見て、各幼稚園、各学校のニーズに合わせたその配置計画を適切に行ってい

ただきたいというふうに思うんですがいかがでしょうか。 

○子育て支援課長 

 現在、幼稚園には、このお示ししました資料のとおり６名の支援員を配置する予定でおりま

す。現在、認定こども園３園に特別支援教育支援員１名と、補助教諭兼務の特別支援教育支援

員１名の２名ずつを配置することとしています。今後も利用者の状況を見ながら、支援の充実
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に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○学校教育課長 

 学校におきましても、学校から上がってくる要望書に基づいて、その人数等について要求し

てまいりたいと思っております。 

○勝田委員 

 ぜひ、前向きに考えていただきたいと思います。 

次に、介護支援配置と同様に各学校にこの特別支援学級に在籍の保護者あるいは学校等から、

子どもの介助、要するに肢体不自由児学級だとかそういった学級の保護者、学校等から子ども

の介助を手助けしてくれる介助員等の要求は今までにございませんでしたか。 

○学校教育課長 

 本市では介助員というような職はございませんけれども、特別支援学級に在籍する児童生徒

の中で、例えば障がい内容が肢体不自由等で全面的な介助を要する、そういう場合などには配

置をした実績がございます。 

○勝田委員 

 ありがとうございます。このことは３月の一般質問でしたんですけれども、やはり４月１日

から施行されます障害者差別解消法で、保護者の方から介助支援員の強い要求が今後ますます

ふえてくるのではないかと思います。それとあわせて、その配慮事項、必ず要求してくるよう

に推察されるんですが、この介護支援員の方が特別支援学級在籍の児童の介助も兼ねても構わ

ないんでしょうか。もしそうでなければ、今後介助員の配置も考えていく必要があると思うん

ですが、どうでしょう。 

○学校教育課長 

 特別支援教育支援員というふうに国のほうで申しておりまして、地方交付税の中に盛り込ま

れて財政措置をいただいておるものでございますが、そういったものを私ども市として施策に

して運用している中で、先ほど申しましたように、どうしてもそういった学校のほうのニーズ

があるということをこれまでも対応してまいりましたので、そういったことでこれからも進め

てまいりたいというふうに思っているところでございます。 

○勝田委員 

 本当に今後大きな問題となると思いますし、要求も強くなると思いますので、ぜひ検討をお

願いしたいと思います。質問を終わります。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：５６ 

再 開 １３：００ 

 委員会を再開いたします。 

２０５ページ、特別支援教育支援員等配置事業費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 追加資料は６４ページにあるんですけども、支援対象の子どもの人数、児童生徒の人数がど

うなっておるかお尋ねします。 

○学校教育課長 

 平成２５年度におきましては、小学校全児童生徒は６６２６人でございます。中学校が

３３０７人、平成２６年度は、小学校は６６６７人、中学校が３２９６人。本年度、平成

２７年度は小学校が６７０４人、そして中学校が３２５７人、そういった全体が対象でござい

ます。 

○委員長 

 質問の意味が全然通じよらんごとある。 
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○学校教育課長 

 失礼いたしました。該当する小学校、中学校の児童生徒、全体像を今お示しをいたしました

けれども、直接、特別支援教育支援員、いわゆる、先ほども出てまいりましたけど、特別に支

援を要する子どもということで、学校等から月例で報告を受けております数字を申し上げます。

本年度、小学校は２６３人、中学校は６１人ということで、計３２４人が現時点での学校から

の報告でございます。 

○川上委員 

 かなり増傾向にあるように窺いますけども、この支援員になっている方々は、経歴というか、

教員ＯＢの方が多いんでしょうか、それともそれ以外の方が多いんでしょうか。その付近を教

えてください。 

○学校教育課長 

 支援員の方々の資格につきましては、何か特別に資格の要件をお持ちの方をということでし

ているわけではありませんけど、学校教職員ＯＢの方もいらっしゃいますし、ほかでお勤めを

されていて、今回、特別教育支援員をということでご希望された方もいらっしゃいます。 

○川上委員 

 対象の児童生徒が３０４人ということで、現状支援費の方が５９人ですね。それで、充足し

ておるんですか。 

○学校教育課長 

 学校からのご希望に対応して、予算等の枠の中で配置をさせていただいておりますけども、

学校のほうにはそういった部分では一定のご理解をいただいているものでございます。 

○川上委員 

 学校から希望がある人数は何人ですか。支援員は何人欲しいと言ってきています、その合計

は。 

○学校教育課長 

 すいません。学校からの希望に応じてですね、配置をしているというのは、基本的な今の現

状でございます。 

○川上委員 

 予算の枠の範囲とかじゃなくて、校長から要望があったとおり配置していると、そういうこ

とですか。 

○学校教育課長 

 各年度ですね、前年度の後半に学校のほうから、そういった子どもたち、特に私どももずっ

と月例で、そういった子どもたちの状況はずっと伺っておりますので、そういったことを見な

がらですね、学校との間でその要望に応じる形で基本的には配置をいたしているものでござい

ます。 

○川上委員 

 微妙な言い回しをするんで、校長が教育委員会に３人欲しいとか、２人欲しいとか、事前に

相談したら、無理だという話を先にやって、そして教育委員会がオッケーといえる範囲で要望

させるという、そういうふうにさっきあなたの答弁は、総合するとそのように聞こえるけれど。

私の質問は、学校から要望のあった人数を全部配置していることかと言うことを聞いたんです

よ。あなた、はいと言わないでしょう。だから、学校から先ほど言ったような事前相談があっ

て、いや、それはできませんよとか交渉なんかして、結局は学校の希望どおりになっていない

のかなと思わせる答弁なんですよ。どっちなんですか。 

○学校教育課長 

 すいません。少し説明が十分でなかったかもしれません。学校からいただいたものをもとに

課で検討いたしまして、それを予算要求するものでございます。 
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○教育部長 

 予算に限定されて、配置のほうが制限を受けているんではないかというご心配からのご質問

と思っております。予算の範囲内では、学校のほうの要望に応じて配置をしておりますし、ま

た予算が不足する場合については、財政課との協議が必要でございますが、予算流用等で対応

しておるのが現状でございます。 

○川上委員 

 ということは、学校からの要求のあったその人数は全部配置しているということですね。予

算が足りないというわけでしょう。だから、流用しているというわけですね。そういう場合が

あったということでしょう、過去は。今、当初予算をやってますからね。過去足りなかったの

で、流用したこともあるということを答弁されたわけね。それは、わかりました。そこで、こ

ういう状況のもとで、学校施設の改善の必要がある場合がありますか。 

○教育部長 

 学校施設につきましても、例えば障がいをお持ちの児童生徒が入ってくる場合がございます。

そのときには学校から当然要望がありますので、その要望に対しては対応をとっております。 

○川上委員 

 肢体不自由の児童生徒の場合に特別なことが考えられると思うんだけど。そういうことでは

何か、具体的にこうしたとかいう例がありますか。 

○教育部長 

 これは一例でございますけれども、例えば、歩行が困難な生徒が入ってきた場合につきまし

て、エレベーターのない学校につきましては、リフトと申しましょうか、電動のそのような機

械を設置するというようなことで対応を図っております。 

○委員長 

 次に、２０７ページ、就学援助費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 予算書２０７ページ、教育費、教育振興費、就学援助費についてお尋ねします。追加資料と

して、６５ページに資料を出していただいています。就学援助の制度があるんだよという保護

者への案内はいつどのような形でされていますか。 

○学校教育課長 

 就学援助制度の周知につきましてでございますが、まず、市のホームページに掲載をいたし

ております。それから、その時期が迫ります３月号の市報にも、加えて掲載しているところで

ございます。また、毎年２月に学校を通じまして、全児童生徒の保護者に対しまして、周知文

書を配布をいたしております。また、新入学児童の保護者につきましても、入学説明会等の折

には、周知文書を配布するなど、保護者に対しまして、学校のほうから就学援助制度の周知に

努めるように指導しているところでございます。 

○川上委員 

 そのときに、申請書そのものを手渡していますか。 

○学校教育課長 

 Ａ４でお知らせといいますか、就学援助制度の概要を書いたものをお渡しいたしまして、当

然、事務室のほうにそのお知らせも一定数を常備しておりますし、その場で申請書が欲しいと

言われればですね、学校のほうにも常備しておりますので、配布をするというような状況でご

ざいます。 

○川上委員 

 申請書を手渡しているかということについては、いいえという回答ですね。違いますか。 

○学校教育課長 

 すいません。お知らせを配布させていただいて、その中で当然、すぐにご利用であればです
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ね、事務室のほうに常備しておりますということで、ご案内して配布を、お知らせのときにあ

わせてするケースもございます。 

○川上委員 

 できれば案内と申込書を一緒に渡していくぐらいの状況ではないかと思うんですよ。福岡県

の子どもの貧困率は１９．９％という調査結果が出てましたね。深刻だと思います。それから、

申請受付は教育委員会と学校で、両方でするんですかね。 

○学校教育課長 

 申請の手続につきましては、先ほど申しましたように、学校の事務室、それから私ども学校

教育課の窓口にそういった関係の申請書等を備えておりますので、必要事項をご記入いただき

まして、学校もしくは直接学校教育課のほうにご提出をいただければ、対応させていただいて

います。 

○川上委員 

 それで、常々教育長は、飯塚市の場合は、その目安として生活保護の１．５倍まで、他市と

比べて比較的高い、高いというか申請がしやすいようにしておりますということで。それは歓

迎なんですけども。私もいつも言っていますけど、１．５倍という決まりはないんですよね。

実際に困っている世帯についてということなので、そこのところの周知はどのようでしょうか。

うちはもう生活保護の１．６倍あるから、ちょっとやめとこうと、給食費も大変だけどとか、

思われている家庭とかあると大変だなと思って言うんですけれど、どうですか。 

○学校教育課長 

 各家庭で、経済的に困窮されているご家庭のご支援というのがこの制度の趣旨でございます

んで、まずご申請をいただきましてですね、その中でその状況を精査をさせていただいており

ます。特に学校とも十分に連携をとりますので、そのご家庭の、あるいは背景の色々な部分に

つきましてもですね、校長先生からも、書面でもいただくこともございます。 

○川上委員 

 １．５倍といっていることはないということですかね。困ってるなという人は、とにかく申

請してくれっていう言い方ですか。それとも生活保護の１．５倍ということを言ってますか。 

○学校教育課長 

 具体的に生活保護基準の１．５倍というようなことは、学校等でも申してはないとうふうに

思っております。お困りのところはご相談も含めて、学校あるいは私どもにお話をいただきま

して、その中で当然、基準というのは出てまいりますけれども、そういった相談も含めて、お

話をさせていただいてるところでございます。 

○川上委員 

 あと２つくらい聞かせてくださいね。１つはね、学校給食の給食費扶助費がありますね。生

徒、児童生徒数の中でかなりな比重になってますよね。この学校給食の扶助率について、この

高さについてどのようにお考えか、お尋ねしたいと思います。 

○学校教育課長 

 お手元に、提出資料としてお示しをしているような過去の小中学校の人員数でございまして、

表の中で、それぞれ、扶助の費目がございますけども、かなりの数があるというような認識で

ございます。 

○川上委員 

 この数字を見て、教育委員会として、政策的にこういうことを考えなければならないなと、

いうところが本来あるはずなんですよね。それで、学校給食費の引き下げということを考える

のかね、それとも今、全国的に声が高まっている給食費を無料化する。現実に長浜市ですか、

やりましたね。そうしたことをね、踏み込んで検討してみる必要がある、そういう数字ではな

いかというふうに思います。多いなというくらいで済ませる段階ではないんではないか。とに
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かく、今、学校給食の占めると子どもの貧困の無関係ってものすごく密接な間柄になってます

でしょ。本市でも検討する必要があると思います。それから、最後ですけども、この扶助対象

にですね、眼鏡をですね、検討したらどうかというふうに１０年前から。そこまでなりません

かね。今の教育長との間の議論だったと思います。眼鏡の扶助について検討されたことありま

すか。 

○学校教育課長 

 過去にそういったご指摘もあって検討はしたものとは思いますが、現時点では、眼鏡の購入

費につきまして対象とはいたしておらないというところでございます。 

○委員長 

 次に２０８ページ、小学校英語教育推進事業費について兼本委員の質疑を許します。 

○兼本委員 

 ２１７ページ、教育振興費、小学校英語教育推進事業費についてお尋ねします。この事業は

なぜ導入されたのか。そして、今現在先行してこの事業を行っている小学校の効果についてお

尋ねします。 

○学校教育課長 

 まず、この事業の導入の理由、経緯でございますけども、今回、来年度の当初予算として提

出をさせていただいております、小学校英語教育推進事業につきましては、平成２８年度に改

訂される次期学習指導要領におきまして、小学校の５、６年生で新設される英語科の平成

３０年から移行期間中の先行実施を行うということに伴いまして、新設の英語科の実施にあた

り、その体制を整備し、英語教育の体制充実を図るというものでございます。そこで、その円

滑な導入に向けまして、本年度モデル校を選定をいたしまして、モデル実施をしているところ

でございます。その中では、事業実践あるいは、アンケート等で一定の成果があったというふ

うに認識をしてるところでございます。 

○兼本委員 

 すいません、ちょっと私わからなかったんですけど、導入に関しては、平成３０年度からの

英語科の実施に伴うための体制整備を図るためなんですよね。私、効果についても伺ったんで

すけど、当然、教育委員会としては、目的があって行われたわけですよね。そうすると、その

どういった目的のためにやったのか。そして、どういった現状があるのか。それから、そのた

めには、今後どうしていかなくてはいけないのかということを聞いたつもりだったんですけど。

いいですか、もう一度。 

○教育長 

 すみません、今、学校教育課のほうは学習指導要領改訂に向けて教育課程実施上のことから

答弁をいたしました。これ実は、間もなく移行期、そして本格実施を迎えます。そのようなこ

ともありますが、恐らくグローバル社会がやって来る。そして、子どもたちが社会人になるこ

ろに英語力というのは、国際共通語としてそれを使う仕事につくことが、海外に行こうと、国

内にいようと子どもたちには求められる力になるだろうというように教育委員会として考えて

おります。それを受けまして、まずは小学校の時に英語を使う力を定着させたいということで、

１対１の指導によってその基礎ができるような学びのシステムがないかということで、オンラ

イン英会話を考えました。現在、そこで培った小学校での英語力を中学校でさらに伸ばすため

にどうするかということで、研究を始めたところでございます。小中学校のそのような接続を

より子どもの学びにとって効果的な形にすることが、これからの本市の教育の課題であるとも

思っております。 

○兼本委員 

 そうすると、先行して授業を行っている学校では、子どもたちの中学校に今度、伸ばすため

の力というのは、教育長が思われているぐらいの効果はあったということなんですかね。すみ
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ません、もう１点。そもそもですね、このＩＣＴを活用したアクティブラーニングでしたっけ、

というのを行うのはなぜなんですか。 

○学校教育課長 

 ご質問のアクティブラーニングというのは、主体的、共同的に問題発見、解決を行うという

ふうに文部科学省のほうでは定義をいたしておりますけども、その中でＩＣＴを使うというこ

とが効率的、効果的な手段であるというふうに言われております。今回の小学校英語教育推進

事業につきましては、先ほども私が答弁さしていただきましたけど、次期学習指導要領で、小

学校英語科というのが新設されるというのを、その部分を受けてですね、こういった事業につ

きまして、策定をさせていただいたというふうに思っております。 

○兼本委員 

 すみません、課長。今の英語科を行うのに、そのなぜＩＣＴを使うんですかっていう、私は

質問をしたんですけど、アクティブラーニングにおけるそのＩＣＴをということじゃないんで

すね。 

○学校教育課長 

 すいません。再度、ご説明をさせていただきます。今度、小学校の英語科の授業におきまし

ては、オンラインでマンツーマンでの英語会話のレッスンを取り入れた事業を行うものでござ

います。これまで、小学校には外国語活動ということで、いわゆる、ゲームや何か遊びのよう

なことで、英語に親しんで、そしてコミュニケーションの素地をつくるというようなものであ

りましたけど、次期学習指導要領が求める新設英語科の中では読んだり書いたり、話したり聞

いたりとそういった４技能も扱うということでございますので。その中で、特に聞く話すを中

心とした英語の初歩的な運用能力がこの事業を通して、培われるものであると考えたものでご

ざいます。 

○教育部長 

 ご質問の趣旨は、アクティブラーニングに関するＩＣＴ機器の活用理由ということでお尋ね

と思います。アクティブラーニングを簡単に申し上げますと、先ほどのご質問ございました協

調学習ということに位置づけられるかと思います。この学習指導を行う際に、効率的また効果

的に事業を進めていくためには、これはＩＣＴ機器は、道具ではございますけれども、その効

率性を図るそしてまた、児童生徒のいわゆる何といいますか、理解の定着が図られるという効

果を何と言いましょうか、意図してですね、使っておるものでございます。分かりにくいと思

いますが、具体的に申し上げますと、例えば協調学習では、まずはグループでいろいろな観点

から協議をして、１つの答えを求めてまいる。何と言いますか、考える過程について、例えば

タブレット端末で、こういうふうにうちのグループは考えているというようなことを、回答を

作りそれを、例えば電子黒板に前半の答えというのを集約させてそしてまた、全体的にその中

でＡ班はこういう考え、Ｂ班はこういう考え方ということで、お互いに情報を共有しながら、

こういう考え方もあるんだと、答えを導くについて、１つではございません。そういうことで

いわゆる理解を深めていくというようなこと、そしてまたそれを例えば、板書とか、模造紙に

書いての作業ですと、非常に非効率になります。限られた授業時間内に、そういうふうなこと

の展開ということも難しゅうございますので、これをＩＣＴ機器を入れることによって効率化

を図って授業時間中に一定の成果を上げるために導入を試みておるものでございます。 

○兼本委員 

 この間先行している小学校の、授業、オンライン英会話の授業を、見させていただきました。

その時のですね、確か、福岡教育大学の教授の方も言われてましたけども、子どもたちが外国

人とマンツーマンで話しているんですけどもこんなに堂々と対話をしたり、という姿は、見た

ことがなかったということで、びっくりしましたというようなご意見、褒め言葉をいただいて

おります。確かにですね、皆すごいなと思ったんですけども、ただ、学校の先生の時代ほうが
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変わったなというような、こういうことをするのかというようなですね、お話も周りでいろい

ろ耳にしたんですね。今回、このオンライン英会話の授業を行っていく上でこの間の学校では、

オンライン教育英会話が２５分間くらいあって、それ以外も先生がすべて英語で会話されてあ

ったんです。果たして飯塚市全部で、これができるのか。もし、できないようであればどうす

るのかといったことは、どのようにお考えでしょうか。 

○教育長 

 今からの構想ですので、すみません。私のほうで答えさせてください。その事業、私も拝見

しましたし、その前後にもそれぞれ見ました。確かに、私も質問者と同様に子どもたちって機

会を与えれば、こんなふうにパフォーマンスも含めたコミュニケーション力を発揮するのかと

驚いた次第でございます。ご質問の、あの教育プログラムに対して教員がそこまでの指導力量

があるのかと、今からどうするのかということでございますが、本年度の小学校の教員採用試

験から英語が加味されました。しかしながら、市内の小学校の先生方の英語指導力の現状を見

ますと、これまでそういうことで採用されたわけでもなく、そういうことでお仕事されてきた

わけでもありませんでしたので。ごく一部の方でそういう能力を持った方はいらっしゃいます

が、多くの方はまだまだそこまで至っておりませんので、モデル校の中でオールイングリッシ

ュで授業をしてくれていましたものをパターン化して周りの先生方に理解していただくととも

に、オンライン英会話の授業を先行実施いたしますのは、先生方もあの中で学んでいただいて、

それに対応できる指導力量を本格実施までに身につけていただくというのが、２つ目の狙いで

ございます。 

○兼本委員 

 今もう小中一貫校にはなっていますよね。そうすると施設一体型であれば、中学校の先生を

活用するということも可能であるということですね。ぜひ、保護者の方からもですね、うちの

子どもは全く今まで勉強しなかった、この体験をして、英語に興味を持って、英語という科目

だけかもしれませんけど、興味を持ったことに凄くうれしいというご意見もありましたし、こ

の英語の単語とかを勉強している子どもが、それから、例えば国語とか、いろんなところに興

味を持ち出して、なんかちょっと変わってきましたというようなご意見も聞いております。ぜ

ひですね、飯塚市は何か教育で特徴があるのかといったときには、英語はみんな話せるよ、と

いうぐらいの指導方針を考えていただきまして、ぜひ有効に活用していただければと思います。 

○委員長 

 次に、２１５ページ、部活動支援事業費について、勝田委員に質疑を許します。 

○勝田委員 

 ２１５ページ、教育振興費部活動支援事業についてお尋ねいたします。２１５ページの中に

運動部活動指導者謝礼金が７５万６千円計上されていますが、これは予算資料の２８ページを

見ますと、１人１回１５００円の年間２８回分で、１８名分として計上されているわけですけ

ども、恐らくこれは各中学校の運動部活動の技術的指導員として外部から来ていただいている

方の謝金と思いますが、この２８回という回数はですね、何を根拠にしてはじき出された回数

なんでしょうか。 

○学校教育課長 

 ご質問の運動部活動指導者でございますけども、各中学校で運動部活動を運営する中で、な

かなかそういったものに対する指導の専門性がないとかですね、サポートをしていただく方を

想定したものでございます。そういった関係から、年間２８回ということでですね、サポート

する回数としてあげさせていただいたものでございます。 

○勝田委員 

 回数の根拠にはという回答にはなってないと思うんですが。ただですね、外部からの部活動

指導者は実際にはもっとこれの数倍もしくは数１０倍の回数ですね、指導を行っているのが現
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状じゃないかと思うわけですね。この件で、各中学校の校長もしくは教職員等からですね、回

数やら人数等の要望等は出されていないのでしょうか。 

○学校教育課長 

 まず、各学校での希望人数でございますけども、各学校１、２名程度というようなことでは

申し上げておりますけれども、予算を組みます時期に間に合いますようにですね、年度の後半

に学校の方に来年度、外部指導員をどういった部活動で欲しいかという希望調査に基づきまし

て、例えば、来年度、予算に上げております平成２８年度は１８名という事で、計上させてい

ただくというような形をとっております。 

○勝田委員 

 それならば再来年度ですね、各学校等から、要望等やらその活用状況等が出れば、それは当

然考えていくということで理解していいですか。 

○学校教育課長 

 人数につきましては、先ほど申しましたように、予算策定の段階で、学校からのニーズを受

けておりますので、それを反映させてやってまいりたいと思っております。 

○勝田委員 

 普通、学校は年間を３５週で大体日数計算しますよね。そうしますと、中学校で大会とか、

そういったものは土日に限られてありますよね。そのことを換算したら大体２００日前後が子

どもたちが学校でね、学んだりする回数になると思うんですが。そのうちのやっぱり２８回っ

ていうのは、おっ、て思うんですよね。中にはスポーツが大好きで、子どもたちが大好きで、

当然ボランティアで来ているよ、という指導員の方もいらっしゃると思います。しかし、何回

も申しますけれども、中学校教職員の超過勤務の１番はこの部活動指導というのが１番多いわ

けなんですよ。学校で教科指導、生徒指導、部活動、一方ではそういったことで人間関係づく

りを構築して、子どもたちの成長を促すというのが１つの中学校教育の狙いでもあるかもしれ

ませんが。でも、私はやっぱり働き過ぎだと思います。そういったことを考えた時に、１人で

も多く、各中学校にはそういう適任の外部指導者がいれば当然、そこの支援をしていただいて、

適正な教育活動が教職員ができるような、そういった考えも今後やっぱ検討していくべきでは

ないかと思いますので、強くですね、前向きに考えてください。これ要望で終わりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に、２１７ページ、飯塚第一・第三・菰田中学校統合事業費について、兼本委員の質疑を

許します。 

○兼本委員 

 ２１７ページ、教育費、学校整備費、飯塚第一・第三・菰田中学校統合事業費についてお伺

いいたします。今回、この自転車通学実施に伴う整備というふうに１７２７万３千円、予算が

上がっておりますが、この整備について予算計上についての経緯をお尋ねします。 

○学校施設整備推進室主幹 

 今回の、予算計上の部分につきましては、飯塚第一中学校におきまして、生徒の利便性を鑑

みまして、通学方法の選択肢を広げるため、来年度から自転車通学を実施したいということか

ら、自転車駐車場を整備するという形としておるものでございます。 

○兼本委員 

 というと、利便性というのは、今保護者からの意見がそういうふうに上がってきて、そうい

うふうに考えられたということですか。 

○学校施設整備推進室主幹 

 通学方法の選択肢を広げるという形でございますので、学校のほうで校長として、現状を鑑

みた中で、やはり不便があるだろうというところで自転車通学が必要だというふうなことでお
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話を聞いております。当然この現状におきましては、自転車通学というのが以前からもあって

おりましたので、当然、自転車通学の要望があったのではないかと考えております。 

○兼本委員 

 あったのではないかという事は、あったかどうか分からないということですよね。私は飯塚

第一中学校合併の時、ＰＴＡ会長をしておりまして、合併の時の自転車通学の件については、

飯塚第一中学校区のＰＴＡ会長と校長会で話し合いがありました。なぜ自転車通学できない、

ならなかったのかと。これに関しては、まず正門側の道ですね、中学校の近くでいうならば、

正門側の新飯塚橋からが正門前に来る道が、歩道が狭いと。自転車が通ると車の量も多いので

危ないというのが１つ、それとこの市役所の前の道に関しましては、車の量が余りにも多いの

で、やはり危険であるということで、安全確保ができないからというふうに伺いました。先ほ

どの答弁では、校長の方から自転車通学がいいんじゃないかと、いうことというお話でしたけ

れども、安全確保については、何か改善なりそういったものが具体的に教育委員会の方にお話

があっての、この予算計上になってあるんですか。 

○学校施設整備推進室主幹 

 安全確保ということでございますが、この安全確保が当然、飯塚第一中学校の統合された時

に、周辺環境を考えると危険だと言うことで、学校長が判断されたと。危ないということで、

自転車通学が認められないということで、今回、今のような助成措置を行ってるんですけども、

この安全を守るというところにつきましては、あくまで教育委員会としては関係機関、また道

路整備については関係各課にお願いして、道路整備を進めていただきたいという旨のですね、

依頼は行っております。一部については予算化もされて、今、測量等も行っている箇所もござ

います。そのような中でですね、教育委員会としては、安全確保が第１にできるようにという

努力は行っているところではございます。 

○兼本委員 

 努力で自転車通学がいいですよ、ということが言えるんですか。今度その自転車通学になる

ところの状況、通学路の状況であるとか、そういったところの確認とかされました。それから、

６月に道路交通法が変わりましたよね、自転車に関してはかなり厳しくなっていますし、今、

損害賠償も約１億近く出ています。今回、１１２台分の駐輪場ができるということですが、定

期券の方に関してはこれができるとなくなるというふうに私は伺ってたんですが、これはもう

保護者の同意があって、１１２台が必ず来るということからのお話なんですか。 

○学校施設整備推進室主幹 

 現在要望させていただいております、駐車台数１１２台でございますけれども、現状、今

２８年度の見込みとして通学助成を要望されるであろう人数としましては、約１２０名という

ところを想定をさせていただいております。台数的には不足するではないか、というふうに考

えられると思いますけれども、この自転車駐輪場につきましては、駐輪場整備の手引のような

もの、技術指針という形の部分がありまして、この中では通常駐輪場についてはですね、平行

にまっすぐ置いて６０センチ、縦が１メートル９０センチというような面積で出していきます

とですね、今回の部分につきましたら１２４台ほど駐車するようなこともできます。また、ち

ょっとハンドルを曲げれば、それ以上置けるような形にもなりますので、その台数で十分に賄

えるというふうに考えているところでございます。あと保護者が納得をされているかというと

ころでございますけれども、この部分で駐輪場、自転車通学をはじめられるということで、入

学説明会の折にも、学校から自転車通学を始めるというお話をされて、その後、通学助成とい

うものが廃止をされますという報告をさせていただいております。また、その後、菰田中学校、

鯰田小学校のほうにおきましても保護者の方にそういう説明会をさせていただきました。参加

者は少なかったんですが。すべての方がご理解いただいたとは考えておりませんけれども、ほ

ぼご理解いただいているのではないかというふうに考えております。 
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○兼本委員 

 ということは、自転車通学は保護者の責任において、徒歩が１つ、自転車通学が１つ、今ま

で定期券が出ていた電車通学したいといっても、もう来年から補助はありませんよと。そうい

った今度は選択肢になるということですよね。そうすると保護者の判断によるということは、

もし子どもたちが事故を起こしたときは、これは保護者の責任ですか。ということですよね。

そういうことでしょう。ですよね。私たちは正直言って、２年前の話から何も安全面に対して

変わってないと思ってます。そのあたりの説明も今、すごく不十分だと思うんですよね。こう

いう状況の中で、教育委員会としまして、先ほどちょっと聞きましたけれども、保護者それか

ら地域住民の、きょうも同僚議員の皆さんからもいろいろとあっていましたけど、飯塚市の将

来を担う子どもたちの安全のことを皆さん心配されてあるんですよね。教育委員会としては、

私はこの安全確保に関するリスクヘッジが何もできていないんじゃないかと思うんですよ。自

転車通学するなら、私はしてもいいと思っています。いろいろメリットもあると思いますし、

ただ持っていき方がおかしいんじゃないかと。本来であれば、いま現状、自転車通学がない状

況で、学校に来ている子どもたちもいるわけですよ。この現状がどうなのか。そこに何か問題

があるのか。そこで自転車通学は必要だよと。必要であるならば、いろいろ危険性の問題とか

考えていきますよね。学校は学校の考えがあると思います。でも、そういったものは教育委員

会管理していくわけでしょう。そうすると、教育委員会としては、私、今の答弁を聞いていま

すと、学校任せ、それから保護者任せのように聞こえます。飯塚市の教育委員会というのはそ

ういうものでいいんでしょうか。教育長、どうでしょう。 

○教育長 

 飯塚第三中学校と菰田中学校と飯塚第一中学校の合併協議からの通学方法のあり方について、

以前、いろんな要望が出て、自転車通学を認めてほしいという菰田中学校区、３中校区の保護

者からの要望が出ていながら、それまでは合併してすぐは、自転車通学いいですよということ

にしなかったのに、合併して１年が過ぎようとしている今、今度は自転車通学も許可しますよ

というようなことでまず一貫性がないじゃないか、そして安全は確保できるかという部分での

お尋ねだと思います。当初、学校のほうに自転車通学を認める方向でも検討はどうですかとい

う投げかけは以前から教育委員会のほうからもしていました。そのときには、通学することに

ついては、１番は子どもたちがどんなふうにして、特に自転車通学の交通ルールを守るか。そ

の約束ができるかどうかが１番の問題です。２番目は、先ほどこれ質問者もおっしゃいました

とおり、保護者がヘルメットをきちんと被らせるとか、決まった道路を行くように家でも指導

するとかいうような保護者の子どもに対する指導監督も必要です。そして学校では安全教育を

します。この３つがそろってはじめてオーケーでしたが、一緒の学校になるまではそういう動

きがなかったし、そういうこともできませんでしたが、１年間一緒になり、特に運動部活動の

子どもたちの部活が終わった後の不便さを見るに至って、保護者のほうからの要望、そして子

どもたちのほうからも自転車通学できないんでしょうかという要望を受けて、学校は今回これ

を許可する方向で今動いています。今後の動きについては、４月からすぐオーケーには、学校

は先日確認をしましたが、なりません。今これも、お尋ねになりましたとおり自転車通学につ

いてのあり方、そして１番心配な学校周辺について、今学校のほうでは一定の距離まで来たら、

乗らずに押して、徒歩通学生と同様にいくような方向も含めてその検討をいたしますし、事前

指導もいたしますし、自転車通学許可申請書というものも保護者の方に出していただいて、ど

のような経路で来ます。どのような約束をしますというようなことも固めた中で、安全に通学

できるように対応するので、おそらく実際に動き出せるのは９月程度ではないかというように

聞いている次第です。その間についても他校の例もありますので、教育委員会としても資料提

供はもとより、より安全で適切な方法について指導をしていきたいと考えています。 

○兼本委員 
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 教育長、それは多分違うと思います。保護者全員の意見じゃないと思うんですね。２年前に

自転車通学はだめですよと。そして、徒歩と電車になったわけです。２年前なりました。今ま

でそれでずっと来てたわけです。これ今の在校生の保護者の方に状況なりをやっぱり話さなく

てはいけないんじゃないんじゃないですか。必要ないんですかね。今度の新しい１年生だけで

いいんでしょうか。９月からということは、今の１年生の保護者もまだ皆さんに話されてない

らしいですよ。そこまでもまだいってない状況。それでですね、いろいろと意見が出ています。

保護者にですね、学校から聞いた話だと、例えば、菰田、鯰田というと、来るときに立岩地区

も通るわけでしょう。飯塚地区を通る子もいるわけでしょう。そしたら小学生もいるわけです

よね、そこに。小学生歩いて来ています。自転車がどこを通るのかとか、そういったときには、

地域の承諾も必要じゃないのかとか、いろんな相談を、飯塚第一中学校の子どもたちの安全の

ためにも皆さん朝、地域の人たちとか PTA、小学校の保護者全員ですね、旗を持って立ってい

るわけですよ。それも飯塚第一中学校がね、自転車通学になったこともわからないまま、まず

１点いいのかということですね。何でアンケートをしないのかと、そういう保護者に対してど

ういうふうに思っているのかと聞かないのかというと、賛否両論あってまとまらないだろうか

らしませんというお話です。そういう話聞かれました。私が言っているのは、予算１７００万

上げているわけです。こういう内容なんですよ。こういう内容でいいのかなと。これからです

ね、自転車通学するならやっぱり問題もあると思うんですよ。そういう問題を１つ１つつぶし

ながら、どこでみんなが納得できるところかというものを考えていかないといけないと思うん

ですよね。例えば、定期券で来たいという保護者もいらっしゃるかもしれないじゃないですか。

自転車はうちは危ないから嫌だと言う方だっていらっしゃると思うんですよね。自転車通学が

できるから、今までは定期券があった。でも、これが自転車通学ができるためになくなったと

いう形になるわけですよね。やっぱり、もうちょっと学校と教育委員会ともっと細かい話して、

子どもたちの安全、ほんと安全と思うんですよね。もっと話し合ってもらって、どういうふう

に今後この自転車通学に関して取り組んでいくのか。例えば定期券に関してもですね、とりあ

えず猶予を持って２年間ぐらい状況を見ようかとか、そういうこともあるんじゃないかなと思

うんですよね。もっとその辺を話し合ってもらって、進めていってもらいたいと思います。 

○委員長 

 次に、２２１ページ、放課後子ども教室推進事業費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

予算書の２２１ページ、教育費、社会教育総務費、放課後子ども教室推進事業費についてお

尋ねします。追加資料は６６ページにいただいております。前年度比５１万５千円増の

４２７万２千円が予算計上されていますね。事業の概要をお尋ねします。 

○生涯学習課長 

 まず事業費の内訳でございますが、この放課後子ども教室推進事業運営費の補助金でござい

ますけども、この事業につきましては、１つの講座をやるのに指導者の方が１名、それから、

子どもたちの安全確認をしていただく安全委員の方１名の２名でございます。１名の方

１５００円でございますので、予算書でいきましたら２２２ページの上から３行目でございま

すが。放課後子ども教室運営費補助金の内訳の説明をさせていただきますと、１人１５００円

掛ける２名掛ける５８回の２１校分の３６５万４千円と、あわせまして本年度も国の連携型補

助事業をいただいておりますので、その分の１５００円掛ける２名掛ける１１６回分の１校で

３４万８千円の合計４００万２千円でございます。合わせまして消耗品費の１８万１千円、燃

料費６万９千円、修繕費２万円となり、合計といたしまして、２２１ページにあげております

４２７万２千円でございます。 

○川上委員 

 この資料を見ますと、そろばん、習字、硬筆、英会話、パソコン、クッキングとか、わくわ
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くするような内容で。学校の生徒が全員対象で、同時間帯、児童クラブにおる子どもも利用で

きるというふうには聞いています。これ見ますとですね、利用状況についてふえたり減ったり

するんですよね。ふえたり減ったりというところにどういう理由があるのかですね、お尋ねし

たいと思います。 

○生涯学習課長 

 まず、この事業につきましては、毎週平日１回と土曜日の週２回実施しているところでござ

います。学校と同じように、１学期、２学期、３学期で、基本的には授業を行っているところ

でございますが、各小学校、今、資料にも載せておりますけども、ここに放課後子ども教室推

進事業運営委員会という委員会がございます。そこに毎回、学習プログラムの協議をしていた

だきまして、今年度は、この事業をやろう、こういった子どもたちのニーズに合わせて、クッ

キングを入れていこうじゃないか、ものづくりをやっていいこうじゃないかというふうにされ

ておられます。その中で長期休暇がございますが、夏休み、冬休み、春休みがありますけども、

そこも運営委員会の中でその期間も利用して、授業をやってみようじゃないかというところが

ありまして、事業の２５年度と２６年度に、例えば、１つの小学校の例を挙げましたら、目尾

小学校の、上から３番目ですが、２５年度が、１５４１名から２６年度、昨年でございますけ

ども、２０１６名。約５００名ちょっと、４００名以上ふえているところでございますが、こ

の分につきましては、先ほど申し上げた、休日を活用したオーダーメイドといいますか、特別

講座を開いたところでふえているところでございます。逆に、減っているところ、真ん中のと

ころに穂波公民館ってありますが、そこの楽市、若菜、椋本等については、逆のパターンが出

てきたということと、それから、子どもたちのニーズに合わせた毎回プログラムを工夫されて

ありますので、そのニーズが合わなかったり、人気があったプログラムでもたまたま指導者の

方が健康上で行かれなくて開催できなかったというのが主な原因だと聞いております。 

○川上委員 

 非常によい取り組みだと思っていますけれども、一番心配なのは、やっぱり事故、それから

トラブル防止なんですよね。これについては、どういう工夫をされていますか。 

○生涯学習課長 

 この分につきましては、私ども独自の緊急通報マニュアルというのを作成しております。こ

のマニュアルに基づいて指導者の方、それから安全管理人の方それから担当される職員、それ

から学校とも協議をさせていただきながら、もし、事故が起こった場合については、このマニ

ュアルに基づいて進めていきましょうというふうにしているところでございます。 

○川上委員 

 この取り組みですね、近隣の他都市、他市町村の場合はどのような取り組みをしていますか。 

○生涯学習課長 

 事業につきましては、文部科学省が推進している放課後子どもプランから出てるところでご

ざいますが、先ほど委員の方から意見が出ております、県内での取り組みにつきましては、は

っきりした数字は掴んでないということで聞いておりますけれども。福岡県につきましては、

アンビシャス広場がございまして、そこに放課後子ども教室を推進する課がございますので、

そこでお尋ねいたしましたところ、１４市町村でこの放課後教室を推進しているというふうに

聞いております。また、筑豊教育事務所管内では１１市町村がございますが、その中の２市町、

飯塚市と糸田町の２つの市町村でこの放課後子ども教室を実施しているというふうに聞いてお

ります。 

○委員長 

 次に、２２２ページ、中学生海外研修事業費について、勝田委員の質疑を許します。 

○勝田委員 

 ２２２ページ、社会教育総務費、中学生海外研修事業費についてお尋ねします。現在、中学
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生海外研修地をアメリカのカリフォルニア州サニーベール市とし実施されていますが、これは

平成２５年度１２月に飯塚市と友好都市協定を締結されたことと、治安等の関係で行っておら

れると思います。そこで、この事業の目的と研修内容についてお尋ねいたします。 

○生涯学習課長 

 この事業につきましては、人材育成事業の一環として実施しているものでございます。中学

生が海外でのホームステイや異文化交流を通して、外国の生活、習慣、文化、考え方の違い等

を実際に体験することにより、将来のグローバル社会に対応できるような、世界に通用する国

際的な視野をもって活躍できる人材の育成を目的としているところでございます。また、研修

内容につきましては、ホームステイを主体とし、現地学校への登校による学生との国際交流や

異文化交流を行っております。さらに、研修後の事後活動につきましては、地域でのボランテ

ィア活動、例えば今年度でいきましたら、１月の成人式のお手伝い等をしているところでござ

いますが、本年度、第１９回ボランティアスピリット賞がございまして、この活動しておりま

すユリシスという団体がございますが、そこが昨年の１１月４日に熊本市で第１９回ボランテ

ィアスピリット賞を受賞しておるところでございます。 

○勝田委員 

 では、この研修に係る経費といいますか、それはどうなってますか。 

○生涯学習課長 

 研修に係る経費でございますが、先ほども委員の方からお話がありましたけれども、サニー

ベール市近郊の９日間の計画でしております。燃料のサーチャージャー料等の条件はございま

すが、本年度は、一人当たり約３８万７千円ほどの費用がかかるところございますが、生徒

２０名で総額７７４万９千円でございます。このうち、本市につきましては、３８万７千円の

３０％以内としておりますので、個人負担につきましては、約１１万６千円の負担となり、総

額２３２万４千円程度でございます。この個人負担額につきましては、直接旅行会社に支払う

こととしておりますので、予算書の７７４万９千円から、個人の負担２３２万４千円を差し引

いた５４２万４千円と随行員の４人分の旅行費、１９９万４千円を足したところが予算書にあ

ります、２２２ページの真ん中くらいのところでございますが、債務負担に上げさせておりま

す７４１万９千円でございます。その他に事前研修、事後研修費の事務費等合わせまして

４６万３千円ほどございますが、合計で７８８万２千円を予算として計上させていただいてい

るところでございます。 

○勝田委員 

 次にですね、平成２７年度にこの事業に参加した中学生の内訳はどうなってますか。もしわ

かれば、学校別でお示しください。 

○生涯学習課長 

 ２７年度の分を一つの例として上げさせていただきましたら、２７年度分につきましては、

対象中学校は公立中学校であります１０中学校と、日新館中学校、それから、本年度より開校

いたしました嘉穂高校附属中学校を足しました、１２中学校に募集をいたしております。その

うち、本年度は、嘉穂高等学校付属中学校以外の１１校から３６名の募集をいただいておりま

す。最終的には、１０中学校からの２０名になっているところでございます。この、１０中学

校の中の今回該当しなかった中学校につきましては、飯塚第２中学校でございます。 

○勝田委員 

 平成２８年度のですね、募集人員と選考方法についてはどうされる予定でしょうか。 

○生涯学習課長 

 ２８年度につきましても、２７年度と同様でございますけれども、４月の上旬に募集をかけ

まして、定員につきましては２０名でございます。選考方法につきましては、作文と英語筆記

による試験、および日本語と英語による面接を予定しているところでございます。 
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○勝田委員 

 基本的に選考方法として、今答弁された、作文、英語の筆記試験及び日本語と英語の面接の

一応、３種類で行い、最終決定として選考の結果、上位２０名を選考して実施するということ

でいいですね。 

○生涯学習課長 

 そのとおりでございます。 

○勝田委員 

 その際にですね、学力は十分にある、参加する意欲も持ち合わせているが、経済的に余裕が

ないため選考試験すら参加できない生徒が存在していると私は思うわけですね。そういった生

徒たちの救済対策等については、どうお考えでしょうか。 

○生涯学習課長 

 この中学生海外研修事業につきましては、飯塚市の明日を担う人材育成として推進している

事業でありますことから、希望制といたしております。類事業においても、負担金は徴収して

いるところから、一定の受益者負担は必要ではないかと考えているところでございます。 

○勝田委員 

 もしかしたら僕の勘違いかもしれないんですが、確か合併した当初ですね、平成１８年にで

すね、生活保護を受けてある方がですね、確か１名参加したように記憶をしてるんですね。先

ほどの選考結果で数字は言われなかったんですが、日新館中学校の生徒の合格率といったら、

申し訳ないんですが、確か４名ぐらい参加していましたよね。つまり、５人に１人は日新館中

学校の生徒が、要するにこの中に入っているんですね、２０名の中に。確かに、日新館中学に

行かれている方たちは経済的にもかなりゆとりがある、それから学力的にも上位の部分で学校

に通学していると思うわけですね。そこで考えた時に、参加費の３分の１が個人負担で１１万

６千円と言われていますが、その他にですね、小遣いとか準備とか支度金等合わせますと、大

方２０万円近くの準備金がないとこれには参加できないという状況が生まれてきますよね。し

かし、中にはですね、家庭的には恵まれていなくても学力的に優秀な生徒が多数、飯塚市内の

各中学校にはいると思います。昨今、生活困窮者だとか、貧困世帯への配慮が求められている

中、今のまま、事業継続とするならですね、参加できる生徒と参加できない生徒の間に、私は、

新たな格差が生じるのではないかと心配しております。今後ですね、次の選考までとは言いま

せんので、やっぱり早い段階で何らかの対策をですね、関係各課と協議されて、こういった子

どもたちが参加して、やはり将来、飯塚市を担う一社会人、市民としてですね、活躍できるよ

うな、そういう場を与えていただきたいということで強くお願いしますので、よろしくお願い

いたします。この質問終わります。 

○委員長 

 次に、２２３ページ、文化振興費について、川上委員に質疑を許します。 

○川上委員 

 予算書２２３ページ、教育費、社会教育総務費、文化振興費についてお尋ねします。追加資

料６７ページに資料をもらっています。文化振興費３７９万１千円なんですね。この中で文化

連盟事業費補助金があります。内訳をお尋ねします。 

○文化課長 

 平成２８年度飯塚市文化連盟補助金の１５９万９千円でございますが、その内訳の主なもの

といたしましては、１０月に５会場で開催されます文化祭の経費、これが１２５万４千円、全

体の約８割を占めております。それとは別に、文化後援会地域文化復旧活動の活動経費となっ

ております。 

○川上委員 

 文化連盟、加入団体等が公民館を使う場合には使用料減免があると思いますけど、その利用
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状況はどうですか。 

○文化課長 

 今、委員が申されましたように、文化団体が活動をする時におきましては、コスモスコモン、

公民館等の公の施設の減免制度を行い、活動促進を行っております。ただ、具体的な数字につ

きましては通常公共性が高く、行政と共催の場合は１０割減免、通常の文化活動については

５割減免という形でやっております。件数につきましては、公民館及び公の施設等々がござい

ますので、それぞれの所管課で把握をしておりますので、すみません、全体的な数字は把握は

しておりません。 

○川上委員 

 市の後援を受けると１０割減免になるという感じですか。 

○文化課長 

 通常の文化活動としましては、５割減免でございます。その中でも公共性が非常に高い、先

ほど申しました文化祭と行政と共催等を行う場合が、１０割減免ということになります。 

○川上委員 

 後援を受けただけではならないということですかね。それではですね、同じく計上されてお

ります文化審査会謝礼、これはどういう内容でしょうか。 

○文化課長 

 この謝礼金につきましては、文化振興審議会の委員報酬でございます。現在、飯塚市マス

タープランを策定するにあたりまして、２８年度につきましては、審議会及び同専門部会合わ

せて５回の開催を予定しているところでございます。 

○川上委員 

 今言われましたマスタープランとは何のことですか。 

○文化課長 

 本市の文化振興を推進する上での指針ということで、平成２７年度、２８年度の２カ年で計

画を策定しております。２７年度におきましては、アンケート調査を実施しまして、審議会の

審議をいただき、２８年度におきましてパブリックコメントを実施し、現在策定中の市の総合

計画との整合性を図りながら、２８年度中に決定をすることとしております。 

○川上委員 

 文化振興計画について一言だけ申し上げて質問を終わろうと思うんですけど、内容について

はですね、あまり目標を持たないということが大事かもしれない。市がサポートする量的な目

標はいいと思うんですよね。内容についてね、踏み込んだ目標を持つと文化に行政の関わりが

入りすぎるとですね、健全な文化の振興というわけにはいかなくなる危険性がありますから、

それを述べておきたいと思います。質問終わります。 

○委員長 

 続いて、その他の社会教育総務費について川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 ２２３ページ、教育費、社会教育総務費、その他の社会教育総務費についてお尋ねします。

総額で１４８４万６千円ということなんですけど。いくつか個別的に聞きます。２２４ページ

に子ども祭り委託料が計上されていますが、これはどういった取り組みでしょうか。 

○生涯学習課長 

 この子ども祭り委託料でございますが、各地区子ども会等の連携や親睦をはかり、更に将来

性を担う子どもたちが災害の現実について見つめ直し、事業を通して被災者への支援や思いや

りの心をはぐくむことや、地域子ども会等の連携や親睦を図ることを目的に、委託先といたし

まして飯塚市子ども会指導者連絡協議会へ事業の委託をしておるところでございます。事業の

内容でございますが、２７年度から、コスモスコモン広場から商店街の活性化も併せまして、
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商店街の空き店舗の前のスペースをお借りして商店街と連携した取り組みでさせてもらってお

ります。主なものと致しましては、１２地区公民館のバザーを出していただいたり、それから

ステージ発表をしたり、それから、チャリティーバザーというコーナー、それから体験広場、

復興支援コーナー等設置致しまして、実施しておるところでございます。 

○川上委員 

 これは、いつすると言われましたか。 

○生涯学習課長 

 毎年４月の第３日曜日に実施をしているところでございます。 

○川上委員 

 それでは、同じく２２４ページのＰＴＡ活動事業費補助金について内訳、それについては、

金額の根拠についてもお尋ねをしたいと思います。 

○生涯学習課長 

 ＰＴＡ活動事業補助金でございますが、この分につきましては、小学校の児童、生徒の人数、

２８年度につきましては、見込みといたしまして、９９６５名の予定でございますので、それ

掛ける７５円で７４万７３７５円でございますけども、切り上げて７４万８千円を計上させて

いただいているところでございます。この７５円の根拠ということでございますが、この根拠

につきましては、合併当時にさかのぼるところでございますけども、ＰＴＡの補助金の算定に

つきましては、各小中学校ＰＴＡが負担金として納付していただいております県のＰＴＡ負担

金５０円、筑豊地区ＰＴＡ負担金６円、市のＰＴＡ負担金１９円を合わせました７５円を根拠

といたしまして、ＰＴＡ活動事業費として補助金を交付してるところでございます。 

○川上委員 

 大半は福岡県のＰＴＡにいくというお金なんですね。それでは、婦人会の活動費補助金を同

じようにお尋ねします。 

○生涯学習課長 

 婦人会の活動補助金でございますが、まず婦人会につきましては、地域の社会文化の向上、

社会福祉に努め、会員相互の教育を高め、家庭教育、青少年育成を目指すことを目標としてい

るところでございます。合併当時は、穂波、筑穂、庄内とございましたけれども、現在は穂波、

筑穂、頴田の３支部で活動をしていただいているところでございます。この補助金の根拠につ

きましては、婦人会数に１００円を掛けた金額が一応、査定の基準とさせていただいてるとこ

ろでございます。 

○川上委員 

 飯塚はどうなっていますか。 

○生涯学習課長 

 これは合併当時のお話になるところでございますけれども、飯塚市も入れて婦人会の一本化

を進めていただいた経緯がございますけれども、旧飯塚市につきましては、それぞれの地区公

民館で活動を充実させていきたいという申し出があったようでございますので、この飯塚市の

婦人会の組織には入っておられませんけれども、それぞれの地区公民館で、名前は婦人部とか

女性部とか変わっておりますけども、地区公民館で活動はしていただいているところでござい

ます。 

○川上委員 

 そうすると、その各公民館ごとの女性部とか、婦人部には補助金はないんですかね。 

○生涯学習課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 次のページに２２５ページの最初の行になりますけれども、ちくほ夏祭り実行委員会助成金
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が７９万９千円出ています。これは、いただいている予算資料との関係で見ますと、過疎債と

いうことになっているようですけども、金額についてどのような判断になっておるのかですね、

お尋ねしたいと思います。私自身は、各合併前から、あるいは合併の後ですね、こういう夏祭

りだとか、産業祭もありますね、それから何１０年と運動会を毎年やったり、２年に一遍やっ

たりして、地域の交流、親睦を高めてですね、飯塚は１つとよく言うけども、あまり言わない

ですかね。飯塚は１つと、行政は言うんだけど、それぞれの伝統だとか、個性を持って一緒に

頑張りましょうっていうふうにしたわけだから、その伝統とか、個性をないがしろにしたら

１つの飯塚もできるわけないから、多様であることが、良い飯塚ができるということだと思い

ます。その上では、この夏祭りとかね、今申し上げましたようなことは、ある日集まって、さ

っとできるわけないから、１年がかりで山笠のようにやる訳でしょう。そういう意味では、非

常にコミュニケーション強めたり、それから防災とかそれから子育てとか、様々な面でまちづ

くりの基本の１つになるんではないかと思って、非常に重要だと思っております。それで、何

聞くんですかね。補助金のことを聞きたかったわけですね、どうしてこういう額なんだろうと、

もっと出したらどうなるんだろうという質問です。 

○生涯学習課長 

 補助金でございますが、平成２１年度より、現在の補助金７９万９千円でございます。この

分につきましては、ちくほ夏祭り実行委員会にお渡ししている分でございます。実は、ちくほ

夏祭り実行委員会は、地元の自治会それから、子ども会、婦人会いろんな組織でされてあると

ころでございます。今、委員が言われますように、少ないのではないかなということでござい

ますが、確かに合併当時では、平成１９年度の実績では、９３万６千円の補助金を交付してい

たところでございますけれども、この分につきましては、地元のほうの企業や各団体からの共

催金及び共催費等の協力を頂いたところもございましたので、今、この金額でさせていただい

ているところでございます。他に筑穂、旧筑穂町のことになりますけれども、合併前は確かに

町民運動会も開催されたと聞き及んでいるところでございますけれども、合併に合わせまして、

組織の再編等もございまして、現在のところ事業実施が困難となり、町民広場、町民体育祭に

つきましては、今凍結をしているところでございます。しかしながら、現在ではそれに代わる

新しい試みといたしましては、いろんな事業も展開しているところでございます。 

○川上委員 

 資源回収奨励助成金、単価を３円下げたりとかね、そういうのはかなり強いメッセージにな

るんですよ。政策的にいうと。国がなんだか３万円ばらまこうとか言っているんですけど、こ

の７９万円、企業とかで募金を集めているから９３万円は確保できているかなという答弁でし

たけども、やはり市がこの部位にはこういったことを大事にしているよというメッセージを発

するというのは、お金はもちろん多いほうがいいでしょうけども、減らさないというのはね、

意義のあるお金になると思います、それが１０万でも、２０万でもね。私の意見を述べて、こ

の質問は終わります。 

○委員長 

 次に、２２５ページ、公民館施設管理費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 予算書２２５ページ、教育費、公民館費、公民館施設管理費についてお尋ねします。公民館

業務支援委託料２５８４万４千円、どこに委託するのか、金額はどのように決めているのか、

お尋ねします。 

○生涯学習課長 

 今の委員が質問されてあります２２７ページの公民館運営費の中の公民館業務支援委託料の

ことでよろしいでしょうか。 

○委員長 



３８ 

 ２２５ページはもういいですか。戻りますか。質問をやり直してください。 

○川上委員 

 大変失礼いたしました。予算書のですね、２２５ページ、公民館施設管理費についてお尋ね

します。コミュニティセンターですね、施設管理委委託料が３００５万５千円出ているわけで

すね。これについて委託先は承知しておりますけど、この金額についてお尋ねします。 

○生涯学習課長 

 この委託の金額の内訳でございますけれども、コミュニティセンターの清掃委託を含めたと

ころの２７件の委託でございます。その合計が、そこにあげさせていただいております金額、

３００５万５千円になるところでございます。 

○川上委員 

 コミュニティセンターは図書館があり、好評なんですけれども、利用状況はいかがでしょう

か。 

○生涯学習課長 

 公民館サークル団体等の活動利用や各種団体が利用しておられますけれども、平成２５年度

の利用件数は３１０６件で、利用者数は８万６６６７名でございます。平成２６年度につきま

しては、利用件数は３５４５件で、利用者数につきましては７万３４１９名でございます。ち

なみに平成２７年度でございますが、１月現在の利用件数につきましては、２６４３件で、利

用者数は６万１７８名となっております。 

○川上委員 

 コミュニティセンター、中央公民館、どちらが本当ですか。 

○生涯学習課長 

 コミュニティセンター、これ通称ですが、ここには図書館とそれからサンクスとありますの

で、複合施設でございますので、それと合わせてコミュニティセンターと建物上言っておりま

すが、中に１階におる分については中央公民館でございます。 

○川上委員 

 公民館は法で規定された位置づけがあって、その事業が必要ですよね。それで私もコミセン、

コミセンとか言ってですね、ハッと気がついてみたら、あそこ借りようとか、場所を借りると

ころだけ、というようなふうに陥ってしまう時があるからですね、公民館の法の位置付けを読

むとですね、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化

に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活

文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とするとなっています。それで、公民館が、

この法の大事な趣旨に沿ってですね、活動が発展するように期待します。この質問終わります。 

○委員長 

 次に、２２７ページ、公民館運営費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 これ、さっきのですね、２２７ページの公民館運営費のうち、公民館業務支援委託料につい

て委託先とか金額についてお尋ねします。 

○生涯学習課長 

 公民館業務支援委託料の内訳でございますが、中央公民館を含む１３公民館への公民館業務

の職員の派遣業務を委託先であります公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団に委託をしてい

るところでございます。内容等つきましては、貸館業務の事務職員の雇用の分でございます。 

○委員長 

 次に、２３０ページ、発掘調査事業費について川上議員の質疑を許します。 

○川上委員 

２３０ページ、追加資料６７ページですね、発掘調査事業費についてお尋ねします。予算額
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との関わりで、今年度の計画をお尋ねします。 

○文化課長 

 発掘事業にかかわる２８年度における内訳でございますが、発掘が２カ所、試掘につきまし

ては、６０件程度、これは内容によりますので、６０件程度でということでお願いいたします。

それと受託事業につきましては、２８年度には、発掘調査は行いませんが、２７年度に調査を

行いました遺跡の整理、報告書の作成を実施することとしております。 

○川上委員 

 次はですね、２３０ページ。同じく、追加資料６７ページの歴史資料館管理運営費について

お尋ねします。 

○委員長 

 ２３０ページの発掘調査事業費はいいですね。 

○川上委員 

 終わりました。 

○委員長 

では、次に、歴史資料館管理運営費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 予算書の２３０ページですね、教育費、文化財保護費、歴史資料館管理運営費についてです

ね。歴史資料館の２８年度の企画の予定をお尋ねしたいと思います。 

○文化課長 

 失礼いたしました歴史資料館の、２８年度企画の内容でございますが、２８年度では、まず、

５月五月人形、そして、２つ目が戦争と暮らし展、３つ目が、来年度が開館３５周年記念事業

ということになりますので、写真で見る飯塚展、そして、毎年行っていますひな人形展を予定

しておるところでございます。 

○川上委員 

 ３５周年というのは、その２８ですか、２９ですか。 

○文化課長 

 ２８年度でございます。昭和５６年１１月が会館となっております。 

○川上委員 

 来場者の推移、ここ３年分を出していただいてますけれども、これはどういうふうにみられ

ますか。この２６年だけが特別に多いのかですね、それとも２７年が伸び損なったのかですね。

どういった感じですか。 

○文化課長 

 歴史資料館の来館者数につきましては、先ほど申しました会館以来、おおむね１万５千人前

後で推移しているところでございます。資料の２６年度につきましては、１万８９１１名とい

うことで、これは公の施設で、伊藤伝右衛門邸で、ここがテレビ等の影響で、非常に来館者が、

多かったというその相乗効果でございます。２７年度につきましては、２月末現在ということ

で、あと１カ月分ございますので、２７年度もおおむね入館者は多いという予想をしています。 

○川上委員 

 えっと、どういうふうに言うのかな。「あさが来た」の関係で、観光協会がその潤野炭鉱の

ことなどについて紹介をしてるようですね。それで、観光協会も頑張っていると思うんだけど、

そのなんていうのかな、歴史考証というか、正確な歴史事実を書いているかについては、どこ

がアドバイスをしているのか。それは、ここで聞いて大丈夫ですか。 

○委員長 

 難しかろうな。休憩しますか。 

暫時休憩いたします。 
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休 憩 １４：４１ 

再 開 １４：４２ 

委員会を再開いたします。 

○川上委員 

 この際ですね、６７ページの上段にですね、文化振興予算のスケールがどのくらいかという

のをですね、見るために類似都市比較を出していただいています。農林のほうでもいい、教育

でもいい、文化でもいいわけですけれども、やはり構成比が低いということがですね、金額そ

のものもありますけれども、残念だなと思うんですよね。それでこれは、まとめられたわけで

すけれども、どのようにこれをみられているか、お尋ねをします。 

○文化課長 

 文化振興予算の類似都市との比較でございますが、必ずしも飯塚市が低いという認識はござ

いません。ただ各自治体におきましてはですね、予算の中で、工夫、効果的な事業を推進をさ

れているというふうに認識しておりますので、先進的な部分につきましては、飯塚市につきま

しても、導入検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

○川上委員 

 ときどき田川には美術館があるよと、直方にもあるよと言われて、うちにもあるよと言いた

いくらいなんですけれど、なんでも箱ものをつくればいいというわけではないけど、実力でい

きましょう。それにしても、文化予算はやっぱり増やしていくという方向で考えたほうが基本

的にいいのではないかと思います。質問を終わります。 

○委員長 

 次に、２３９ページ、返済利子及び返済元金について、兼本委員の質疑を許します。 

○兼本委員 

 委員長すいません、お願いなんですが、２３９ページの公債費と歳入の分の５０ページの市

債の分なんですけど、質問内容がほぼ同じような形なので、５０ページのほうは取り下げさせ

ていただいてよろしいですか。 

○委員長 

 取り下げですか。はい、わかりました。 

○兼本委員 

 ２３９ページ、公債費、返済利息及び返済元金についてお尋ねします。借入利率の状況につ

いて、現在、どのようになっているか、お示しください。 

○財政課長 

 地方債の借入利率の状況ということでございますが、現在、各種事業について、起債をいた

しまして借り入れをいたしておりますが、平成２７年度末時点での平成２６年度までの状況に

ついて申し上げますと、借入先は主に財政融資資金、これは財務省でございます。それから、

地方公共団体金融機構、もとの金融公庫になります。それから、市中金融機関などからで、件

数及び残高につきましては、利息１％未満が１３７件で、２３５億２３３６万４千円。１％以

上２％未満が２７０件で、２４３億８３２４万円。２％以上３％未満が６８件で、３５億

２２４１万８千円。３％以上４％未満が１２件で２億３６５６万７千円。４％以上が１２件で、

３億４４２３万４千円となっております。 

○兼本委員 

 利子を圧縮するための繰上償還等についてはどのようにお考えでしょうか。 

○財政課長 

 繰上償還につきましては、平成１９年度から平成２１年度にかけまして、国が実施いたしま

した財政健全化による取り組みで、公的資金保証金免除繰上償還という制度がございます。こ

の対象になった起債につきましては、繰上償還を実施いたしまして、保証金が免除をされてお
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ります。それ以降の公的資金の繰上償還につきましては、未償還部分の利息相当分の保証金が

発生することから、市としてはメリットが薄いということを考えております。ただ、市中の金

融機関の借入分で、利息が高いものにつきましては、検討の余地があると考えております。 

○兼本委員 

 そうですね、１％違うとかなりの金額が変わってくると思います。今本市の財政状況も厳し

いものですので、ぜひ、利息が高いものに関しての検討をしていただきまして、今後、財政が

若干よくなるような形の検討のほうをお願いいたします。 

○委員長 

 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。 

○兼本委員 

 文化財保護費の旧伊藤伝衛門邸管理費について、お伺いしたいんですが、受付業務委託料が、

平成２８年が１３６万２千円増となっていますが、これはどのような理由から、このようにな

ったんでしょうか。 

○文化課長 

 この伊藤伝衛門邸の受付業務につきましては、先ほども申しましたが、非常に入館者数が増

加した関係で、そこの部分につきまして人数を増やした関係で増加という形になっております。 

○委員長 

 いいですか。ほかに質疑はありませんか。 

○江口委員 

 ２２３ページ、社会教育総務費のなかで、全国大会等出場報奨事業費がございます。こちら

についてお聞きいたしますが、予算額としては４０万円組んでありまして、予算資料によりま

すと、文化部門各種全国大会等に出場する個人、団体というふうな形で、個人が５千円、団体

で上限１０万円となっております。これに関しては、スポーツの分は入らないのかどうか、お

聞かせいただけますか。 

○文化課長 

 今、委員ご指摘のとおり、ここの予算につきましては文化振興にかかわる補助金ということ

になります。 

○江口委員 

 スポーツにかかる同様な予算というのはございますでしょうか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：５０ 

再 開 １４：５０ 

委員会を再開いたします。 

○健康・スポーツ課長 

 スポーツの部門につきましても、同じように助成金制度を持っております。 

○江口委員 

 今のスポーツの部分とこの文化の部門をあわせてお聞きしたいんですが、委員長よろしいで

すか。 

○委員長 

 いいですよ。 

○江口委員 

 すいません、お聞きいたしますが、まずスポーツの部門はどういった形の構成になっている

のか、お聞かせいただけますか。 

○健康・スポーツ課長 
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 全国大会に出場されます選手一人当たり５千円の金額を最大２０人までで１０万円を上限と

いたしまして、助成をするようにしております。 

○江口委員 

 ということは、おおよそ文化とスポーツと同様な組み立てになっているかと思います。今年、

オリンピック、パラリンピックイヤーでございます。この報奨金を考えると、この金額でいう

と、あくまでおめでとうというお祝いのメッセージだけというふうな形のように見えるんです

が、検討していただきたいのは、例えばこれが社会教育総務費ではなくて、中学校の部活でい

くとかなれば、そちらのほうである程度、旅費等が出ているかもしれませんが、そういった形

ではない形での出場等々があり得ると思います。全国大会に行ったときに、それがどのぐらい

費用がかかるんだろうというと、結構な金額がかかるケースが多々ございます。例えば、東京

で大会があったと。そうすると、往復の旅費があって、宿泊費がかかってくる。そうすると、

そのような形のときに、お祝いとして５千円ということだけでいいのかどうなのか。大会の規

模等についてもあるんだと思います。全国大会なので、ここら辺ぐらいだよというのがあるか

と思います。ただ、上をいくとオリンピック、パラリンッピックイヤーでわかるように世界大

会等々もあるわけです。そのようになったときに、お気持ちの５千円というのが先方さんにと

って本当にありがたい形なのか。もうちょっと何とかならんでしょうかという話になるのかと

いうのがあるかと思います。ぜひですね、その点に関しては、特に全国大会よりも上のクラス

の大会に出場したときに、せめて少しは先方さんにとってもありがたいと、５千円だからあり

がたくないとは言いませんけれど、それが飯塚の市民が頑張っているんだと、ぜひ健闘を祈る

ということも含めて、励ましてあげられるような予算措置をしていただきたいと思っておりま

す。オリンピック、パラリンピックの選考は始まったばかりです。もしかすると、があるかも

しれません。そういったことも考え合わせて、早急な予算措置ができるようであれば、お願い

したいと思っております。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑はないようですから、第１０款教育費から第１２款予備費までにについて、質疑を終結

いたします。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：５５ 

再 開 １５：１５ 

 委員会を再開いたします。 

次に、歳入について質疑に入ります。１５ページから５１ページまでの質疑を一括をして許

します。 

はじめに、質疑通告をされております１５ページ、固定資産税滞納者との連絡調整について、

兼本委員の質疑を許します。 

○兼本委員 

 １５ページ、市税、固定資産税滞納者との連絡調整について質問させてください。固定資産

税の純資産分の徴収率が９８.２％という事で、徴収率が非常に高いということで頑張ってあ

るんだなというふうに思っております。ただ、滞納繰越分が１１.２％ということで、この滞

納者の徴収率というのはかなり苦戦されてあるのかなというふうに思っております。なぜ苦戦

してるのかなということを考えた時に、所有者不明不動産の存在があるのではないかというふ

うに考えます。そういった滞納納税義務者と連絡がとれない場合というのはどうなるのかお答

えください。 

○税務課長 
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 固定資産税の滞納者で連絡が取れない納税者は、大きく２つに分かれております。１つは、

納税義務者が死亡者で相続人、代理納付する方がわからない場合。もう１つは、納税義務者の

居住地が不明の場合でございます。 

○兼本委員 

 そのような連絡の取れない納税者というのは、どのくらいいるのかおわかりでしょうか。 

○税務課長 

 平成２７年度で申しますと、２７年度の固定資産の納税義務者数が個人、法人あわせて約

５万４千件ほどあります。固定資産税の納期が４期でございますので、４期で督促状を発送し

た件数が約２万件、そのうち宛先等不明で、督促状が戻ってきた件数が７７５件ございます。

その中で調査等により送付先が判明した件数が４７０件ほどございまして、最終的に不明とな

った、宛先が不明のままわからないというような件数が約３００件ほどございます。 

○兼本委員 

 ３００件ですね。今答弁いただきました中で、納税義務者が死亡者で相続人、代理納付者が

わからないというところでのちょっと質問なんですけれども、本市に居住されていて亡くなっ

た方っていうのは、住民票等々で判明するというふうに思います。問題は、自治体外の在住者

の死亡の把握というのは、どのような形で行われていますか。 

○税務課長 

 本市に居住されている方についてはわかるんですけど、居住されてない納税義務者の死亡に

ついての情報は、相続人等からの相続人代表者届出等がない限りは把握できません。現状とし

ましては、納税通知書や督促状が何度も戻ってくる状態となり、滞納となってから他の自治体

への実態調査を行い、判明した戸籍地に戸籍の調査を行い、相続人の調査を行っているのが現

状でございます。 

○兼本委員 

 そういった理由があって、やはり滞納分の徴収というのが厳しいという状況なんですかね。

そうすると、今マイナンバー制度ができまして、このマイナンバー制度による情報把握という

のは、今後できるようなかたちになるんでしょうか。 

○税務課長 

 原則として、不動産登記における権利者に土地・家屋の固定資産税を課税しておりますが、

今のところ不動産登記には、個人番号の記載が不要なためマイナンバー制度での情報把握につ

いてはあまり期待できないのではないかというふうに感じております。 

○兼本委員 

 そうすると、相続登記をしてもらうというかたちが、１番の所有者が判明するという事です

ね。これからの時代、この所有者不明不動産というのが固定資産税のその徴収の中でも大きな

問題になるのではないかというふうに思うんですけれども、今ありました相続登記というのが、

所有者を確定させるための１つの手続ではあるとは思いますけれども、この登記は当事者の申

請によるもので、これ義務ではないんですね。相続人がその登記をするかどうかといったとき

には費用対効果を考えてされる方も多数いらっしゃると思います。そういった状況がこれから

も続くんではないかと思いますけれども、そういった中でどういったことが考えられますか。 

○税務課長 

 相続の登記につきましては、今言われましたとおり相続関係図などの煩雑な文書作成が必要

であり、費用もかかることから相続をしてないケースが多いという現状がございます。本市在

住死亡者の家族の方には相続人代表者届出書を送付しております。届け出がない場合は、再度

提出依頼をしておりますが、届出に至っていないというケースもございます。質問委員が今言

われますように、今後とも相続登記をされないケースとか、相続を放棄されるようなケースは

ふえてくるのではないかなというふうに感じております。 
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○兼本委員 

 今答弁いただきまして、私思うんですけども、やはり所有者が不明になる不動産の発生の未

然の防止というのが、１つ大切なのかなと考えます。やはり不動産の所有者であるとか相続人

の方、その権利を承継される方にも登記の重要性っていうのを認識してもらわないと防止には

ならないのかなと。それから、そのために関係部署が連携して啓蒙活動等を取り組んでいかな

いといけないのかなというふうに思ってます。それから登記をするというと司法書士であると

か土地家屋調査士であるとか、そういった業種にも、なんで市としては相続登記をしなくちゃ

いけないのか、してもらわないといけないのかという事をもっと理解してもらうような活動を

してもらわないといけないのかなと思います。たぶん相続登記をする時に、結局相続人とのい

ろんな話の中でするしないというのは決まってくることってあると思うんですね。先ほど言わ

れたように費用の問題であるとか、今ここでしなくちゃいけないのかとか、いうようなその家

庭、家庭によって違ってくると思います。ただ今、税務課としてはして欲しいと、じゃあ何で

しないといけないのかといったことは、ぜひ話をして、そういった関係あるところにですね、

いろいろと相続登記をしてもらうような活動っていうのに取り組んでいただきたいと思うんで

すけど、今現在そういったことはされてありますか。 

○税務課長 

 税務課としましては、適正な課税や滞納の防止のため相続人代表者届を発送する際に、同封

する書類に所有権移転についてのお願いを記載した文書を送っております。ただ今質問委員が

言われましたように、そういう文書を送ると亡くなってからすぐにそういう相続の話を持って

くるかというような苦情も多々あるのが現状でございます。そういうこともありますけど、今

後は、市外在住者を含め、納税通知書送付時にも同様の書類を入れて相続を促していくような

啓発をしていきたいというふうに考えております。またあわせて、登記の重要性も認識しても

らう啓蒙活動に関しましても、関係部署とか関係機関、そういうお仕事をされてる方との連携

も含めて、取り組みも必要であるというふうに考えております。 

○兼本委員 

 今、課長のご答弁の中で、相続関係説明図等、手間もかかってくるというようなお話でした。

本市の中でもやはり、情報は共有できると思いますので、ぜひ、情報の共有化で所有者が確定

をできるような手段を講じてもらいたいと思います。以上で終わります。 

○委員長 

次に、２０ページ、保育行政関連について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

予算書の２０ページ、公立保育所保護者負担金、私立保育所保護者負担金に関わって、保育

行政に歳出にも及んで質問したいと思います。子どもの貧困の問題については、先ほども申し

上げました。各分野の課題があるわけですけれども、保育行政はその中でも中心部分の１つと

思います。追加資料は１ページに出していただいています。私は、代表質問で保育料の負担軽

減を、保護者の負担軽減を行うべきではないかという質問を行い、それに対しては、既に国の

徴収基準額の約２０％軽減しているという他はですね、近隣市町村の動向も踏まえながら、バ

ランスのとれた制度運営を心がけて参りますということで、門前払いという答弁なんですね、

そこでですね、今の、これは総額に表れているんですけれども、保育料の現状について、子ど

もの貧困が顕然されている中で、保育料がどのように、若い子育て世代に重くのしかかってい

るか、それについてどう思ってるかについてですね、お尋ねをします。 

○子育て支援課長 

 現在飯塚市では、委員ご指摘のとおり、２０％の軽減をやっております。ただ、このうち国

の徴収基準額の限度額に近いほうの水準で言いますと、国のほうでは、例えば３歳未満児のご

収入のある世帯については、１０万円前後の保育料を設定しているわけでございますが、飯塚
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市は最高限度額を現在、５万７５００円まで下げております。トータルといたしましては、全

体として２０％ではございますけども、保護者の方々の負担という点では、確かにまだ検討し

なければならない部分もあろうかと思いますが、精いっぱいの軽減措置をとっているものとい

うふうに考えております。 

○川上委員 

 例を上げられて、大変だと思うという答弁ですね。精一杯というふうに言われました。子育

て世帯の苦しみはわかるということなんでしょうけども、精一杯、何が精一杯なのかというこ

となんですけれども、実は、一応ですね、保育料、仮にですよ、全額市が出すと全体でどれぐ

らいかかるか、検討がつきますか。 

○子育て支援課長 

 保育料を全部無償化するとこういうことであれば、あのこの今回作成いたしました資料の調

定額、２８年度の予算で言いますと約７億８千万円ほどいうことになります。 

○川上委員 

 ちょっと失礼な質問をしたかもしれません。発想をですね、転換する。７億８千万程度あれ

ば、保育料無料で行けるということなんですよね。次は、じゃその半分にするならばという話

になるわけです。４分の１にすれば、２億円ということになる。今の飯塚市がそのさまざまに

苦労してですよ、２億円のお金を毎年、出せないのかというと、お金のことだけだったら可能

かもしれないないな、とも思います。で、４分の１にしないといけないかという問題もあるん

ですよね、押しなべて。だから、その言いたい事は、お金はあるって言いたいわけですね、幾

ら下げると決めてないんですか。で、そうするとね、この制度の問題があると思うんですよね、

飯塚市がその保育料を引き下げるとバランス感覚で他の市町村から、何か困るということで、

抑制力が働くような何かルールがありますか。 

○子育て支援課長 

 もちろん、他市町村との均衡も考えなくてはなりませんけども、他市町村との間でのルール

と言ったものはないと、いうふうに理解してます。ただ申し添えますと、現在は、新制度にお

きましては、幼稚園１号の利用者負担との兼ね合いもございます。まだ新制度に移行していな

い幼稚園というのも多数ございまして、飯塚市では、こういった移行していない幼稚園との均

衡も図りながら両者負担金を設定しておりますので、そういった部分でのバランスも考えなく

てはならないのではないかと、こういうふうには考えております。 

○川上委員 

 それわかりました。そしたらですね、あと福岡県、および国との関係でその飯塚市が、その

保育料その引き下げるとですよ、子どもの医療費助成みたいになんかペナルティを加えてくる

とかね、そういうなことが考えられますか。 

○子育て支援課長 

 そういうことは、ないというふうに理解しております。 

○川上委員 

 そしたら、幼稚園との関係が若干残るのと、あとお金のことでしょう。だからこれは、やっ

てできないことはないと。政策的な意味合いをよく検討してですね、他の子どもの施策のこと

もあるでしょうから、ぜひ検討してもらいたいと思います。それからですね、昨日、入所待機

児童、実質の入所待機児童のことが議論になりましたけれども、今朝の西日本新聞見られたで

しょ。保育園落ちた、私も。この見出しの意味わかるでしょう。そして、九州の母親から悲痛

な声と、書いてますけども。実は新聞赤旗もですね。昨日質問したんですけれども、今は、緊

急事態だという認識非常事態と認識を持つべきだという提案しています。４月に退職者、ださ

ないようにね、働けないという事で退職します。あるいは、内定している人に間に合わないの

で働けないとか、いうような事がないように３つの提案してるんですよ。市区町村が緊急に保
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育園を確保すると、実施すると。それから２つ目が、国がその市町村へ緊急の支援を行えと、

それから、３つ目が、その辺のことを理由にした、解雇だとか雇え止めをやめてもらいたいと

いう申し出を行えとか、いうふうなことを提案しているんですけど、その私が今日特にお尋ね

したいのは、その昨年３月策定の子ども・子育て事業計画ありますね、これを見ていると、昨

日の答弁がですね、噛み合わないなという感じなんですね。子ども・子育て事業計画では、昨

年３月につくったばかりですけども、特に３歳未満児について、２７年は頑張るけども入れな

い子がいるでしょうとで。これは正規の待機、正規のっておかしいけども、国が言ってきた待

機児童の規定によるマイナスだと思うんですよね、マイナスというか、これ以外に認定後未利

用という形の数字は別にあるんですよ。そういう意味で、国が言ってる待機児童の人数が

２３ページにありますね。０歳児が３２人、それから１、２歳児が３５人で、合わせて６７人

は、２７年、国が言う定義での待機児童が残るでしょうと。しかし、２８年になってくるとい

ろいろ整備をしますので。０歳児が１５人、１、２歳児は解消すると。２９年になるとですね、

全面解消と。国が規定する数字だと思うんですけども。で、これとの関係で、１年もう経つん

だけど、そして、２８年初頭を迎えるんだけど、現状はこれを計画との関係では、どこにいる

のかですね、どこにいると、思われているか、お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 ２７年度末の未利用者の人数でいいますと、１１６名でございます。これは、２８年３月

１日での受給認定を受けながら教育保育施設を利用されていない人数ということでございます。

ただ、これにつきましては、いわいる私的理由という括りでおりますので、何名かの方々は、

園を選ばなければ入れるということが考えられますので。とは言いながら、おそらく１００名

を超える方々が現実の、事実上の待機児童という認識でおりますので、この計画の数字から言

いますと、この計画を上回る待機児童がいるというふうな認識でおります。 

○川上委員 

 保育所というのは、児童福祉法の第７条で児童福祉施設と位置づけられて、第３９条で、保

育所機能目的について規定がありますね。保護者が働いていたり、病気の状態にあるなどのた

め、家庭における十分な保育、十分に保育できない児童を家庭の保護者に代わって保育するこ

とを目的にする施設であると、同時に通所する児童の心身の健全な発達を図る役割もあるよと。

ですから、選ばなければいけますと。選んだから、困りましたねと、行政は精一杯やってます

と、言うので済むような話じゃないんですよね。法の精神から言って。大体安部首相に言わな

いといけないんですけど。ですから、飯塚市としては、安倍首相が保健所と保育所をよくわか

らないという答弁をするぐらいですから、待っておられない。だから飯塚市は、この法の精神、

大事な精神なので、国に遠慮する必要なくって、直ちに具体的措置をとるべきではないかと思

うんですね。現在、１１６名で４月からでもこのままいけば６０数名と言われますでしょう。

６０数名の方が働けない、あるいは職を失うかもしれないという角度でものを考えていく必要

があると思います。それで、子どもの健全な発達、成長というのもありますけども、そこで、

この今の瞬間ですね、保育士を確保すれば、その１１６人、あるいは予想される６０数名の子

どもたちは、きちんと保育所に預かることができるのか、保育士だけの問題なのか、お尋ねし

ます。 

○子育て支援課長 

 この事業計画と申しますのは、利用定員ベースで策定したものでございます。したがいまし

て、保育士が確保されて入れるかということになりますと、計画上の話としましては、やはり

施設整備を伴わなければ、受け入れは困難というには考えております。 

○川上委員 

 代表質問への答弁ではですね、３歳未満のことを特に言っているんですけれども、分園とか

書いてますよね。こういう工夫すれば、施設的には対応可能ということを言っていると思うん
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だけど、最大のネックはやっぱり保育士ではないんですか。お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 当面する課題といたしましては、やはり保育士の確保が当面する課題というふうに考えてお

ります。 

○川上委員 

 そこで本市は、臨時保育士を募集したでしょう。どういう募集の仕方をして何人確保できた

のか、お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 任期付ということではなくて、臨時保育士ということでお答えさせていただきますが、 

（発言する者あり） 

任期付のことですか。任期付につきましては、１２名の人員が確保される見込みでございま

す。 

○川上委員 

 任期付というのは、任期付だけど、正職ということですね。失礼しました。それで、何人募

集したんですか。 

○子育て支援課長 

 募集いたしましたのは、１１名程度をということで募集をさせていただいております。 

○川上委員 

 １１名程度、１２人確保ということなんだけど、なぜ１１人という募集をしたんですか。こ

れによって、どういう効果を期待したわけですか。 

○子育て支援課長 

 基本的には、担任を持たせられる数を確保したいということで１１名程度という数字になっ

ております。 

○川上委員 

 正規と非正規が大逆転状態にあって、どうかという、このことを解消するということなんで

すね。その方たちの人件費も予算書に入ってるんでしょうけど、その１１人が担任であろうと、

入ればこの待機児童の未利用児童と言いましょうか、かえって混乱するかもしれないけど。こ

の未利用児童の解消にどの程度つながるとかいう判断ではなかったんですか。１１人というの

は。 

○子育て支援課長 

 今回の任期付に関しましては、公立施設、子ども園３園と保育所５園ですね。この公立の運

営の適正化を図るために、確保させていただいたものでございますので、これが待機児童の解

消に全部つながるかといいますと、そういう視点での募集ということではございません。 

○川上委員 

 非正規の方に担任という、命にかかわることだから、重たいことをさせるわけにはいかない

と。緊急避難的に１１人確保して、しかも任期付の正職を確保して、急場をしのごうというこ

とで、未利用児童の解消とか思いも寄らないということですか、部長。 

○委員長 

 質問者に言いますけど、そういう説明はされてないようにありますんで。ただ、待機児童の

対象ということに対しては、それを目的にしたわけではございませんよということだけだから、

そこまで極端な質問の仕方は控えられたほうがいいと思います。質問の仕方とそのあたりを考

えて、質問していただけませんか。 

○川上委員 

 明らかなんですよ、今の答弁で。急場しのぎはしたと。しかし、そのころ、１２月から３け

た超えていたわけでしょう。減る気配はないわけ。これをどう解決するかという発想で、保育
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士のことを考えたのに、未利用児童の解消とか、全然考えていない。しかし、１２人ふえるわ

けでしょう。そうすると、その効果というのはあるはずですよ。どのくらい、解消できそうな

んですか、１１６人のうち。 

○子育て支援課長 

 この１２人でもって、待機児童の解消ということには直接はつながらないというふうに理解

しております。ただ、公立の保育所としての役割を果たせるような形にはなるだろうというふ

うには思っております。 

○川上委員 

 予算にも計上しているわけでしょう。それで、待機児童を、未利用児童の問題を解消する上

では、保育士が必要と言っているわけでしょう。実際に確保したわけでしょう。１２人、４月

以降。何人未利用児童の問題が解決するかわからないというのはどういうことですか。まさか

と思うけれども、正職を１２人入れるから、臨時を１２人切ろうとかいうことはないでしょう

ね。臨時保育士を減らそうとか思ってないでしょう。 

○子育て支援課長 

 臨時保育士を一人でも多く確保したいというふうに考えております。実際、１２人の内訳で

いいますと、そのうちの８名が臨時職員から試験を受けて、任期付の職員に採用されたわけで

ございます。したがいまして、新たに確保できたというのは、今まで勤務していなかった保育

士としては４名ということでございます。正職員に倍する数の臨時職員が必要でございます、 

○委員長 

 課長、質問者が言ってるのと、あなたが答弁書しているのと、ちょっと違うから。ちょっと

どなたが答弁する。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：５１ 

再 開 １５：５３ 

委員会を再開いたします。 

○子育て支援課長 

 今回の任期付職員の採用につきましては、直接、未利用者対策ということではございません

で、公立保育所の適正な運営を担保するといいますか、図るために採用したものでございます。 

○川上委員 

 実質は４人、ふやしただけということになりますね。しかし、実質４人ふえるんだから、効

果としては、未利用児童の問題解消に少しでもつながるはずなんですよ。しかし、それについ

て関心がないから、まともな答弁がないでしょう。だから最初の話なんですよ。この認定後未

利用児童の問題を自己責任の世界として、とらえていないのかということなんですよ。皆さん

が。確かにこちらまで来るのは大変でしょうけど、いけんこともないでしょうとわがまま言っ

てもらっても市も大変なんだというレベルの認識に落ちてないかということなんです。保育行

政とはそういうものではないと。国の法の精神からいっても。現実に、十分な保育が受けられ

ない子どものためにもともとの措置なんだから、きちんと保育所で預かれるようにするという

のが仕事ですよ。１１６人もじっと指をくわえて見ている状態ですよ、今は。これを解決する

のに、どうしたいのかというのはきのうからずっと問われてるんだけど、お金の問題ですか。

市がお金を出せば、保育士を確保する上で、市がお金を用意すればできるんですか。民間にも

保育士がいるわけでしょう。本市がお金を出すといっても、民間にどうするんですか。そこの

ところを研究されましたか。 

○こども・健康部長 

 先ほどから担当課長が答弁を申し上げておりますのは、あくまでも公立保育所の適正運営と

いうふうなことでの取り組みを、まずはご説明を申し上げたところでございます。、私立の保
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育連盟からは、実は要望も出ておりますが、そういうことを挟みまして、今日も引き続き、私

立連盟の役員の方々、あるいは各法人の役員の方々とも協議を重ねておるところでございます。

いろいろな角度から検討しておりますので、できるだけ早くに、その方向性を見出したいと、

十分に考えているところでございます。 

○川上委員 

 やる気のない答弁を繰り返しているんだけど、そのやる気のなさをもう少し聞いてみましょ

う。あなた方は今度飯塚子育て支援センターを廃止しますね。これは担当常任委員会があるわ

けですけれども、予算が上がっているから。それで、先ほど言った昨年３月に策定したばかり、

市民の皆さんは５月ごろを手にしたばかりの子ども・子育て事業計画の初年度なんですね。こ

の子育て支援センターはどういうふうに位置付けていたか。もともとどういう役割を果たすべ

きかについても、説明してください。 

○子育て支援課長 

 子育て支援センターにつきましては、事業計画で申しますと、地域子育て支援拠点事業とこ

ういうことでございますが、親子が交流するための事業を実施いたしまして、子育てを応援し

たり、育児不安や子育てのさまざまな相談を受けながら子育て支援を行う事業でございます。 

○川上委員 

 それを先ほどの事業計画ではどのように位置づけていたか、具体的な見解で。５カ年計画で

しょう。お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 飯塚市では、地域子育て支援拠点事業を、提供区域を５ブロックに市内に分けまして、それ

ぞれ飯塚ブロック、穂波ブロック、筑穂ブロック、それから庄内ブロック、頴田ブロックとこ

の５地域にそれぞれ１カ所支援センター事業を実施するというような計画になっております。 

○川上委員 

 もう少し詳しく説明できるでしょう。街なか子育てひろばのことを含めて。 

○子育て支援課長 

 事業計画の中では、飯塚ブロックを中核的な施設と位置づけまして、街なか子育てひろばと

いうことに、位置づけております。 

○川上委員 

 この計画書、みんな持っているんでしょ。もともとは５つの旧自治体に、必ず１つは支援セ

ンターを置くよということでしたでしょ。そして、この事業計画では、街なか子育てひろばが

出てきました。穂波は既に廃止しています。だから飯塚、穂波がなくて、筑穂、庄内、頴田、

これ街なか子育てひろばを飯塚に作りました。どうするんですか。街なか子育てひろばを飯塚

にして、枝国、穂波がないから菰田の支援センターを移転するにあたり、穂波のものとして位

置づけるということを書いてるんじゃないですか。違いますか。 

○子育て支援課長 

 計画の中では平成２８年度を目途に穂波ブロックへ飯塚子育て支援センターを移設する予定

というふうにいたしております。 

○川上委員 

 今度あなた方条例出してるじゃないですか。穂波の支援センターになる予定の旧菰田の事業

計画を作って初年度に、いくらコンサルタントがつくったといえね、酷すぎるじゃないですか。 

○委員長 

 川上委員にご忠告します。総括のほうに入っていきよるような質問の状況になっていますの

で、そのあたりを理解して質問されてください。そこまでいう質問の項目ではございませんの

で。 

（発言する者あり） 
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あなたはそうやろうけど。ルールとしては、そういうルールじゃございませんので。 

○川上委員 

 それでね、あとは手短にしますけどね。支援センターの重要性について市のほうがわかって

ないんじゃないですか。知ろうと思えば、どれだけ重要か知ることできるでしょう。短い間で

したがお世話になりました。支援センターの場所を電話で訪ねながら初めて行った日が懐かし

いです。菰田ではいつもは明るく優しい笑顔で先生方が迎えてくださり、仔細な悩みや不安な

事、いろいろ耳を傾けてくださり、アドバイスしていただき、本当に助けていただきました。

初めての子育てで１人では息詰まることや落ち込むことも多かったのですが、菰田へ行けば、

実家へ帰ったような安心感。優しく明るい雰囲気。菰田の支援センターの先生方には、本当に

救われました。また、福岡でも子育て頑張りますと書いてますね。先生方にも体に気をつけて、

きらきら笑顔の先生方でいてください。本当にお世話になりました。ありがとうございました。

こういう手紙が寄せられる、そういう仕事をしているわけですよ。丸ごと廃止しようというの

があなた方なんですよ。ですから、お金があっても保育料は引き下げない。障がいは何もない

んですよ。答弁あったでしょ。それから、保育士を確保するについてもね、大問題の緊急事態

のね、保育所に入れない子どもたちの問題解決する。１２人も新規保育、任期付き正職を確保

したのにね、１人も解決しようとする意識がないわけですよ。そして、おまけに３つ目にはね、

自分たちがコンサルタントに相談してつくった、つくったばかりですよ、子ども・子育て支援

事業計画。自分で踏みにじってるじゃないですか。 

○委員長 

 川上委員。歳入の分でやってますんで、ある程度そのあたりで・・・。 

○川上委員 

 締めくくりますけどね。だから、保育料引き下げについても、待機児童解消の問題について

も、支援センターの問題についてもね、やる気そのものが問われていると思います。財政だと

かね、何とかっていう問題じゃないですよ。担当、やっぱり市長でしょうね。ここがやる気出

せばね、お金にあるんだから、頑張ってもらいたいと思います。子どもたちのために。質問終

わります。 

○委員長 

 次に、４２ページ、市有建物貸付料について、吉田委員の質疑を許します。 

○吉田委員 

 ４２ページの財産収入の部門の上のほうですね。市有建物貸付料２７００万円ぐらいの数字

についてお伺いします。この市有建物貸付料には飯塚リサーチパーク内に立つ情報提供サービ

スセンターの賃料も含まれていると思いますが、この施設については、平成２４年３月の議案

第３４号において、入居する企業がパンデミックにより過剰在庫の処分で業績不振となったこ

とから、貸付料を従来の３分の１の固定資産相当額に減額する目的で、平成２７年の３月

３１日までの使用貸借契約を締結したとの議案が出されておりました。当時の議会については、

３年後に使用貸借契約の延長をしないということを条件に契約変更を承認しておりましたが、

現在どのような契約になっているのか、お尋ねします。 

○産学振興課長 

 情報提供サービスセンターの貸し付けにつきましては、平成２４年３月２２日付で、市議会

の議決を受け、入居企業と使用貸借契約を締結しておりましたが、昨年の３月３１日に契約期

間が満了を迎えましたので、入居企業に対しまして、当該施設の使用について確認を行ったと

ころ、引き続き当該施設において操業したいとの申し出がありましたので、使用貸借契約第

１６条におきまして、甲は乙のいかなる理由によっても使用貸借期間の延長は行わない。本使

用貸借物件を継続して使用する場合の契約は飯塚市公有財産管理規則及びその他関係法令に基

づくものとする、との条文に基づきまして、現在は飯塚市公有財産管理規則に基づく市有財産



５１ 

賃貸借契約を締結いたしております。 

○吉田委員 

 翌年の、ちょうど１年後の代表質問において、当時当該企業がインフルエンザや花粉症の時

期におきまして、ＰＭ２.５の懸念が加わり、注文が殺到している状況と新聞報道、テレビ等

でも業績は回復しておりましたが、先ほど申されました、去年の契約が更新なされたことで、

契約の貸付料について、どのようになっているのかお答えください。 

○産学振興課長 

 貸付料につきましては、平成２７年３月３１日までの使用貸借契約による貸付料が年間

３９５万９６７４円でございましたが、市有財産賃貸借契約による貸付料は年間１２３４万

９１２３円となりますので、年間８３８万９４４９円の増額となっているところでございます。 

○吉田委員 

 増額でなく、もとに戻したわけですね。使用貸借契約を通常の市有財産貸借契約に戻し年間

８３０万円有余の賃料が増額したぐらいに業績が回復していて、安定しているものだと推測さ

れますが、企業さんの業績はどのようになってますか。今後も安定した経営ができる状況なの

かについてお尋ねします。 

○産学振興課長 

 業績不振に陥りました平成２３年度の売上高は２億２千万円でありましたが、決算では３億

２千万円の赤字となっておりました。しかしながら、平成２６年度に国内でも大手である企業

と業務提携を行い、新たな販路が開拓されたことにより、生産が安定した結果、増収増益とな

っておりますので、今後は現状以上に安定した企業経営ができる状況へと推移するものと考え

ております。 

○吉田委員 

 大手企業と連携されたことにより生産が増加したとのことですが、生産を増加させたのなら

ば、雇用の増加にもつながっていると思います。雇用数について、どのように推移してますか。 

○産学振興課長 

 これにつきましては、平成２３年度に２０人まで減少いたしましたが、平成２７年度につき

ましては、６６名まで増加しており、市内雇用者も３４名となっているところでございます。 

○吉田委員 

 企業の経営も順調であり、従業員数も増大してるということは、企業にとっても飯塚市にと

ってもまことに喜ばしいことであります。これからも企業が成長されることを願っております。

それでは、最後に去年契約された市有財産貸借契約の契約期間である３年間の企業の業績がも

し悪化した場合についての貸付料の増減等について、どのようになっているかお答えください。 

○産学振興課長 

 市有財産賃貸借契約におきまして、年間貸付額を明記いたしておりますので、契約期間であ

る平成３０年３月３１日までの３年間につきましては、貸付料の減額等は考えておりません。 

○吉田委員 

 わかりました。ありがとうございました。 

○委員長 

次に、４３ページ、ふるさと応援寄附金について、兼本委員の質疑を許します。 

○兼本委員 

 ４３ページ、ふるさと応援寄附金について、ご質問いたします。先の代表質問等でふるさと

応援寄附金の事業内容というのは、お伺いいたしましたので、その中で１月２０日に事業者説

明会が行われたということでした。参加された高齢の農家の方とかが手続きが非常にわかりづ

らく、もっと簡単なら提供したかったとの声を聞きました。事業者がもっと参加しやすいよう

にされてはいかがかなと思っております。その辺りはどうお考えですか。 
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○総合政策課長 

 ただ今、ご指摘のとおり、今年の１月２０日に事業者説明会を開催いたしました。今回の説

明会におきましては、お礼の品の提供への参加条件といたしましては、まず１点目に、原則と

して、本社、支社及び事業所、製造工場が市内にある企業、団体または個人業者であること、

物品については、原則市内で生産、作成されたもの、サービスにつきましては、飯塚市内で提

供されるサービスと。また、数量につきましても、安定的、定期的に原則供給ができるものが

２点目でございま。最後に３番目といたしまして、食品衛生法あるいはＰＬ法、製造物責任法

に基づきます原材料の表記など、こういったもの、条件を満たすことができる事業者、生産者

であるということを条件といたしておりました。お礼の品といたしましては、全国の皆様に対

しまして、安全安心にできるだけ、安定的にお届けすることを念頭といたしまして、今回必要

な条件と致したところございます。しかしながら、ご指摘のとおり、ご高齢の方、あるいは経

験のない方々には少々わかりづらい点が多々あったかというふうに反省しているところでござ

いますので、今後また随時募集を行ってまいりますので、その中で事業者に対する、あるいは

生産者に対するサポート体制といったものも、整備していきたいというふうには考えておると

ころでございます。 

○兼本委員 

 今回１億５千万円の中でお礼の品等を入れると市内に還元できるお金というのは、

５８１３万２千円という形になるんですかね、記念品料とかというところがそういう形ですか

ね。そうすると、また、この寄附の額が多くなればもっと経済効果があるというような形です

ね。私は夏ごろですね、実は福智町のふるさと納税の関係に話を聞きに行ったんですけど、確

か福智町もその年が当初予算１億円と言われてました。寄附の額が。私が行ったときには、

３カ月ぐらい。２、３カ月だったと思います。３億上がってました。それで今、１１億ぐらい

ということで、約１１倍ということですよね。また、それと別にですね、農産物とか、おいし

いなと東京のかたとかで思われて、直接取引を農家とされてあると言うことも聞きましたので、

実際には、ふるさと納税で町の落ちるお金と別にですね、もっと入ってきてるんじゃないかと

いうお話をされてありました。飯塚市もですね、やはりこの間のご答弁の中でもありましたけ

ど、地元の農産物をはじめという事で、もっとそういう農産物に力を入れてもいいのではない

かなというふうに思ってます。福智町では、ふるさと納税の成功によってですね、お礼の品に

参加している農家への注文が大幅に増加したということで、人を雇ったという話も聞きました。

当然それは雇用が生まれるということと、あと経済効果にもつながります。なおかつ農家が生

業として成立するようになれば、飯塚市でも後継者の問題とかですね、農業の今後の発展にも

つながるんではないのかなというふうにも思っております。飯塚市においても、そうなるよう

な制度設計を行っていただきたいと思っております。また、事業者説明会で呼びかけするだけ

ではなくて、ぜひ地元の農産物にももっと目を向けていただき、より多くの農産物を取り入れ

るべきだと思いますが、そのあたりはどうお考えでしょうか。 

○総合政策課長 

 ご指摘のとおり、ふるさと納税制度によりまして、地元生産者への経済効果、波及効果とい

うものは、期待をされるところでございます。お礼の品といたしましても、これまで１１品目

ということで、ほとんどが、農産物ということでございました。今回、１１品目から５０品目

程度まで拡大をすることとしておりますが、その中でも、約２０品目ほど農産物も現在予定を

しているところでございます。このようなことからも、さらにお礼の品としてですね、農産物

をより拡充していくことも取り組んでまいりたいというふうに考えております。いろんな、他

方面からの情報収集を行いまして、生産者の皆様と同じ思いで、地元特産品の発掘に力を入れ

てまいりたいというふうに考えておるとこでございます。 

○兼本委員 
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次に、寄附の方が多いのは関東や関西など都市圏というふうにお聞きしておりますが、やは

り重要なのはどのように情報発信をするのかだと思います。そこで、今回の拡充を実施して、

それをどのようにＰＲしていくおつもりでしょうか。 

○総合政策課長 

 お礼の品の拡充につきましては、これをどのように全国に情報を発信していくかというのが、

ご指摘のとおり、重要なポイントであるというふうに認識いたしております。昨年の１２月か

ら委託を行いまして、インターネット上でいろいろ広報活動行っておるわけでございますけれ

ども、引き続きこの委託をしております業者、現在ふるさとチョイスというポータルサイトを

活用しておりますけれども、これには全国の多くの自治体も参加しているサイトでございます。

このように人気のサイトの有効活用の他、お礼の品におきましても、今回カタログのほうの作

成も予定いたしております。また、今回応募のございました生産者様の方でも、１例でござい

ますけれども、既に全国展開をされている企業におかれましては、羽田空港や東京駅、名古屋、

大阪などの都市圏にある百貨店におきましても、当市のお礼のカタログの配布等についてご協

力をお願いいたしておるところでございます。テレビ等のマスコミ等々も積極的な活用ござい

まして、今後とも情報の提供拡大を努めてまいりたいと考えております。 

○兼本委員 

 このふるさとチョイスから飯塚市のホームページに移るというのは非常に簡単なんですけど、

飯塚市のホームページからこのふるさとチョイスのサイトに行くというのはすごく難しいんで

すよね。この辺の改善もしていただいた方がいいのかな、というふうに思っております。あと

売り込みの仕方ですね。今回、飯塚市はどちらかというと後発的になってくるのかなと思いま

す。今スーパーとかなんかで売っている野菜なんかも生産者の情報を出して、生産者の顔を見

える化という形にしていますよね。これは購入者が安心して購入するための工夫だと思います。

こういった工夫がですね、非常に大事だと思っております。例えば、野菜１つとってもその野

菜に関する簡単レシピをＱＲコードにして掲載するとか、あと飯塚独自の伝統的な食べ方など

があれば、そういったものも同時に紹介するとか、そういった形のものをとっていくことも、

魅力発信になるのではないかと思っております。飯塚市ならではといった創意工夫に、ぜひと

も力を入れていただきたいことを要望しまして、この質問を終わります。 

○委員長 

 吉田委員のほうから、ふるさと応援寄附金について取り下げがありましたので、よろしくお

願いします。 

次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑がありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑がないようですので、歳入について質疑を終結いたします。 

次に、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債についての質疑を許します。質疑ありま

せんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑がないようですから、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債について質疑を終結

いたします。 

次に、総括に入ります。はじめに、質疑通告をされております人権同和行政関連について、

川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 本市が管理している、筑穂人権啓発センター敷地内に団体の事務所があります。何の事務所

かわかりますか。 

○人権同和政策課長 

 敷地内にありますのは、部落解放同盟筑穂統括の事務所でございます。 
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○川上委員 

 部落解放同盟筑穂統括は、この事務所で何をしているんですか。 

○人権同和政策課長 

 定期的な会議や事務処理をされておられます。 

○川上委員 

 地元の解放同盟は、もう解散したと聞いてますけど。解散してませんか。 

○人権同和政策課長 

 筑穂統括がありますので、解散はしておりません。 

○川上委員 

 この解放同盟の事務所がある地元と言っております。 

○人権同和政策課長 

 鶯塚でございます。私どもの聞き及んでいるところでございますが、解散というよりも、支

部自体が残っているというふうな話を聞いております。 

○川上委員 

 ここには、市は補助金を出していますか。 

○人権同和政策課長 

 解放同盟飯塚市協のほうに補助金を出しております。 

○川上委員 

 そのお金は、筑穂統括というところにいくわけですか、いかないんですか。 

○委員長 

暫時休憩します。 

休憩 １６：２７ 

再開 １６：２７ 

委員会を再開いたします。 

○人権同和政策課長 

 先ほど委員のほうからご指摘があった地区には出ていないというふうに聞いております。 

○川上委員 

 誰から聞いてるかというようなことを聞き初めるときりがないので、聞いているとか、だと

思いますとか言いたいときは、わかりませんと言っていただいても構いません。こっちはわか

っているから。市の敷地内に解放同盟の事務所が設置される経過、お尋ねします。 

○人権同和政策課長 

 委員のほうからの指摘がございました。私どもも確認に行きました。それで、経過としまし

ては、当時、筑穂の人権啓発センターの中で以前より解放同盟が相談室を事務所として利用さ

れていたと。人権啓発センターの中で施設をより広く利用するために改修の計画を立てたとい

うことでございます。そういう話の中で事務室として使っていたところを、その時に当時の用

途廃止であった農機具保管庫に、廃止になっておりますので、そちらのほうに移転するという

ふうになりまして、事務所を建設されたというふうに聞いております。 

○川上委員 

 同和対策施設と言われていた、農機具保管庫を用途廃止して、改造して解放同盟の事務所に

した。その時に行政のほうが、それにかかるお金３分の２を出したということなんですね。そ

れで解放同盟の持ち物ということになっています。このようにしてつくられた事務所なんです

けれども、そこに設置を認めるということであれば、契約が必要ではないかと思いますけれど

も、どうなってますか。 

○人権同和政策課長 

 旧筑穂町の中で財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第４条で、他の地方公共団体、
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その他公共団体又は公共的団体において、公用もしくは公共用、または公益事業の用に供する

ときは、という中で無償で土地を貸し付けているというふうに聞いております。 

○川上委員 

 ですから、聞いているとかいうのじゃだめだと言っているでしょう。だから、契約はあるの

かって聞いているわけですよ。 

○人権同和政策課長 

 契約はございます。 

○川上委員 

 それは口頭契約ですか、文書による契約ですか。 

○人権同和政策課長 

 文書による契約でございます。 

○川上委員 

 じゃあそれは今度違う機会に見させてもらいましょう。そして突き合わせてみましょう。同

じものかどうか。それで、トイレはこの事務所にはあるんですか。 

○人権同和政策課長 

 トイレございます。 

○川上委員 

 浄化槽はありますか。 

○人権同和政策課長 

 この事務所自体の浄化槽はございません。 

○川上委員 

 トイレはあるけど浄化槽が無いわけ。どう処理しているんですか。 

○人権同和政策課長 

 筑穂人権啓発センターの浄化槽につないでおります。 

○川上委員 

 それは、契約行為があるわけですか。 

○人権同和政策課長 

 契約行為は、文書とかそういうものはございません。 

○川上委員 

 どういうことになるんですか。土地は、契約で貸してますよと。トイレのものは無断で公共

施設の、市が管理する公共施設に。だれが工事したんですか、これ。 

○委員長 

暫時休憩します。 

休憩 １６：３３ 

再開 １６：３４ 

委員会を再開いたします。 

○人権同和政策課長 

 建てるときの経過の中で、それをつないでいるということになっております。 

○川上委員 

 お金もらってないでしょう。 

○人権同和政策課長 

 当時の筑穂町の中で合意に基づいてつないでおったということで。それからつないだ場合に、

処理能力が問題がないということで、お金の委託料も変わらないということでお金はいただい

てないというふうに―――。 

○川上委員 
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 用心しておかないと、みんながつなぎに行きますね。それでは、穂波人権啓発センター、こ

れも市にとって重要な施設ですよね。それで、手も入れようということに今度なってるんです

けど、隣接する太郎丸二区集会所の中に解放同盟の事務所がありますか。 

○人権同和政策課長 

 解放同盟穂波統括の事務所がございます。 

○川上委員 

 集会所というのは、どういう役割を果たすんですか。 

○人権同和政策課長 

 市の行政財産でございます。 

○川上委員 

 市が管理する行政財産で解放同盟の事務所がある。どういう契約を結んでいるんですか。 

○人権同和政策課長 

 行政財産の中で使うことに対して決裁をとって使用しております。 

○川上委員 

 勉強不足じゃないですか。いつ、だれが決裁しているんですか。だれの判こで解放同盟はこ

の市の行政財産、勝手に使えるんですか。 

○人権同和政策課長 

 市有財産の決裁ですけれども、人権同和政策課のほうで申請があった分について決裁をして

許可を出しております。 

○川上委員 

 課長決裁なんですね。課長というのは、どなたのことですかね。あなたのことですか。いつ

ですか、その決裁は。 

○人権同和政策課長 

 決裁は平成２７年４月１日で、この件については部長決裁になります。 

○川上委員 

 決裁が昨年の４月っていうんですね。いつから使ってます。 

○人権同和政策課長 

 平成２０年の６月からです。 

○川上委員 

 平成２０年の６月から、決裁は２７年の４月にしたと。部長がね。次、解放子ども会事業が

予算計上されていますね。人権同和教育推進費ということになっています。この解放子ども会

というのが、私はよくわからないんですよ。予算書に載るのが。どういう活動しているんです

か。 

○人権同和政策課長 

 まず目的としましては、異年齢の子ども同士の活動の中で人権学習活動、体験学習を通して

少年期における人権啓発等を目的に行っております。集会所や啓発センターにおいて、おおむ

ね週１回で行っております。 

○川上委員 

 子ども会ですから加入者があるんでしょうけど、何人ぐらいですか。 

○人権同和政策課長 

 平成２７年度ですけれども、飯塚市全体で１２３名になっております。 

○川上委員 

 これは市報か何かで募集かけてるんですか。ホームページか何かで、こういうことをするか

ら、希望の方集まってくれとか。 

○人権同和政策課長 
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 市報等では募集はしておりません。 

○川上委員 

 じゃあ、あなた方がスカウトしている訳ですね。あなた来てください、あなた来てください

とスカウトしてるわけでしょ。違うんですか。 

○人権同和政策課長 

 地域の中に、運営委員と言いましょうか、推進委員がおられまして、その中の保護者とかの

方からお声かけをしていただいております。 

○川上委員 

 私の質問認められたでしょう。これ、市の直営事業でしょう。だから地域の方の協力を得て、

あなた方がスカウトしているわけじゃないですか。地域の方たちに頼んでとかいうのはさ、関

係ないですよ。市がその子どもをスカウトしている訳ですよ。目的は何ですか、平成２３年に

突如としてつくられていますね。この要綱が。これの目的はなんですか。 

○委員長 

暫時休憩します。 

休憩 １６：４１ 

再開 １６：４２ 

委員会を再開いたします。 

○人権同和政策課長 

 解放子ども会の目的としましては、これは平成２５年４月に実施要綱を作成しておりまして、

目的としましては、少年期における人権啓発事業として、子どもたちが異なる年齢層と交流等

を行うことを通じて差別を見抜く力を身につけるなど、差別に負けない子どもの育成を推進す

ることを目的とするとしております。 

○川上委員 

 差別に負けない力を見抜き、負けない力をつける。この名称は誰が決めたんですか。解放子

ども会という名称。 

○人権同和政策課長 

 名称はですね、合併する以前から各地区のほうで解放子ども会というふうにやっておりまし

たので、名称のことについては、以前から使っていた名前です。 

○川上委員 

 私は２３年だと思うけど。その２５年にその要綱をつくったというわけでしょう。自然にで

きたんですか、この要綱というのは。市がつくったんじゃないんですか、市の要綱でしょう。

齊藤市長名の入った要綱じゃないんですか。自然にあったというものじゃないでしょう。だか

ら、市が解放子ども会という命名をしたわけじゃないんですか。ですから予算書にも載ってい

るじゃないですか。解放子ども会事業と。市が命名しているんですよ。するとね、この解放と

は何ですか。解放というのは。 

○人権同和政策課長 

 解放、そのとおりの文言でいえば、解き放たれると。 

○川上委員 

 もう、おわかりでしょう。部落解放同盟が自分のところの子ども組織というか、解放子ども

会をずっとやってきたわけでしょう。それを何を考えてか知らないけども、同和関係の特別対

策が全部なくなって、そして一般で必要なものは一般でやりましょうという、その時代にです

よ、明らかな逆行でしょう。それをしかも行政がやると。齊藤市長の名前でさせられるんです

よ。そしてね、この子ども会入会にふさわしい子どもを市が認定していくわけ。こういうの何

と言うんですか。人権同和を標榜している飯塚市がやるようなことじゃないですよ。行政の権

力によってね、財政的裏づけも持ってね、子どもをスカウトしてきているわけ。とんでもない
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話ですよ。人権啓発活動を業務委託していますね。人権同和啓発事業委託料４８３２万、５千

万ですね。委託業務の内容をお尋ねします。 

○人権同和政策課長 

 委託業務の内容としましては、大きく５つに分かれておりまして、まず、研修事業というこ

とで、各１２地区公民館あるわけですが、そちらの方で自治会等の啓発を行っているのが１つ

でございます。それから、２番目に企業官公庁における人権同和啓発事業を行っております。

失礼しました、今のは１番のほうで研修事業に入ります。それから２番目に、相談事業という

ことで、人権に係る相談に応じて適切な助言等を行う事業をしております。それから、広報事

業ということで、人権いいづか、それから人権いいづかぬくもりというのが、市報及び、パン

フレット等で出しておりますけれども、その発行に伴う情報収集、それから、企画会議への参

加というふうにしております。また、地域における人権同和啓発広報活動という部分も、この

広報事業に含んでおります。それから、４番目の展示事業ですけれども、人権同和問題啓発展

示コーナーというのがございまして、それらの情報収集、それから企画の参加と。最後に、そ

の他の啓発事業ですけれども、人権同和問題の講演会の事業それから、部落解放研究集会同和

問題啓発強調月間及び人権週間における啓発事業というふうな対応でございます。 

○川上委員 

 委託料の算定はどのようにしていますか。 

○人権同和政策課長 

 委託料の算定につきましては、１３名の方々の賃金、これが約３６００万円、それから社会

保険料を含む共済費、これが約５５５万円ほどです。それから、消耗品等諸経費、これが約

１２０万円それから、講演会等の事業費が約２０６万円、消費税が約３５８万円で、合わせま

して４８３２万円というふうに計上しております。 

○川上委員 

 １３人で３６００万、この一人当たり１２０万ということですか。一人当たり１２０万なら、

何に基づいてそういう計算しているんですか。 

○人権同和政策課長 

 一人当たり、１３で割りますと約２７６万円ほどになります。この積算根拠につきましては、

市の嘱託職員の給与等に合わせて積算しております。 

○川上委員 

 市の嘱託職員の給料に合わせるというのは、なぜですか。 

○人権同和政策課長 

 勤務日数が１７日程度ということと、いろんな啓発とか指導とか、失礼しました、コーディ

ネータ、いろんな仕事をしていただく中で、嘱託職員相当だというふうに考えました。 

○川上委員 

 そうじゃないでしょう。経過の中でそうなってるだけやないですか。あなた方が考えてね、

したわけじゃないじゃないですか。ところで、１３人というふうに言いましたけど、その

１３人に個別に委託してるんですか。 

○人権同和政策課長 

 個別に委託はしておりません、ＮＰＯ人権ネットいいづかというところに委託をしておりま

す。 

○川上委員 

 合併前から存在してる団体で、合併後、一貫して委託を受けている団体です。事業が終わる

と、事業終了の報告がありますか。 

○人権同和政策課長 

 毎月、月締めで報告書が出ております。 
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○川上委員 

 それについては、市のどの機関で評価をしていますか。 

○人権同和政策課長 

 人権同和政策課のほうで報告を受けております。 

○川上委員 

 報告を受けるんではなくて、その仕様書があるわけでしょう。委託にあたっては。その内容

との関係で、報告がどうだという評価をしているかと聞いてるわけです。 

○人権同和政策課長 

 報告書以外にも、私どもと週に１回会議等を行いまして、その中で、事業があった部分の報

告、それから今後の予定といろんな意見等の打ち合わせをしておる中で、意見のほうを私ども

で言わせていただいております。 

○川上委員 

 １８年以降、毎年と思いますけども、１０年間で委託料累計で幾らになってるか、お尋ねし

ます。 

○人権同和政策課長 

 合併後から２７年度まででよろしいですか。それで、委託累計は約３億２６９６万円となっ

ております。 

○川上委員 

 次にですね、部落解放同盟など関係団体への補助金、予算書ではどこに計上されていますか。 

○人権同和政策課長 

 予算書７７ページ、人権同和推進事業費の中で、同和対策推進団体補助金というふうに計上

させていただいております。 

○川上委員 

 以前はですね、部落解放同盟とか全日本が付いたかな、同和会とか、団体名が書いてあった

んですよ。この団体に、補助金を出すんだなっていうのが分かるわけです。これ分からないで

しょう。同和対策推進団体とかあるんですか。同和対策推進団体とかないでしょう、今。ある

んですか、同和対策推進団体というのが、飯塚市に。 

○人権同和政策課長 

 同和対策推進団体、私どもとしては解放同盟と、全日本同和会を挙げさせていただいており

ます。 

○川上委員 

 これはね、予算書の書き方がおかしい。文化連盟のことなんて呼びます。文化対策推進団体

とか書きます。そもそも、同和対策推進という言葉が本市にないでしょう。同和対策推進。

１９６０年代のせりふですよ。国の特別対策があってた時代の。相手も迷惑でしょう。同和対

策推進とかやってないでしょう。解放同盟も、同和会も何もやってないでしょう、同和対策推

進とか。なのに名前つけられて、そして、この補助金なんだけど、少し減ってきてますね。補

助金の算定、何に基づいてるんですか。 

○人権同和政策課長 

 事業のボリューム等を勘案しながら毎年、見直した中で、この補助金額を決めさせていただ

いております。 

○川上委員 

 根拠がないということですね。その団体の中で、解放同盟の中で、他の収入もあるんでしょ

うけど、給与だとか活動費だとか、人件費の占める比率は、その補助金の中でどれぐらいにな

りますか。 

○人権同和政策課長 
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 ２８年度の予算計上してる部分でございますけれども、人件費相当額が８４９万２千円。そ

の割合としましては、４０．４６％となっております。 

○川上委員 

 大半が人件費ということになりますね。それで補助金で人件費をもらってる立場にある方で、

ＮＰＯ、さっきの方の仕事を兼任してる方いるでしょう。何人位いますか。 

○人権同和政策課長 

 人件費にあたる部分の方は１名でございます。 

○川上委員 

 どなたですか。 

○人権同和政策課長 

 解放同盟の書記長でございます。 

○川上委員 

 そこで、先ほどのＮＰＯと同じですけれども、この１０年間、解放同盟全日本同和会への補

助金総額で幾らになったか、お尋ねします。 

○人権同和政策課長 

 解放同盟の補助金の総額でございますが、合併後１８年度から２７年までで３億５６８３万

４千円となっております。 

○川上委員 

 あなた方は、常々、補助金の理念的な意味での根拠として、行政の補完行為をしてもらって

いると。同和対策事業の。でも、それそのものがもうないから、行政の補完行為そのものもな

いんですよね、本当は。だから、補助金の根拠はとっくに消えているんだけど。あなた方がそ

う言うだろうと思うんだけど、その補完行為としてね、例えば、去年１年間でどういう補完行

為をしてもらいましたか。 

○人権同和政策課長 

 同和問題をはじめとする、さまざまな人権問題の解決に向けた自主的な研修、啓発、地域活

動また、補助事業や就労対策事業等の国との交渉と人権同和問題の解決に向けて、そのような

行政の補完行為をしていただいております。 

○川上委員 

 そういうハードの、同和対策事業とかは市がやってないわけやから。それは、団体の、今お

っしゃった、自主的な事業だけなんですよ。例えば、よくこんなことを言えたものだと思うけ

れども、地域改善対策向けの住宅がありましたね。これは、解放同盟、それから全日本同和会

の推薦がないと入れないと。この間、質問したとおりです。一緒に聞いたでしょ。去年は、解

放同盟は一人も推薦していない。そういう姿なんです。質問終わります。 

○委員長 

暫時休憩します。 

休憩 １７：０２ 

再開 １７：１５ 

委員会を再開いたします。 

行財政改革と市財政関連について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 代表質問でもお尋ねをし、そして３日間質疑をしてきたわけですけれども、この段階でです

ね、このテーマでかいつまんだ質問をしたいと思います。第１はですね、市財政について、本

市合併して１０年が経過しますけれども、その間における財政状況どうだったと認識している

かお尋ねします。 

○財政課長 
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 合併直後の平成１８年度予算では、歳入不足を補うために、基金を約５３億円取り崩して収

支バランスを取るという危機的状況にあり、住民サービスを低下させないとのことから、直ち

に行革計画を策定し、取り組みを始めております。平成２１年度までは２０億円前後の基金を

取り崩しながらの財政運営を行う状況でございました。この間、平成２０年度には米国発の金

融危機に端を発する世界同時不況、いわゆるリーマンショックにより地域経済は低迷し、市税

は大きく減少する状況でございました。平成２１年度以降の財政見通しでは、更なる行革が必

要との判断から、行革改訂版を１年前倒しで策定し、行革に取り組み、平成２２年度以降は実

質単年度収支は何とか黒字となってまいりました。しかしながら、一方で、デフレから脱しき

れず、国、地方の財政は厳しい状況が続いてまいりました。また、本市では２３年度以降は学

校施設の統合事業、浸水対策事業、中心市街地活性化事業に取り組みを行っております。この

時期、２３年には東日本大震災という状況がありまして、その後物価の高騰で資材の高騰、労

務費の高騰などが起こり、非常にこういった大きな事業については厳しい状況になっておりま

す。その間、行革の効果がありまして、できる限り将来的な負担にならないよう、基金を積み

立てることもできたということで、これまで運営をしてきております。 

○川上委員 

 財政危機宣言ということがあったと思いますけれども、これは今どうなってますか。 

○財政課長 

 危機的な宣言というのは、今現在は発しておりません。 

○川上委員 

 ２８年度当初予算では、一般会計で７１７億円。合併後最大ということなんですけれども、

私自身はいくつも注目するところがありますけれども、市としては財政の現状をどのように見

ているのか簡潔に、お答えください。 

○財政課長 

 平成２８年度の当初予算では、これまでの各施策を継続していくとともに有利な起債を活用

しながら、引き続き行っております。また、主要事業として、住民の安心安全のための浸水対

策。それから老朽化をした施設の更新を含めました、小中学校施設整備。まちづくりとしての

中心市街地活性化の実現に向けました事業を継続して行っております。一般会計では、今質問

者言われますように、合併後最大の予算規模とはなっております。財源としまして国・県の補

助金、交付金や有利な起債を最大限活用しておりますが、財政調整基金を、約１０億円の取り

崩しを行った予算編成となっております。 

○川上委員 

２８年度のことを今聞きましたけれども、今後の見通しについては、１１月に見通しの見直

しをしていると思います。その後、２８年度予算編成をしたわけですけれども、それを踏まえ

た今後の見通し、どう考えているのかお尋ねします。 

○財政課長 

 今言われましたように、平成２７年１１月に財政見通しを見直しをいたしております。平成

２８年度から合併算定替の終了に伴い、普通交付税が減額となってくること、また、市債の償

還額もふえてまいりますことから、平成２７年度以降の収支は赤字状態が続き、基金の取り崩

しを行いながらの財政運営を行っていかなければなりません。少子高齢化による人口減少が及

ぼす、国、地方自治体への影響は今後ますます進み、子育て、教育、交通、住環境などの整備

を行うことや、超高齢化社会への対応として、保健、福祉、医療などのサービスの充実が求め

られますことから、何よりも効果的で効率的な行財政運営を行っていく必要があると考えてお

ります。 

○委員長 

 市税を見ると、予算資料出していただいてますけど、２４年から２８年にかけてですね、市
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民税が約１億７千万円減なんですね。そして、これを補うかのように、固定資産税が３億３千

万円増になっています。これによって市税全体では、そのほかの要因もあって、当初予算では

２億８千万円の増というようなかたちになっています。しかし、注目しなければならないのは、

やっぱり市民税の減傾向だと思うんですね。これについては基本的に国政の要因が大きいわけ

ですけれども、それにつけても本市は繰り返しておりますけれども、安心福祉のまちづくり、

福祉の充実を行って地域の活性化を生んでいくと。そして、ひいてはこれが市財政を強めてい

く。借金財政のために貯金をするのではなく、福祉のために貯金をする、そして適切に使うと。

例えば、私、非常事態と言いましたか、緊急事態と言いましたか。保育所に入れなくて困って

る子どもの問題を一気に解決すると。そのことも含めて、１４６億円あるわけですからね、減

債資金とあわせて。これを１１６人の子どもの待機状態を解決し切れないというのは、どうに

かしてますよね。そういうことを言いたいわけです。それで次にですね、それとの関係で、行

革の問題です。代表質問では、本来行革はと、行財政改革はという、もともと論も述べました。

無駄を削って福祉と暮らしに回していくのが、本当の行財政改革ではないかというふうに提起

したんですね。それに対して答弁ありました。重ねてですね、今までどんな無駄な経費を削っ

てきたのか。このことについてもう１度お尋ねします。 

○行財政改革推進課長 

 追加資料の６８ページ、６９ページに、行革の今まで取り組んできました実績について掲載

いたしております。これにつきましては、先ほど代表質問の中でも答弁しておりますが、行財

政改革の主な取り組みにつきましては、合併により生じました行政経営資源、いわゆる財源、

財産、人材の不均衡を早期に是正する、財政の健全化に主眼を置いた行財政改革でございまし

た。そのため、職員定数の削減、公共施設の統廃合、合併未調整事項の整理が中心となってお

ります。そのほかには、歳入確保としてはインターネットの公売。それから市有財産への有料

広告への掲載、徴収率の向上などを行っております。歳出削減と致しましては、長期継続契約

の導入や公共施設の業務用電力契約の見直し。それから私どものほうでやっております外部評

価でございますが、行政評価や補助金審査。そういったものを取り入れながら、歳出削減の取

り組みをいたしております。 

○川上委員 

 これらの積み上げが全体として２５４億の行財政効果を生んだというような話があったんで

すけれども、これ無駄なのかと。本当の、私たちが、議会が、あるいは行政が挑戦しなければ

ならない、やっぱりとんでもない無駄に市は、行財政改革の立場で物を言えたのか、できたの

かってのが問われると思う。例えば新庁舎の問題です。それから、先ほど明らかになりました。

執行部の答弁だけでもですね、部落解放同盟等に渡した金が６億７千万っていうわけですよ。

ほとんど人件費に消えていっています、これは。それを承知の上で、何の役割もないのに渡し

てきたと。今、改めるとも言ってないわけですね。だから、本当の無駄にはメスを入れ切れな

い。大きな無駄には。そして、その小さな努力を積み重ねて来たと。その過程では住民犠牲も

大いに押しつけてきたということが言えるのではないかと思うんですね。しかし、市長、私は

行財政改革がそのようなものであったけれども、時は無駄に流れたのかと。１０年間で無駄だ

ったのかと。失われた１０年だったかと。言いたくないでしょ。仮に住民に痛みを伴う１０年

であっても、その中で住民の皆さんからいろんな意見とか要求とかあって、それに応えてきた

ものもあるはずなんですよ。そして、自治体が、職員が、自治体らしい仕事してきたこともあ

ると思います。お尋ねするのはですね、無駄な経費を削って、住民福祉の向上にこういうふう

につなげたと言えるものをね、聞かせてもらいたいと思います。 

○行財政改革推進課長 

 行革に取り組みまして、その結果、住民福祉の向上につなげていった事業という問いでござ

います。新市になりまして新たに取り組んだ事業につきましては、代表質問でもお答えさせて
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いただいておりますが、ハード面では小中学校の整備、それから鯰田工業団地の整備、浸水対

策、防災行政無線整備、地域公共交通の整備、健康プラザ、子育てプラザ夜間急患センターな

どがございます。ソフト面におきましては、教育や子育て支援政策が中心となっております。

主な事業といたしまして、教育分野では、少人数学級の教員配置事業、それから特別支援教育

支援員等の配置事業、多層指導モデル推進事業、スクールサポーター配置事業などがございま

す。また子育て支援では、子ども医療費の拡充、乳児家庭全戸訪問事業、休日等子育て支援事

業、ファミリーサポートセンター事業、放課後子ども教室推進事業などが挙げられます。また、

まちづくり関係におきましても、まちづくり協議会の設置と、また協議会への補助金を拡充し

ております。さらには、自主防災組織への育成事業、そういったものについても新たに取り組

んでまいっております。 

○川上委員 

 国の補助事業とか、国が引っ張ってきたものでもよいのはあるわけですよね。それで例えば、

さっき言われた、きのうから扱っています乳児家庭全校訪問事業とか、非常に重要だったろう

と思います。これは、実は全国のお母さんたち、あるいは関係機関の人たちの声が国を動かし

てこういう事業をやらせているわけです。それから、今答弁があった市独自のいろんな施策に

ついても、市民あるいは地元の業者さんたちの声が反映して、皆さんが決断していったという

形で。だから、国民の声、住民の声が反映したものはですね、必ずと言ってもいいと思うんだ

けど、相当支持を受けるし、喜んでもらえる。ここのところが大事じゃないかと思うんですね。

行財政改革は、無駄を削り、福祉の増進にまわすことだと述べましたけれども、その実現には、

私の言葉で言えば、住民が主役、それから、市民との協働、さらに市民の共感が不可欠だと思

うんですね。この間、私が市の努力でなるほどなと思うことが幾つかあったんだけど、それは

頴田高齢者福祉センター、それから忠隈住民センターの工夫なんです。これは、当初は廃止と

いうことでしたでしょう。ただしというのは多分あったと思います。とにかく廃止だったわけ

です。これが、久しぶりに予算書を見てみたら、残っているわけですね。そして、聞いてみる

と、この間のようなことでしょう。相当、２つあわせて１千万円ぐらい出しているじゃないで

すか。どうして廃止と言っていたのが、もう地元でやるならやれ、最後のボイラーぐらいつけ

るぞと言っていたのが、１千万円も出して、３日しか風呂は入れないとかあるんだけど、頑張

っているところがあるじゃないですか。これが、小さな教訓、経験だけども、この中に大事な

ものが含まれているんじゃないかと。あまり長くなると申しわけないけども、簡潔でかまいま

せん。この２つの取り組み、行財政改革の路線、それをめぐる市民との話し合い。それから共

感の広がりがあったとすれば、それを聞かせてもらいたいと思います。 

○行財政改革推進課長 

 市民との協働につきましては、政策形成の中でも手法としては、当然考えられるわけでござ

いますけど、行革の手法の中でも、市民との協働というのは必要な手法だというふうに思って

おります。特に今言われたのは、公共施設の関係だろうと思います。公共施設になりましたら、

そこにいらっしゃる利用者の方と、そういったところでいえば、常に協議をしながら行革には

取り組んでまいったということでございます。私どもがこの市民との協働というのが、今回の

第２次行革大綱の中では、基本方針の柱の１つといたしております。この方針は、今後の行革

の進め方の方針であるとともに、今までの行革はどちらかというと、内部改革が中心で、内部

的に決断をすれば、進めることができておりました。しかし、市民サービス系の事業や公共施

設については、どんなに小さな事業や施設にあっても、必ず先ほど言いましたように受益者が

います。そうすると、無駄な事業や利用されていない施設と判断できていても、その受益者の

顔を浮かべると、廃止していく決断というのがどうしても迷わざるを得ないということがござ

います。このようなことが、行革が進まない１つの理由にもなっております。したがいまして、

やめるという決断に、今後は市民の方を巻き込んでいく仕組み、いわゆる市民との協働が必要
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というふうに考えております。そのためには、今回の公共施設の総合管理計画でも考えており

ますが、公共施設のフルコスト、利用状況などを可視化し、市民と情報を共有した上で方向性

を考えていこうというふうに思っております。同じように、事務事業につきましても、成果や

コストを可視化して、情報を共有化し、市民の意見を取り入れていく手法を今後も検討してい

きたいというふうに思っております。 

○川上委員 

 私は、先ほど子育て支援の保育行政の問題等についてですね、お金の問題ではなくなってる

と。もうハートの問題だという指摘をしました。答弁を聞きましたけれども、私は、市財政と

行財政改革を考えるにあたり、２つの恐れを持つ必要があるんじゃないかと。１つはですね、

自分たちの行財政改革は、本当の無駄を削り、福祉の増進にまわす方向を向いているのか。こ

こに恐れを抱く必要があるんではないかと。それから２つ目はですね、その方向をですね、住

民が主役、市民との協働や市民の共感が本当に自分たちを大事にしているかという恐れ。この

２つの恐れを持って、この行財政改革には臨む必要があると思います。本当の行財政改革とは

何なのかと。９円を５円にすることなのか。資源回収の単価のことですけどね、奨励金の。そ

ういったことをきちんと考えながら、そして無駄に１０年流れていないと、うまくいかなかっ

たと思っている、実はその１つのことの中に、本当の飯塚市が住民に喜ばれる自治体に変わっ

ていくためのつぶが、教訓があるんではないかと思うので、ほかにも、いろいろ小さなきらり

と光るものがあると思うんですよ。それを引き出して、教訓としていく必要があるんではない

かと思います。この質問を終わります。 

○委員長 

 次に、総合計画及び総合戦略の策定関連について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 総合計画及び総合戦略策定関連なんですけども、この間繰り返し、コンサルタント任せでは

困りますと言ってまいりました。先ほど、子ども・子育て事業計画を初年度に踏み破ると目の

当たりにしたと思いますね。人権同和でも聞こうと思ったけど、マスタープランだとか、あま

り当てにしてない、仕事の仕方としては。それは自分たちのものじゃないからなんです。代も

変わります、もちろん１０年経てば。しかし、自分たちが寝る間を惜しんで、住民の意見を聞

いて、日本経済の勉強もしていけば、バトンタッチしていきますよ。絶対に捨てられません。

だから、必ず私はコンサルタント任せではなくて、市民と市がつくり上げていくようにしなけ

ればならないと。基本であれば基本であるほどそれが必要だと思います。それで、私３つの視

点が重要ではないかなと思います。もうまとめて言いましょうね。第１の視点は、言っても言

っても書き込まなかった、地方自治体の本旨は、福祉の増進にあるということを明確にするべ

きじゃないかという、明文で。それから２つ目はですね、私の言葉で言えば住民が主役、齊藤

市長の言葉で言えば人が輝き、微妙に違うと思うけど。これが今度施政方針から削られている

でしょう。これをもう人が輝きでもいいけど、住民が主役でもいいですよ。市民が主役でもい

い。この２つ目の点が重要じゃないか。それから３つ目はですね、角度としては、自治体らし

い自治体のための市財政と行財政改革ということではないでしょうか。この３つの点が、入ら

ない合併特例債１００％利活用とか書いてますよ、これ。もうあと７０億しかないから、どう

しようかなと思ってあるかもしれませんけど、この３つのことを、きちんと踏まえて、策定に

当たる必要があると思いますけど、答弁を求めます。 

○総合政策課長 

 ただいま、質問委員のほうから３つの視点ということで、ご指摘をいただいております。こ

の計画につきましては、当然のことながら、市の最高計画、最上位の計画ということで、市民

主役のまちづくりということが主体になると考えております。また行財政改革につきましても、

ただいまご指摘のあった、住民福祉の増進、地方自治の本旨、地方自治体の目的に沿った視点
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というのは、重要であるというに考えておるところでございます。この市民の意見等々につき

ましては、これまでも昨年、市民アンケート等、ワークショップを行いということは、もうす

でにご説明をさせていただいているところでございます。今後、新たな第２次の総合計画の骨

子をお示しする時期がくると思っております。この策定におきましても、人任せ、コンサル任

せということではなく、庁内組織におきましても、各課を専門部会として位置づけ、第１次の

まずは進捗状況の反省から入りまして、その課題を抽出し、各所属において、所管課において、

十分に検討を行いながら、ただいま進めておるところでございますので、その中にまた市民の

皆様のご意見等々についても、当然のことながら拝聴していきながら、策定をしていきたいと

いうふうに考えております。 

○委員長 

 いいですか。次に、小中一貫校関連について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

小中一貫校については、もともと全国的にもケースが少なく、一部に研究者の間で、小中一

貫校のありようについてですね、研究論文があったくらいのその時期に本市は全市的にですね、

小中一貫、それから施設一体型を導入するということを、背景に合併特例債の活用ができると

いうこともあって、スタートしたと思います。それで、施設建設については、予定どおりいか

ないということが続いたんですけれども、それでも振り返ることなく突き進もうとしているわ

けですね。そこで事業費についてお尋ねをします。幸袋、鎮西、穂波東の３校について、社会

教育施設が入るところはそれも含めて、全体の総事業費が幾らになるのか、また、２８年度は

幾らの予算計上になっているのか、お尋ねをします。 

○学校施設整備推進室主幹 

 資料のほうでも提出をさせていただいております。その額としまして、まず幸袋中学校区で

すが、上段から事業費合計としまして、６３億２４８２万８千円。平成２８年度当初予算とし

ましては、カッコ書きで記載をさせていただいております。上段でございます。６億

５７６８万円となっております。次に、鎮西中学校区でございますが、事業費の合計としまし

て、７５億７８８９万３千円。２８年度当初予算計上額としましては、３３億８６５９万３千

円となっております。次に、穂波東中学校区ですが、事業費合計としまして、５６億

６８４６万９千円。平成２８年度当初予算計上額としましては、２４億４４３６万３千円とな

っております。この分につきましては、すべての公民館等も含めた事業費となっておるところ

でございます。 

○川上委員 

 ３つあわせると１９４億円なんですね。これに支払利息を入れると２００億円は軽く超えて

いく。これ何と言うんでしょうか。本市の子育てというか、教育のね、命運をかけるようなね、

金の掛け方です。かつ施設の内容とか考えた場合でもね、絶対失敗が許されない。やっぱり、

共産党が言っているみたいに１校ずつきちんと建て替えを急ぐべきであったなと、少人数学校

中心がよかったなと。そして施設一体型ではなくて、連携はきちんとすればよかったな、とい

うことがないように、あなた方としては頑張らないといけないんでしょうけど。その立場から

してもですね、いくつも大丈夫かと思われることがあるわけですね。とにかく市役所２つつく

るぐらいの、市役所３つつくるのと同じですよ。全国にこういう自治体ありません。

１７００を超える自治体の中で。相当の覚悟を持って臨んでいるのかということなんです。そ

れで１番重要なのは、なんだと思いますかと言いたい。安全性、安全の問題。これについて、

繰り返し言っていますけれども、市と教育委員会は、どういった角度で子どもの安全確保のた

めに取り組んでおるのか、スパッと言ってください。これと、これと、これと、これと、お願

いします。 

○学校施設整備推進室主幹 
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 校舎建設に伴います安全対策というかたちとなります。例えば、児童生徒等が衝突する可能

性がありますガラスの破損する場所や手すり、格子と防護柵や飛散防止のフイルムなどを配置

したりとか、仮にガラスが破損した場合でも、ガラスが鋭利な破損状態にならずに、通常にな

る強化ガラスを配置したりというところとかですね、衝突防止というようなかたちの安全対策

なども行っているというところではございます。 

○川上委員 

 教育長ね、そのくらいではね、安全対策したうちに入りません。教育長、答弁できないでし

ょう。できますか。安全対策についてね、こういった角度、こういった角度、こういった角度、

こういった角度で頑張っていると。教育委員会一丸となって、この２００億円の事業、このた

めに事業が発生したものも入れれば、そのくらいのもんじゃないんですよ。教育長、答弁でき

ますか。 

○教育部長 

 子どもの安全性についてご心配の点でございますが、簡単に言えということでございますけ

ども、基本的な方針につきましては、平成２４年の７月に小中一貫校建設の基本構想というも

のを冊子でまとめております。その中にも記載しておりますが、安全・防犯への対応というこ

とで、注意する点についてあげておりますし、その観点から基本設計及び実施設計も実施をし

てきております。また後段、委員が言われますように、学校だけが完成すればそれですべてか

という問題もございますので、周辺環境の整備につきましても、これは教育委員会だけでは済

む問題ではございませんが、道路整備を含め、関係各課、また関係機関、国とか県のそれぞれ

の道路管理者、それから警察でございますね。こういうところとも協議を進めて、環境の整備

安全の確保に努めておるところでございます。 

○川上委員 

 安全の問題は教育委員会だけでは絶対できません。１００％できません。それから市長部局

が加わってもまだ足りません。何が大事かというと、地域の人たち。それから保護者の方たち

の知恵が要ります。この知恵をどう結集するかまだ考えてないでしょう。今どうなっているか

というとですね、心配の声が上がります。そしたら大丈夫ですって言っている。ずっと大丈夫

ですと言っている。考えます。何とかしますとずっと言ってるんですよ。この姿勢では、言っ

たようになりません。みずからこういったところが心配だ。こういったところが危ないという

事をずっとみずから考えて相談して、危険なところずっと相談してかないと、もっとこういう

ふうなところも危険だよというのもあるでしょう。このスタンスがなければ、２００億円かけ

てとんでもないことができると思います。航空写真を見ると、飯塚市、メガソーラーばっかり

ですよ。ここにもあったかとか。忠隈のぼた山の裏とかにもいつの間にかできているでしょう。

それと同じような感じで、学校が大きいのできるわけですよ。市役所と一緒にすれば４つもで

きる。ですから、これが１番です。それから２つ目はね、学校の中の教育審議体と言わないね。

飯塚市教育委員会は。しかし、大体そういった要素です。子どもを育てる機能をつくるかとい

うとね、何が大事でしょうか。教員やないですか。教員でしょう。１番は。それで、教師は施

設一体型でふえますか。減りますか。 

○教育部長 

 教師がふえるか減るかということでございますが、これは単純に比較はできないと思います。

ただ１つ言えますのは、管理職の配置につきましては学校が統合されますので、その分の減少

ということは予想されます。 

○川上委員 

 このくらいの答弁ですよ。わからないというんです。先生がふえるかどうか。関心がないわ

けね。答弁してください。 

○教育長 
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 今、部長が申しましたのは、学校によっておそらく議員さんもおっしゃっているのが、小学

校が再編を伴います。中学校はそれぞれそのままです。小学校が再編を伴いましても、生徒数

と学級数の関係で教員の配置数はそのままの学校もありますし、減少する学校もあるというこ

とで、お答えをしたものでございます。 

○川上委員 

 結局、教師は今何人、施設一体型になれば何人というふうに答えられないでしょう。答えら

れますか。こういうのね、すぱっと答えられないとおかしいでしょう。子どもに接する先生の

人数が今何人で、施設一体型になると維持されるのか、減るのか。国は、財務相は学校の統廃

合によって教職員は今以上に減らせると堂々と言っているじゃないですか。そうでしょう。福

岡県っていうのは、共産党のチラシがあるんですけど、ものすごく先生足りないんですね。

５千人も。非正規がものすごく多いんですよ。非正規が悪いんじゃないんですよ、その先生が。

一生懸命頑張って、早期退職の先生が多い。こういう県教育委員会の教員配置の状況の中で、

我々というか、飯塚市は２００何十億円もかけてね、教員が減るような施設一体型を今やろう

としてることに気がつかないといけない。違いますか。 

○教育長 

 教員の実質数はおそらく幸袋中学校区以外は減少するというようにシミュレーションしてお

ります。しかしながら、小学校と中学校の教員より数の多い教員と、それぞれ校種の違う教員

が子どもたちの育ちや進路について、９年間のスパンで見守り続け、そして進路保障をしてい

くというところで、極めて教育効果があるものというように考えております。 

○川上委員 

 減るんですよ。ただ、この事実をわかって、この事業に望むというに明確にしておいたほう

がいいと思うんですね。それと大規模化することによる弊害、危険性。これは物理的な危険の

問題と、教育上の危険の問題。１年生が６歳でしょう。中３といったらもう大人と同じですよ。

一緒の空間で何年過ごすのかな。９年ってことはないでしょうけど、入れ替わりがあるから。

このことからくる危険性の認識。こういう危険があるよねと。やったことないんだから、全国

で。どう工夫しても、死角が生じます、この学校は。頴田の小中学校も死角がたくさんありま

した。大人でも迷うくらいだから。それと、きょう質問でもありましたけど、いじめだとか、

さまざまな学校の課題がありますね。これはね、こういう大きな施設、１年生から９年生まで、

そして先生は少なくなる中で、解消の方向へ向かっていくのかと。地域的にはね、今、子ども

の貧困というのが深刻な状態になってきてるわけでしょう。家庭も大変な状況ですよ。こうし

た中で、今、建物は２００億円もかけてね、つくろうとしていると。だから、市はね、今もの

すごく無謀なことを承知の上でやっているんかということなんですよ。なんかバラ色のことば

かりね、何とかギャップがとかね、そんなことふりまいてね、なんかいいことがあるんじゃな

いのかと。借金はあるけど、有利だとか、そんなことばっか言ってやってると、大変なことに

なりますよ。非常に危険な深刻な問題を抱えながら今、やみくもに予算を計上していこうとし

ている。このことに、気がついていなきゃいかんです。教育長、答弁を求めます。 

○教育長 

 冒頭におっしゃいましたとおり、それだけの予算を教育に期待をして、市としてかけていた

だくことに対して、日々、私も責任を感じておりますし、将来に対して、自信と見通しは持っ

ているつもりですが、正直言いまして、１００％かと言われると、今から細かな手立ても打っ

ていかなければならない事も多々ありますので、眠れない日もあります。ただ、このことだけ

はご承知おきいただきたいと思います。例えば、鎮西中学校区は、学校以外にも、先ほど学校

施設整備推進室の主幹が言いましたとおり、公民館、給食施設そして児童館、それも合わせた

総額でございます。それぞれに、児童館や給食施設を他の中学校区も合わせた金額でございま

すし、言うなれば、それぞれに３校分の建て替え金額でもあるという、事実もご承知おきいた
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だきたいと思います。その上で、今、質問者がおっしゃいます、学校が大きくなる。確かに、

基本設計から実施設計の時、私どもはもちろんのこと学校現場にもその図面を見せまして、こ

れで子どもたちの見守りができるかということで、意見をいただきながら、修正を何度も加え

ながらの今の設計に至るなど、事前にも工夫をいたしましたし、今後とも、通学路、そして学

校内での子どもたちの安全確保をするとともに、飯塚市施設一体型の小中一貫校は全て将来的

にコミュニティスクール化して、地域とともに教育を進める学校のあり方を模索するとしてお

りますので、これも先ほど質問者おっしゃいましたとおり、学校の教職員、保護者だけでなく、

地域の方ともどもに新しい学校づくりを地域のシンボルとして、進めていただくよう、私ども

も事細かな計画や相談をしていきたいと考えております。 

○川上委員 

 最後にしますけれども、１９０億円幾らだったか、２００億円ぐらいの中に鎮西の公民館も

入ってますよと。児童クラブ入ってますよと。あなたの所管でしょう。あなたが責任を負うべ

きことでしょう。違いますか。教育長の一等最初の発意から今の事態生んでいるんですよ。こ

こまでのことは想定できなかったと思います。４年前、５年前。しかし、もうここまで来てし

まってるわけ。どうするんですか、これ。夜眠れないの当たり前ですよ。私でも眠れないぐら

いなんだから。だから、私は今答弁があったくらいの覚悟では２００億円の仕事とかできませ

ん。子どもの安全、教育、それから学校の諸課題、そのくらいの覚悟でできないですよ。

２００億円ってすごいんですよ。そのこと指摘して、質問終わります。 

○委員長 

次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。 

○藤浦委員 

 終わったと思ってほっとされた思うんですけれども、すいません。お邪魔します。まだ７時

までは時間がありそうなので、頑張ってやってください。教育費の育英事業費について、川上

委員も質問をされておりましたけど、ちょっと中身について、この予算執行のあり方をちょっ

と聞かせていただけたらと思います。これ資料を出していただいております育英事業の実施状

況を見ますとですね、平成２３年から２７年まで実施状況が書かれておりますけど、この中に

貸し付け決定後辞退ありというようなことが、２３年、２４年、２６年というふうに出ており

ます。貸し付け決定後辞退ありという、この理由っていうのは何なんでしょうか、お答えくだ

さい。 

○学校教育課長 

 提出させていただきました資料の中にございますけども、詳細については、把握をいたして

おりません。 

○教育部長 

 これ自体につきましては、私が承知している範囲では他の奨学金の貸与が決定したので、市

のほうは辞退をするというような申し出があっております。 

○藤浦委員 

 他の奨学金制度が活用できたということですか。私、違う側面をですね１つ聞いてることが

あるんですけど、実は、本当に身近なお話でですね、実話なんです。このことについてはちょ

っとお答えをいただきたいという事で質問に立ったわけですけど、奨学資金の貸付審議会って

のがあっていますよね。これは時期的にはいつごろあっているんですか。 

○学校教育課長 

 ６月ごろでございます。 

○藤浦委員 

 ６月ということは、去年の６月にあったということですね。 

○学校教育課長 
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 そのとおりでございます。 

○藤浦委員 

 これで一応決定がされたとなった場合に、決定をされたその奨学金はいつ申請された方に届

くわけですか。申請された方に届くわけではなくて、学校なり何なりに振り込みということな

るんですか、それとも本人に届くんですか。ご家族に、親御さんに。いつごろ届くんでしょう

か。 

○学校教育課長 

 申請いただきました保護者のところに、７月に届くことになっております。 

○藤浦委員 

 それは決定通知が届くということでしょ。 

○学校教育課長 

 お金の入金でございます。 

○藤浦委員 

 ちょっとね、話が噛み合わないです。例えば、ことしの４月に入学がありますよね。入学。

この入学には間に合わないということでしょう。入学後７月に支払われると。そしたら３カ月

ブランクがあるわけですよね。この制度が非常に活用しにくいってのは、そこなんですよ。結

局、認可は出ましたと。決定されましたと。それを活用しようと思っても３カ月間ブランクが

あるわけですね。４月にはもう支払いをしなきゃならん。３月末ぐらいになるんですか、これ

は支払いせないかん分は。入学前に。そしたらその間、資金というのは来ないわけですよね。

それをどうするんですかと言ったら親御さんに立て替えてくださいって話になっとるらしいん

ですよ。立て替えられるぐらいだったら、何も奨学金を申請する必要もないんじゃないかとい

うひとつの考え方があるし、これを決定後、辞退されたというのは、決定をされたけど、お金

は前もって払わないかんと。だったら３カ月待ってね、その前に支払えるんであれば、それは

辞退しても構わないという考え方１つあると思うんですよ。ご家族にとっては。そういうです

ね、この制度があるから、利用したいというご家族、親御さんおられると思いますけど。この

制度を利用しないと入学できないという、入学資金が調達できないという親御さん、ご家庭の

事情っていうのもあろうかと思うんですよね。そこで、この制度というのは非常に使いにくい

制度ではないかなということをね、お話聞きながら感じてるわけですよ。せっかくこの制度が

あるのに、どうして入学までに、学校側からいついつまでに入学金なり授業料なりを払ってく

ださいという通知があるはずなんですけど、どうしてそれまでに決定後支給されないのかとい

うのが不思議でたまらないわけです。そこのところ、どういうことでそうなっているのか、説

明してください。 

○教育長 

 先ほど、学校教育課長、そして教育部長が答弁したように、これまでは飯塚市のこの育英事

業につきましては、他の奨学資金貸し付け、それを補完するという趣旨で事業を実施してまい

りました。代表質問、一般質問、そしてこの予算委員会の中でもたくさん、今の世情、そして

家庭の経済的な厳しさ等々を背景に、これは改めるべきだというご意見を沢山いただきました。

それを受けまして、今藤浦委員さんのほうからも指摘がありましたように、高等学校でしたら、

実は私立高校も公立高校も、今日が公立高校の発表でしたから、本日中に納めなければなりま

せん。ですから、３月の中旬です。今の現行制度ではとても間に合いませんから、本当にお金

が無くて、でも、子どもを高校、大学にやりたいところには、使い勝手が非常に悪い、申しわ

けないかたちとなっておりますので、これを予約制というようなかたちに持っていけるよう関

係部署、そして先ほどおっしゃいました奨学資金貸付審議会の委員とも相談をしながら、より

よいあり方に向けて検討をしていきたいと考えております。 

○藤浦委員 
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 今、予約制ということ言われましたけど、予約制であれば、入学までに間に合うという制度

にするということですか。それは、ことしの４月にですね、もう目の前の問題を抱えてるご家

族があるんですよ。それはこの制度では、どうしようもないということですから、この質疑応

答の状況を、ご家族に伝えなきゃならんわけですけど、非常に苦しいですね。素人考えで非常

に申しわけないんですけど、例えば市内銀行、市中銀行に対して奨学金が決まりましたと、決

定しておりますということで、それを担保に融資なんかを銀行さんに優先的にしてもらえない

かというような相談というのはできないんですか。それ違法なんでしょうか。 

○教育長 

 現状の段階では先ほど説明しましたとおり、年度初めに、入学が決定した後に、審議会で決

定して交付でも、いくら急いでもおそらく６月の頭になりますので、実際に、現状では間に合

いません。 

○委員長 

 できるか、できんかを 

○教育長 

 それは新しい制度にして、銀行と相談してみないと分かりません。 

○藤浦委員 

 そういうことだろうとは思います。だけど、目の前にそういった相談をされた方がおられま

すんで、その方は資金調達のためにどうされるのかなと、その心配もするわけですよね。そう

いうことで、この制度、今言うように、やっぱり使いやすいような制度にしてほしいと、早く。

ことしは間に合わないにしても、今後、そういった家族は、やっぱり絶対にゼロではないと思

いますよ。そういうことで非常に悩まれるご家族というのはですね、ぜひその制度についても、

考えていただきたいというふうに要望しまして終わります。 

○委員長 

 ほかに、質疑はございませんか。 

（ な し ） 

質疑がないようですので、総括質疑を終結いたします。 

以上をもちまして、「議案第１１号平成２８年度飯塚市一般会計予算」に対する全ての質疑

を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 詳しくは本会議で述べますが、私は、議案第１１号 平成２８年度飯塚市一般会計予算案に

反対し、討論を行います。７１７億円もの合併後最大の予算規模は、市民税や地方交付税が減

少する中、１４０億円もの借金、過去の借金の返済に６０億円、財政調整基金など基金１７億

円の取り崩しによって賄われたものです。合併特例債など借金も過去最大８０７億円に対し、

その一方で、住民犠牲を伴う２５４億円の効果という行財政改革などにより、財政調整基金、

減債基金は平成２７年度末で１４６億円にまで急速に膨れました。地方自治体の本旨は住民福

祉の増進にあります。自民、公明に支えられた安倍政権のもと、平和と暮らしが脅かされる中、

合併１１年目を迎える本市が住民の暮らしを守り、地域経済を支える方向へかじを取るかどう

かが大きく問われたのです。その重要な点は、住民のくらしを応援する、無駄を削る、清潔で

透明な市政運営を行う、この３つの視点を住民とともに取り組む予算を立てる事でありました。

今回一般会計予算案は、こども医療費助成の自己負担拡大の矛盾を抱えたままの拡充、水害対

策など部分的に住民の要求を反映したものもありますが、全体としては、新庁舎建設に５４億

円、小中一貫校建設関連など、ハード面に莫大な財政出動を行う一方、子どもの保育所待機児

童解消のための保育士確保など、子ども育成対策、介護保険から外される高齢者の要支援者対

策、地域のコミュニティバスの復活、さらに保育料や国民健康保険税など、住民負担の軽減は
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顧みられず、地域産業の振興においても、基幹産業として力強く再生させる思い切った政策は

農業においても打ち出されていません。しかも幹部の人件費を保障するのが事実上の目的とな

っている部落解放同盟の補助金を漫然と計上し、平恒の市有地の不法占拠を、刑事告発を含め

た毅然たる態度を示さず、しかも、清潔で透明な市政運営で市民の信頼のために請求があれば、

開催しなければならない政治倫理審査会の開催予算を８回から３回に減らしています。くらし

を壊し、平和を脅かす、自公安倍政権に代わる政治の実現を目指す国民の協働が広がりつつあ

る中で、合併後１１年目を迎えた本市の予算は、住民の立場から無駄を削り、福祉を充実する

透明な市政運営を支えるものであるべきです。今回一般会計予算案は、こうした観点からの予

算計上にはほど遠く、私は認めることができません。以上で討論を終わります。 

○委員長 

 ほかに討論はございませんか。 

○江口委員 

 議案第１１号 平成２８年度飯塚市一般会計予算に対し、賛成ではありますが、一言申し述

べさせていただきます。それは、昨日冒頭に質疑をさせていただいた民生費、児童措置費につ

いてであります。昨年４月の段階で１７人だった、実質的待機児童は、平成２８年４月には

６２名と４倍近く伸びを示そうとしております。このことは、今、飯塚が進めている子育てを

しやすいまちづくり、総合戦略の点から考えても非常に厳しい現状であります。せっかく教育

にお金を使い、学力の水準が上がってきた、また、あわせて、合計特殊出生率を見ても、

２１年では１.５８だったものが２６年では１.７２と伸びを見せている。しかしながら、そう

やって伸びているところに、現実に生まれた子どもさんを抱えて、暮らしていこうとした時に、

預けるところがない。働こうにも預けるところがないということは、大きな市にとってのハン

デとなりかねません。２８年度予算に関しましては、その理解が全庁的に広がっていなかった

こと等から、当初予算等では、保育士の不足に対する対策は何ら組まれておりませんが、これ

を年度内に２８年度内にでも早急に進めるべきであると考えます。その際に関しましては、必

要なのは、まず庁内でこの問題に対してどうしようか、どう対応すべきだとか、考えるチーム

を立ち上げること、また、合わせて現場の保育士そして保育園との意見交換、どうやってやっ

ていくべきか、それを検討する場を設けること、そしてまた他の自治体で行われているような

研修等の費用等々やることはいっぱいあると思っています。現実に人の働き方も変わってきて

います。昔みたいに月曜日から土曜日まで働いて、日曜日は休む、もしくは土曜日、日曜日休

むというところから、人の暮らしも大きく変わってきています。そういったことも含めて検討

した上で、ここで、飯塚で子育てすることが保護者の方々にとって「ああ、よかったよね」と、

思っていただけるような対策を早急にしていただきたい、そのことを一言お願いしたいと思い

ます。 

○委員長 

 ほかに討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１１号 平成２８年度飯塚市一般会計予算」について、原案どお

り可決することに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙  手 ） 

賛成多数。よって本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

正副委員長を代表いたしまして、一言お礼申し上げます。 

本特別委員会は委員並びに執行部の皆さんの熱心な審査を経て、予定通り３日間で審査を終

了することができました。 

ご協力ありがとうございました。 
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今回、多くの質疑通告がありましたが、委員、執行部の皆さん共に短い期間でしっかりと準

備をしていただき、十分な審査ができたものと思います。特に、多くの資料作成で、執行部の

皆さんには通常業務に加えての作業をお願いしておりますので、それらにつきましては、委員

の皆さん、しっかりと今後の議会での活用をお願いいたします。 

さて、委員会審査の中で各委員から指摘なり要望が多々あっておりましたが、執行部におか

れましては、この意を酌んでいただき、市民福祉の向上のため、また市政発展のためにご尽力

いただきますようお願いいたしまして、あいさつとさせていただきます。 

これをもちまして、平成２８年度一般会計予算特別委員会を閉会いたします。本当にお疲れ

さまでした。 

 


